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目　　次
ご契約に関する各種お手続きや苦情・相談につきましては、損保ジャパンひまわり生命カスタマ
ーセンターへご連絡ください。
※ 各種お手続き、お問い合わせにつきましては、契約者ご本人様（保険金・給付金のご請求は受取人様）からお

願いいたします。

◦受付時間　月～金 9：00 ～ 17：00

（土曜日、日曜日、祝日および 12/31 ～ 1/3 は営業しておりません）

①転居、町名変更、通信先変更
②名義変更、受取人変更、改姓
③保険証券紛失
④保険料払込口座の変更

⑤保険料のお支払い
⑥ご契約内容の変更、照会
⑦保険金・給付金のご請求
⑧その他お手続き

○代理店・ライフカウンセラーを通じてご加入のお客様

電 0120-563-506
○通信販売・カード会社を通じてご加入のお客様

電 0120-010-020
○個人情報の取り扱いに関するお問い合わせのお客様

電 0120-100-127
○告知に関するお問い合わせのお客様

電 0120-526-805
○保険金・給付金のお支払い結果に関するお問い合わせのお客様

電 0120-526-905
○当社に対するご相談・お問い合わせのお客様

電 0120-273-211

！ 各種お問い合わせの際には保険証券番号、契約者氏名、生年月日、ご登録の住所、電話番号
をお知らせください。

（注）お申し出内容・契約形態により、支社・営業所で対応させていただく場合があります。

！ あらゆるお手続きに保険証券はかかせないものです。保険証券、領収証は大切に保管してく
ださい。

当社のお手続きに関する事項や各種情報につきましては、当社ホームページをご覧ください。

損保ジャパンひまわり生命ホームページ

http://www.himawari-life.com
◦ホームページでは 24 時間 365 日いつでも以下のお手続・ご契約内容照会等ができます。
 （平成 19 年 11 月 1 日現在）

①住所変更、保険料控除証明書再発行
② ご契約内容照会、保険料振替口座の変更、改姓名、受取人の変更（ホームページから事前に登

録申込が必要となります）

このような場合ただちにご連絡ください

ご契約に際しての重要事項（注意喚起情報）

 1 クーリング・オフ制度 …………………………………………… 4

 2 告知義務について ………………………………………………… 4

 3 責任開始期について ……………………………………………… 5

 4 保険金・給付金などが支払われない場合 ……………………… 5

 5 保険料の払込猶予期間、契約の失効、復活等について ……… 5

 6 解約と解約返戻金について ……………………………………… 6

 7 現在のご契約の解約等を前提とするお申し込みについて …… 6

 8 保険金額、年金額、給付金額が削減される場合について …… 7

 9 生命保険契約者保護機構について ……………………………… 7

10 金融機関を募集代理店として本保険にご加入されるお客様へ … 7

11 お問い合わせ・ご相談などについて …………………………… 8

ご契約のしおり

主な保険用語のご説明…………………………………………………15

主な保険用語のご説明…………………………………………………16

お願いとお知らせ………………………………………………………19

申込書・告知書のご記入について……………………………………20

クーリング・オフ制度について………………………………………20

保険契約の締結について………………………………………………21

現在のご契約の解約等を前提とするお申し込みについて…………21

ご契約内容の登録について……………………………………………22

支払査定時照会制度について…………………………………………23

個人情報の取扱について………………………………………………24

保険金額、年金額、給付金額等が削減される場合について………25

「生命保険契約者保護機構」について ………………………………26

業務または事務の委託について………………………………………28

株式会社について………………………………………………………28

当社の勧誘方針について………………………………………………29

特徴としくみについて…………………………………………………31

 1 新終身医療保険（01）の特徴としくみ …………………………32

 2 保険金・給付金などのお支払いについて ………………………33

 3 新無事故割引特約について ………………………………………40

ご契約に際して…………………………………………………………43

 4 健康状態・職業などの告知義務について ………………………44

 5 保険会社の責任開始時期について ………………………………47

保険金などについて……………………………………………………49

 6 保険金・給付金のご請求に際して ………………………………50

 7 保険金・給付金などをお支払いできない場合について ………52
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 9 保険料の払込について ……………………………………………60
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ご契約に際しての重要事項
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 2 告知義務について



 3 責任開始期について

 4 保険金・給付金などが支払われない場合

 5 保険料の払込猶予期間、契約の失効、復活等に
ついて



 6 解約と解約返戻金について

 7 現在のご契約の解約等を前提とするお申し込み
について



 8 保険金額、年金額、給付金額が削減される場合
について

 9 生命保険契約者保護機構について

 10 金融機関を募集代理店として本保険にご加入されるお客様へ



 11 お問い合わせ・ご相談などについて
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主な保険用語のご説明

お願いとお知らせ

特徴としくみについて

ご契約に際して

保険用語

お願いとお知らせ

特徴としくみ

契　約

ご契約のしおり 目次



保険金

保険金などについて

保険料について

ご契約後について

保険料について



 
 ▶▶

 
 ▶▶

困った！ 知りたい !! そんなときは、このページ！

目的別 INDEX 次のような場合は、
ご案内のページをご覧ください。

 ▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶保険用語の意味を知りたい
保険用語

ページ

主な保険用語のご説明

 ▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶申込みを撤回したい
お願いとお知らせ

ページ

お願いとお知らせ

 ▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶個人情報の取扱について
知りたい お願いとお知らせ

ページ

お願いとお知らせ

 ▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶この保険の特徴を知りたい
特徴としくみ

ページ

特徴としくみについて

 ▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶告知に関して知りたい
契　約

ページ

ご契約に際して

 ▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶いつから保障が始まるのか
知りたい 契　約

ページ

ご契約に際して

 ▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶保険金・給付金を請求したい
保険金

ページ

保険金などについて
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 ▶▶

困った！ 知りたい !! そんなときは、このページ！

 ▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶保険金等が受け取れない
ケースについて知りたい 保険金

ページ

保険金などについて

 ▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶効力を失った保険を
元に戻したい 保険料について

ページ

保険料について

 ▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶解約返戻金について
知りたい ページ

ご契約後について

 ▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶保障を見直したい ページ

ご契約後について

 ▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶住所変更する場合について
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ご契約後について

 ▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶生命保険と税金について
知りたい ページ

ご契約後について

 ▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶保険証券がなくなった ページ

ご契約後について

 ▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶ホームページで保障内容を
確認したい ページ

ご契約後について

 ▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶結婚して姓が変わった ページ

ご契約後について
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ご契約内容の登録について



支払査定時照会制度について



個人情報の取扱について



保険金額、年金額、給付金額等が削減される場合について



「生命保険契約者保護機構」について





業務または事務の委託について

株式会社について



当社の勧誘方針について





特徴としくみ

特徴としくみについて



 1 新終身医療保険（ ）の特徴と
しくみ

特徴としくみ



 2 保険金・給付金などのお支払い
について

特徴としくみ

疾病入院給付金

疾病手術給付金

災害入院給付金

災害手術給付金

死亡保険金

（ - ）型

（ - ）型

（ - ）型

日型

日型

日型

日型



疾病初期入院給付金

災害初期入院給付金



日型

日型

生活習慣病追加入院給付金

日型



がん入院給付金

（ - ）型

（ - ）型

（ - ）型

手術見舞金



疾病通院給付金

災害通院給付金



家族疾病入院給付金

家族疾病手術給付金

家族災害入院給付金

家族災害手術給付金

家族死亡保険金

家族手術見舞金

家族疾病通院給付金

家族災害通院給付金



妻　型

子　型



 3 新無事故割引特約について
特徴としくみ







契　約

ご契約に際して



 4 健康状態・職業などの告知義務
について

契　約







 5 保険会社の責任開始時期について
契　約





保険金

保険金などについて



 6 保険金・給付金のご請求に際し
て

保険金

①死亡保険金
家族死亡保険金

②疾病入院給付金
疾病初期入院給付金
生活習慣病追加入院給付金
がん入院給付金
家族疾病入院給付金

③災害入院給付金
災害初期入院給付金
家族災害入院給付金
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家族疾病手術給付金

⑤災害手術給付金
家族災害手術給付金

⑥疾病通院給付金
災害通院給付金
家族疾病通院給付金
家族災害通院給付金



⑦保険料払込免除



 7 保険金・給付金などをお支払い
できない場合について

保険金





 8 保険金・給付金をお支払いでき
ない場合について（具体的事例）

保険金

死
亡
保
険
金

入
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給
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〈被保険者の重大な過失〉 〈被保険者の不注意〉

〈泥酔状態を原因とする事故〉 〈軽度の酒酔い状態での事故〉





〈約款別表に定められていない手術〉 〈約款別表に定められた手術〉

〈治療目的ではない手術〉 〈治療目的の手術〉

〈お支払いできない手術の例〉 〈お支払いする手術の例〉





保険料について

保険料について



 9 保険料の払込について
保険料について



 

10
 保険料払込猶予期間とご契約の

失効について
保険料について





 

11
 ご契約の復活について

保険料について





ご契約後について



 

12
 解約と解約返戻金について



 

13
 解約返戻金のない場合について



 

14
 保障内容の見直しをご検討の方へ

特　徴

しくみ

図　解

保険料



 

15
 保険金受取人が死亡された場合



 

16
 保険金・給付金などのご請求に関

して訴訟となった場合について



 

17
 生命保険と税金について

ご契約者と被保険者が同一人の場合

受取人がご契約者自身の場合

ご契約者、被保険者、受取人がそれぞれ異なる場合



, 円以下のとき

, 円を超え , 円以下のとき

, 円を超え , 円以下のとき

, 円を超えるとき

, 円以下のとき

, 円を超え , 円以下のとき

, 円を超え , 円以下のとき

, 円を超えるとき



 

18
 このような場合ただちにご連絡

ください





約　款



新終⾝医療保険�普通保険約款⽬次

この保険の趣旨

１．保険契約の型

第１条 保険契約の型

２．責任開始期

第２条 責任開始期

３．保険⾦および給付⾦の⽀払

第３条 保険⾦および給付⾦の⽀払

第４条 保険⾦および給付⾦の削減⽀払

第５条 疾病⼊院給付⾦および災害⼊院給付⾦の⽀払限度の型

４．保険⾦または給付⾦の請求、⽀払時期および⽀払場所

第６条 保険⾦または給付⾦の請求、⽀払時期および⽀払場所

５．保険料の払込の免除

第７条 保険料の払込の免除

第８条 保険料の払込の免除の請求⼿続

６．保険料の払込

第９条 保険料の払込

第10条 保険料の払込⽅法〈経路〉

第11条 保険料の前納および⼀括払

７．保険料払込の猶予期間および保険契約の失効

第12条 猶予期間および保険契約の失効

第13条 猶予期間中に保険事故が⽣じた場合

８．保険契約の復活

第14条 保険契約の復活

９．詐欺および不法取得⽬的による無効

第15条 詐欺および不法取得⽬的による無効

10．告知義務および告知義務違反による解除

第16条 告知義務

第17条 告知義務違反による解除

第18条 保険契約を解除できない場合

11．重⼤事由による解除

第19条 重⼤事由による解除

12．解約および返戻⾦

第20条 解約

第21条 返戻⾦

13．保険契約内容の変更

第22条 保険料払込⽅法〈回数〉の変更

第23条 保険料払込期間の変更

第24条 ⼊院給付⾦⽇額の増額

第25条 ⼊院給付⾦⽇額の減額

14．保険契約者および保険⾦の受取⼈

第26条 保険⾦の分割割合

第27条 受取⼈の変更

第28条 保険契約者の変更

第29条 保険契約者または保険⾦の受取⼈の代表者

第30条 保険契約者の住所の変更

15．被保険者の業務、転居および旅⾏

第31条 被保険者の業務、転居および旅⾏

16．契約年齢の計算および契約年齢または性別の誤りの処理

第32条 契約年齢の計算

第33条 契約年齢または性別の誤りの処理

17．契約者配当

第34条 契約者配当

18．時効

第35条 時効

19．契約内容の登録

第36条 契約内容の登録

20．管轄裁判所

第37条 管轄裁判所

21．特別条件をつける場合の特則

第38条 特別条件をつける場合の特則

22．団体を保険契約者および死亡保険⾦受取⼈とする場合の特則

第39条 団体を保険契約者および死亡保険⾦受取⼈とする場合の

特則

23．死亡保険⾦不担保特則

第40条 特則の付加

第41条 被保険者が死亡した場合

24．⻑期⼊院加算特則

第42条 ⻑期⼊院加算特則

25．がん不担保特則

第43条 特則の付加

第44条 がんを原因とした給付⾦を⽀払わない場合

26．保険料の払込の免除不担保特則

第45条 特則の付加

27．他の同種類の保険からの加⼊に関する特則

第46条 他の同種類の保険からの加⼊に関する特則

28．初期⼊院給付特則

第47条 特則の付加

第48条 特則を付加した場合の取扱

29．⽣活習慣病追加給付特則

第49条 特則の付加

第50条 ⽣活習慣病追加⼊院給付⾦の⽀払

第51条 特則を付加した場合の取扱
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この保険の趣旨

この保険は、被保険者が疾病あるいは不慮の事故による傷害の治療を⽬的として⼊院した場合に、所定の給付を⾏なうことを主な内容とし

た保険です。

１．保険契約の型

（保険契約の型）

第１条 保険契約者は、保険契約締結の際、つぎのいずれかの型を選択するものとします。

２ 前項で選択した保険契約の型は、以後変更できません。

２．責任開始期

（責任開始期）

第２条 会社は、つぎの時から保険契約上の責任を負います。

⑴ 保険契約の申込を承諾した後に、第１回保険料を受け取った場合

第１回保険料を受け取った時

⑵ 第１回保険料相当額を受け取った後に、保険契約の申込を承諾した場合

第１回保険料相当額を受け取った時。ただし、被保険者に関する告知の前に受け取った場合には告知の時

２ 前項により、会社の責任が開始される⽇を契約⽇とします。

３ 会社が保険契約の申込を承諾した場合には、承諾の通知を⾏ないます。ただし、保険証券を発⾏して承諾の通知に代えることがありま

す。

３．保険⾦および給付⾦の⽀払

（保険⾦および給付⾦の⽀払）

第３条 この保険契約の保険⾦および給付⾦の⽀払はつぎのとおりです。
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２ 保険契約者は、この保険契約締結の際、疾病⼊院給付⾦および災害⼊院給付⾦のそれぞれについて⼊院⽇数条件の型を選択するものと

し、それぞれの型および⼊院⽇数条件はつぎの各号のとおりとします。また、その型は以後変更できません。

⑴ 疾病⼊院給付⾦の⼊院⽇数条件の型

⑵ 災害⼊院給付⾦の⼊院⽇数条件の型

３ 死亡保険⾦受取⼈が故意に被保険者を死亡させた場合で、その者が死亡保険⾦の⼀部の受取⼈であるときは、会社は、死亡保険⾦の残
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額をその他の受取⼈に⽀払います。

４ つぎのいずれかの免責事由に該当したことによって死亡保険⾦が⽀払われないときは、会社は、責任準備⾦（前項に該当する場合には、

⽀払われない死亡保険⾦部分の責任準備⾦。責任準備⾦が死亡保険⾦をこえる場合は、死亡保険⾦相当額）を保険契約者に⽀払います。

⑴ 責任開始期の属する⽇から起算して３年以内に被保険者が⾃殺したとき

⑵ 死亡保険⾦受取⼈が故意に被保険者を死亡させたとき

５ 保険契約者が故意に被保険者を死亡させたことによって、死亡保険⾦が⽀払われないときは、責任準備⾦その他の返戻⾦は⽀払いませ

ん。

６ 被保険者が疾病⼊院給付⾦の⽀払事由に該当する⼊院を開始したときに異なる疾病を併発していた場合、またはその⼊院中に異なる疾

病を併発した場合は、その⼊院開始の直接の原因となった疾病により、継続して⼊院したものとみなして取り扱います。

７ 被保険者が疾病⼊院給付⾦の⽀払事由に該当する⼊院を２回以上し、かつ、それぞれの⼊院の直接の原因となった疾病、不慮の事故、

不慮の事故以外の外因による傷害または異常分娩が同⼀かまたは医学上重要な関係があると会社が認めたときは、１回の⼊院とみなして

本条および第５条（疾病⼊院給付⾦および災害⼊院給付⾦の⽀払限度の型）第１項の規定を適⽤します。ただし、疾病⼊院給付⾦が⽀払

われることとなった最終の⼊院の退院⽇の翌⽇からその⽇を含めて180⽇経過後に開始した⼊院については、新たな⼊院とみなします。

８ 保険契約の型がⅠ型の場合、被保険者が２以上の不慮の事故により⼊院した場合は、⼊院開始の直接の原因となった不慮の事故（以下

本項において「主たる不慮の事故」といいます。）に対する災害⼊院給付⾦を⽀払い、主たる不慮の事故以外の不慮の事故（以下本項に

おいて「異なる不慮の事故」といいます。）に対する災害⼊院給付⾦は⽀払いません。ただし、その⼊院中に主たる不慮の事故により災

害⼊院給付⾦が⽀払われる期間が終了したときは、異なる不慮の事故により災害⼊院給付⾦を⽀払います。この場合、異なる不慮の事故

に対する災害⼊院給付⾦の⽀払額は、主たる不慮の事故により災害⼊院給付⾦が⽀払われる期間が終了した⽇の翌⽇からその⽇を含めた

⼊院⽇数に⼊院給付⾦⽇額を乗じた⾦額とします。

９ 保険契約の型がⅠ型の場合、被保険者が災害⼊院給付⾦の⽀払事由に該当する⼊院を２回以上し、かつ、それぞれの⼊院の直接の原因

となった不慮の事故が同⼀であるときは、１回の⼊院とみなして本条および第５条（疾病⼊院給付⾦および災害⼊院給付⾦の⽀払限度の

型）第１項の規定を適⽤します。ただし、その事故の⽇からその⽇を含めて、180⽇以内に開始した⼊院に限ります。

10 保険契約の型がⅠ型の場合、疾病⼊院給付⾦と災害⼊院給付⾦の⽀払事由が重複する場合には、会社は、疾病⼊院給付⾦と災害⼊院給

付⾦を重複して⽀払いません。この場合、その⼊院開始の直接の原因に応じて、疾病⼊院給付⾦または災害⼊院給付⾦を⽀払います。ま

た、重複して⽀払われない疾病⼊院給付⾦または災害⼊院給付⾦の⼊院⽇数については、疾病⼊院給付⾦または災害⼊院給付⾦の⽀払限

度の計算には算⼊しません。

11 被保険者が転⼊院または再⼊院をした場合、転⼊院または再⼊院を証する書類があり、かつ、会社がこれを認めたときは、継続した１

回の⼊院とみなして第１項の規定を適⽤します。

12 被保険者の⼊院中に⼊院給付⾦⽇額が変更された場合には、疾病⼊院給付⾦および災害⼊院給付⾦の⽀払額は、各⽇現在の⼊院給付⾦

⽇額に応じて計算します。

13 被保険者が責任開始期前に⽣じた疾病、不慮の事故または不慮の事故以外の外因を原因として⼊院した場合でも、責任開始期の属する

⽇から起算して２年を経過した後に⼊院を開始したときは、その⼊院は、責任開始期以後の原因によるものとみなして第１項の規定を適

⽤して疾病⼊院給付⾦を⽀払います。

14 被保険者が時期を同じくして疾病⼿術給付⾦の⽀払事由に該当する２種類以上の⼿術を受けた場合または災害⼿術給付⾦の⽀払事由に

該当する２種類以上の⼿術を受けた場合には、第１項の規定にかかわらず、別表５に定める給付倍率の最も⾼いいずれか１種類の⼿術に

ついてのみ疾病⼿術給付⾦または災害⼿術給付⾦を⽀払います。

15 被保険者が責任開始期前に⽣じた疾病、不慮の事故または不慮の事故以外の外因を原因として⼿術を受けた場合でも、責任開始期の属

する⽇から起算して２年を経過した後に⼿術を受けたときは、その⼿術は責任開始期以後の原因によるものとみなして第１項の規定を適

⽤して疾病⼿術給付⾦を⽀払います。

16 保険契約者が法⼈で、かつ、保険契約者が死亡保険⾦受取⼈の場合には、第１項の規定にかかわらず、保険契約者を疾病⼊院給付⾦、

災害⼊院給付⾦、疾病⼿術給付⾦および災害⼿術給付⾦の受取⼈とします。ただし、保険契約者から申し出があり、会社がその旨を保険

証券に記載したときは、被保険者を疾病⼊院給付⾦、災害⼊院給付⾦、疾病⼿術給付⾦および災害⼿術給付⾦の受取⼈とします。

（保険⾦および給付⾦の削減⽀払）

第４条 戦争その他の変乱によって死亡した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に影響を及ぼすと会社が認めたときは、前条の規

定にかかわらず、会社は、死亡保険⾦を削減して⽀払います。

２ つぎのいずれかにより給付⾦の⽀払事由に該当した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に影響を及ぼすと会社が認めたとき

は、前条の規定にかかわらず、会社は、給付⾦を削減して⽀払うか、または給付⾦を⽀払わないことがあります。

⑴ 地震、噴⽕または津波

⑵ 戦争その他の変乱

（疾病⼊院給付⾦および災害⼊院給付⾦の⽀払限度の型）

第５条 この保険契約の疾病⼊院給付⾦および災害⼊院給付⾦の⽀払限度は、型に応じつぎのとおりとし、保険契約者は保険契約締結の際、

つぎのいずれかの⽀払限度の型を選択するものとします。

⑴ 40⽇型

① 疾病⼊院給付⾦………１回の⼊院についての⽀払限度は、⽀払⽇数40⽇とし、通算⽀払限度は、⽀払⽇数1000⽇とします。

② 災害⼊院給付⾦………同⼀の不慮の事故による⼊院についての⽀払限度は、⽀払⽇数40⽇とし、通算⽀払限度は、⽀払⽇数1000

⽇とします。

⑵ 60⽇型

① 疾病⼊院給付⾦………１回の⼊院についての⽀払限度は、⽀払⽇数60⽇とし、通算⽀払限度は、⽀払⽇数1000⽇とします。

② 災害⼊院給付⾦………同⼀の不慮の事故による⼊院についての⽀払限度は、⽀払⽇数60⽇とし、通算⽀払限度は、⽀払⽇数1000

⽇とします。
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⑶ 90⽇型

① 疾病⼊院給付⾦………１回の⼊院についての⽀払限度は、⽀払⽇数90⽇とし、通算⽀払限度は、⽀払⽇数1000⽇とします。

② 災害⼊院給付⾦………同⼀の不慮の事故による⼊院についての⽀払限度は、⽀払⽇数90⽇とし、通算⽀払限度は、⽀払⽇数1000

⽇とします。

⑷ 120⽇型

① 疾病⼊院給付⾦………１回の⼊院についての⽀払限度は、⽀払⽇数120⽇とし、通算⽀払限度は、⽀払⽇数1000⽇とします。

② 災害⼊院給付⾦………同⼀の不慮の事故による⼊院についての⽀払限度は、⽀払⽇数120⽇とし、通算⽀払限度は、⽀払⽇数

1000⽇とします。

⑸ 180⽇型

① 疾病⼊院給付⾦………１回の⼊院についての⽀払限度は、⽀払⽇数180⽇とし、通算⽀払限度は、⽀払⽇数1000⽇とします。

② 災害⼊院給付⾦………同⼀の不慮の事故による⼊院についての⽀払限度は、⽀払⽇数180⽇とし、通算⽀払限度は、⽀払⽇数

1000⽇とします。

⑹ 360⽇型

① 疾病⼊院給付⾦………１回の⼊院についての⽀払限度は、⽀払⽇数360⽇とし、通算⽀払限度は、⽀払⽇数1000⽇とします。

② 災害⼊院給付⾦………同⼀の不慮の事故による⼊院についての⽀払限度は、⽀払⽇数360⽇とし、通算⽀払限度は、⽀払⽇数

1000⽇とします。

⑺ 1000⽇型

① 疾病⼊院給付⾦………１回の⼊院についての⽀払限度および通算⽀払限度は、⽀払⽇数1000⽇とします。

② 災害⼊院給付⾦………同⼀の不慮の事故による⼊院についての⽀払限度および通算⽀払限度は、⽀払⽇数1000⽇とします。

２ 前項により選択された⽀払限度の型は変更することができません

４．保険⾦または給付⾦の請求、⽀払時期および⽀払場所

（保険⾦または給付⾦の請求、⽀払時期および⽀払場所）

第６条 保険⾦または給付⾦の⽀払事由が⽣じたときは、保険契約者または保険⾦もしくは給付⾦の受取⼈は、ただちに会社に通知してくだ

さい。

２ 保険⾦または給付⾦の⽀払事由が⽣じた保険⾦または給付⾦の受取⼈は、すみやかに必要書類（別表10）を会社に提出して保険⾦また

は給付⾦を請求してください。

３ 前項の場合に、給付⾦の受取⼈が給付⾦を請求できない特別な事情があると会社が認めたときに、つぎのいずれかの条件を満たしてい

る代理⼈は、特別な事情の存在を証明する書類を提出して、代理請求をすることができます。

⑴ 請求時において、被保険者と同居し、または被保険者と⽣計を⼀にしている被保険者の⼾籍上の配偶者

⑵ 請求時において、被保険者と同居し、または被保険者と⽣計を⼀にしている被保険者の３親等内の親族

４ 本条の請求を受けた場合、会社が必要と認めたときは、事実の確認を⾏ない、また、会社の指定した医師に被保険者の診断を⾏なわせ

ることがあります。

５ 保険⾦および給付⾦は、事実の確認のため特に時⽇を要する場合のほかは、必要書類が会社の本社に到達した⽇の翌⽇から５営業⽇以

内に会社の本社で⽀払います。

６ 事実の確認に際し、保険契約者、被保険者、保険⾦もしくは給付⾦の受取⼈または第３項に定める代理⼈が、会社からの事実の照会に

ついて正当な理由がなく回答または同意を拒んだときは、その回答または同意を得て事実の確認が終わるまで保険⾦または給付⾦を⽀払

いません。また、会社が指定した医師による被保険者の診断を求めたときも、同様とします。

５．保険料の払込の免除

（保険料の払込の免除）

第７条 被保険者が、つぎのいずれかの障害状態に該当したときは、会社は、将来に向かって次期以降の保険料の払込を免除します。

⑴ 被保険者が、責任開始期以後に発⽣した傷害または疾病を直接の原因として保険料払込期間中に別表７に定める⾼度障害状態（以下

「⾼度障害状態」といいます。）に該当したとき。この場合、責任開始期前にすでに⽣じていた障害状態に責任開始期以後に発⽣した傷

害または疾病（責任開始期前にすでに⽣じていた障害状態の原因となった傷害または疾病と因果関係のない傷害または疾病に限りま

す。）を原因とする障害状態が新たに加わって⾼度障害状態に該当したときを含みます。

⑵ 被保険者が、責任開始期以後に発⽣した不慮の事故（別表１）による傷害を直接の原因として、その事故の⽇からその⽇を含めて

180⽇以内の保険料払込期間中に別表８に定める⾝体障害の状態（以下「⾝体障害の状態」といいます。）に該当したとき。この場合、

責任開始期前にすでに⽣じていた障害状態に責任開始期以後の傷害を原因とする障害状態が新たに加わって⾝体障害の状態に該当した

ときを含みます。

２ 前項の規定にかかわらず、被保険者が保険契約者または被保険者の故意により⾼度障害状態に該当した場合、または、被保険者がつぎ

の各号のいずれかにより⾝体障害の状態に該当した場合は、会社は、保険料の払込を免除しません。

⑴ 保険契約者または被保険者の故意または重⼤な過失

⑵ 被保険者の犯罪⾏為

⑶ 被保険者の精神障害を原因とする事故

⑷ 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故

⑸ 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に⽣じた事故

⑹ 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に⽣じた事故
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３ 保険料の払込が免除された場合には、以後払込期⽉ごとに所定の保険料の払込があったものとして取り扱います。

４ 保険料の払込が免除された保険契約については、保険料の払込の免除事由発⽣時以後、保険契約内容の変更に関する規定は適⽤しませ

ん。

５ 被保険者が、つぎの第２号の事由により⾼度障害状態に該当した場合、第１号または第２号の事由により⾝体障害の状態に該当した場

合で、その原因により⾼度障害状態または⾝体障害の状態に該当した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に影響を及ぼすと会

社が認めたときは、会社は、保険料の払込を免除しないことがあります。

⑴ 地震、噴⽕または津波によるとき

⑵ 戦争その他の変乱によるとき

６ 保険料の払込を免除したときは、保険証券に表⺬します。

７ 保険料払込⽅法が⼀時払の場合には、本条の規定は適⽤しません。

（保険料の払込の免除の請求⼿続）

第８条 保険料の払込の免除事由が⽣じたときは、保険契約者または被保険者は、ただちに会社に通知してください。

２ 保険契約者は、すみやかに必要書類（別表10）を会社に提出して保険料の払込の免除を請求してください。

３ 本条の請求を受けた場合、会社が必要と認めたときは、事実の確認を⾏ない、また、会社の指定した医師に被保険者の診断を⾏なわせ

ることがあります。

４ 本条の保険料の払込の免除の請求については、第６条（保険⾦または給付⾦の請求、⽀払時期および⽀払場所）第６項の規定を準⽤し

ます。

６．保険料の払込

（保険料の払込）

第９条 第２回以後の保険料は、保険料払込期間中、毎回第10条（保険料の払込⽅法〈経路〉）第１項に定める払込⽅法にしたがい、つぎの

期間（以下「払込期⽉」といいます。）内に払い込んでください。

⑴ ⽉払契約の場合………⽉単位の契約応当⽇（契約応当⽇のない場合は、その⽉の末⽇とします。以下同じ。）の属する⽉の初⽇から

末⽇まで

⑵ 年払契約または半年払契約の場合………年単位または半年単位の契約応当⽇の属する⽉の初⽇から末⽇まで

２ 前項の保険料が契約応当⽇の前⽇までに払い込まれ、かつ、その⽇までに保険契約が消滅した場合または保険料の払込を要しなくなっ

た場合には、会社は、その払い込まれた保険料を保険契約者に返還します。ただし、保険⾦を⽀払うときは、保険契約者から保険⾦の⽀

払事由発⽣のときまでに申し出がない限り、保険⾦とともにその保険⾦受取⼈に返還します。

３ 第１項の保険料が払い込まれないまま、第１項の契約応当⽇以後末⽇までに保険⾦または給付⾦の⽀払事由が⽣じた場合には、会社は、

未払込保険料を⽀払うべき保険⾦または給付⾦から差し引きます。ただし、給付⾦が未払込保険料に不⾜する場合には、保険契約者は、

その未払込保険料を払い込んでください。

４ 第１項の保険料が払い込まれないまま、第１項の契約応当⽇以後末⽇までに保険料の払込の免除事由が⽣じた場合には、保険契約者は、

第１項の保険料を払い込んでください。

５ 前２項の場合、未払込保険料の払込については、第13条（猶予期間中に保険事故が⽣じた場合）第２項および第３項の規定を準⽤しま

す。

（保険料の払込⽅法〈経路〉）

第10条 保険契約者は、つぎの各号のいずれかの保険料の払込⽅法を選択することができます。

⑴ 会社の指定した⾦融機関等の⼝座振替により払い込む⽅法

⑵ ⾦融機関等の会社の指定した⼝座に送⾦することにより払い込む⽅法

⑶ 所属団体または集団を通じて払い込む⽅法（所属団体または集団と会社との間に団体取扱契約または集団取扱契約が締結されている

場合に限ります。）

⑷ 会社の本社または会社の指定した場所に持参して払い込む⽅法

２ 保険契約者は、会社の取扱条件に該当する場合、前項各号の保険料払込⽅法を変更することができます。

３ 第１項の規定により選択された保険料の払込⽅法が会社の取扱条件に該当しなくなったときは、保険契約者は、前項の規定により保険

料払込⽅法を他の払込⽅法に変更してください。この場合、保険契約者が保険料払込⽅法の変更を⾏なうまでの間の保険料については、

会社の本社または会社の指定した場所に払い込んでください。

（保険料の前納および⼀括払）

第11条 保険契約者は、会社の承諾を得て、将来の保険料の全部または⼀部をまとめて払い込むことができます。

⑴ 年払契約または半年払契約の場合

	 将来の保険料を前納することができます。


 会社所定の利率で割引きます。

� 保険料前納⾦は、会社所定の利率による利息をつけて積み⽴てておき、年単位または半年単位の契約応当⽇ごとに保険料の払込に

充当します。

� 保険料の払込を要しなくなった場合には、保険料前納⾦の残額を保険契約者に払い戻します。ただし、保険⾦を⽀払うときは、保

険契約者から保険⾦の⽀払事由発⽣のときまでに申し出がない限り、保険⾦とともにその保険⾦の受取⼈に払い戻します。

⑵ ⽉払契約の場合

	 当⽉分以後の保険料を⼀括して払い込むことができます。
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 会社所定の利率で割引きます。

� 保険料の払込を要しなくなった場合で、⼀括払の保険料に残額のあるときは、その残額を保険契約者に払い戻します。ただし、保

険⾦を⽀払うときは、保険契約者から保険⾦の⽀払事由発⽣のときまでに申し出がない限り、保険⾦とともにその保険⾦の受取⼈に

払い戻します。

７．保険料払込の猶予期間および保険契約の失効

（猶予期間および保険契約の失効）

第12条 第２回以後の保険料の払込については、つぎのとおり猶予期間があります。

⑴ ⽉払契約の場合………払込期⽉の翌⽉初⽇から末⽇まで

⑵ 年払契約または半年払契約の場合………払込期⽉の翌⽉初⽇から翌々⽉の⽉単位の契約応当⽇まで（契約応当⽇が２⽉、６⽉、11⽉

の各末⽇の場合には、それぞれ４⽉、８⽉、１⽉の各末⽇まで）

２ 猶予期間内に保険料が払い込まれないときは、保険契約は、猶予期間満了⽇の翌⽇から効⼒を失います。この場合、保険契約者は、解

約返戻⾦を請求することができます。

（猶予期間中に保険事故が⽣じた場合）

第13条 猶予期間中に保険⾦または給付⾦の⽀払事由が⽣じた場合には、会社は、未払込保険料を保険⾦または給付⾦から差し引きます。

２ 給付⾦が前項の未払込保険料に不⾜する場合には、保険契約者は、その猶予期間の満了する⽇までに未払込保険料を払い込んでくださ

い。この未払込保険料が払い込まれない場合には、保険契約は猶予期間満了⽇の翌⽇から効⼒を失い、会社は給付⾦を⽀払いません。

３ 猶予期間中に保険料の払込の免除事由が発⽣した場合には、保険契約者は、その猶予期間の満了する⽇までに未払込保険料を払い込ん

でください。この未払込保険料が払い込まれない場合には、保険契約は猶予期間満了⽇の翌⽇から効⼒を失い、会社は保険料の払込を免

除しません。

８．保険契約の復活

（保険契約の復活）

第14条 保険契約者は、保険契約が効⼒を失った⽇からその⽇を含めて１年以内は、会社の承諾を得て、保険契約を復活することができます。

ただし、保険契約者が解約返戻⾦を請求した場合には、保険契約を復活させることはできません。

２ 保険契約者が本条の復活を請求するときは、必要書類（別表10）を会社の本社または会社の指定した場所に提出してください。

３ 会社が本条の復活を承諾したときは、保険契約者は、会社の指定した⽇までに未払込保険料を、会社の本社または会社の指定した場所

に払い込んでください。

４ 第２条（責任開始期）の規定は、本条の場合に準⽤します。この場合、第２条第２項の「契約⽇」は「復活⽇」と読み替えます。

９．詐欺および不法取得⽬的による無効

（詐欺および不法取得⽬的による無効）

第15条 保険契約の締結、復活または⼊院給付⾦⽇額の増額に際して保険契約者または被保険者に詐欺の⾏為があったときは、保険契約は無

効（⼊院給付⾦⽇額の増額の際に詐欺の⾏為があった場合には、増額分を無効）とし、すでに払い込んだ保険料は払い戻しません。

２ 保険契約者が保険⾦もしくは給付⾦を不法に取得する⽬的または他⼈に保険⾦もしくは給付⾦を不法に取得させる⽬的をもって保険契

約を締結、復活または⼊院給付⾦⽇額を増額したときは、保険契約は無効（⼊院給付⾦⽇額の増額の場合には、増額分を無効）とし、す

でに払い込んだ保険料は払い戻しません。

10．告知義務および告知義務違反による解除

（告知義務）

第16条 保険契約の締結、復活または⼊院給付⾦⽇額の増額の際、会社が被保険者に関し書⾯で質問した事項について保険契約者または被保

険者は、その書⾯により告知してください。ただし、会社の指定する医師が⼝頭で質問した事項については、その医師に⼝頭で告知して

ください。

（告知義務違反による解除）

第17条 保険契約者または被保険者が、前条の告知の際、故意または重⼤な過失により事実を告げなかったか、または事実でないことを告げ

た場合には、会社は、将来に向かって保険契約（⼊院給付⾦⽇額の増額の場合には、増額分。以下同じ。）を解除することができます。

２ 会社は、保険⾦もしくは給付⾦の⽀払事由または保険料の払込の免除事由が⽣じた後でも保険契約を解除することができます。この場

合、会社は、保険⾦もしくは給付⾦の⽀払または保険料の払込の免除を⾏ないません。またすでに保険⾦または給付⾦を⽀払っていたと

きは、その返還を請求し、すでに保険料の払込を免除していたときは、その保険料の払込の免除を取り消します。

３ 前項の規定にかかわらず、保険⾦もしくは給付⾦の⽀払事由または保険料の払込の免除事由の発⽣が、解除の原因となった事実によら

なかったことを保険契約者、被保険者または死亡保険⾦受取⼈が証明したときは、保険⾦もしくは給付⾦を⽀払い、または保険料の払込

を免除します。
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４ 保険契約の解除は、保険契約者に対する通知により⾏ないます。ただし、保険契約者またはその所在が不明であるか、その他正当な理

由により保険契約者に通知できない場合には、会社は、被保険者または死亡保険⾦受取⼈に解除の通知をします。

５ 本条の規定により、保険契約が解除された場合には、会社は、解約返戻⾦があるときはこれを保険契約者に払い戻します。

（保険契約を解除できない場合）

第18条 会社は、つぎのいずれかの場合には、前条の規定による保険契約の解除をすることができません。

⑴ 会社が保険契約の締結、復活または⼊院給付⾦⽇額の増額の際、解除の原因となる事実を知っていたときまたは過失のため知らなか

ったとき

⑵ 会社が解除の原因となる事実を知った⽇からその⽇を含めて１か⽉を経過したとき

⑶ 責任開始期の属する⽇から起算して２年以内に、保険⾦もしくは給付⾦の⽀払事由または保険料の払込の免除事由が⽣じなかったと

き

11．重⼤事由による解除

（重⼤事由による解除）

第19条 会社は、つぎの各号のいずれかに定める事由が⽣じた場合には、この保険契約を将来に向かって解除することができます。

⑴ 保険契約者、被保険者または保険⾦もしくは給付⾦の受取⼈が保険⾦または給付⾦（保険料払込の免除を含みます。また、他の保険

契約の保険⾦等を含み、保険種類および保険⾦等の名称の如何を問いません。以下本項において同じ。）を詐取する⽬的もしくは他⼈

に保険⾦または給付⾦を詐取させる⽬的で事故招致（未遂を含みます。）をした場合

⑵ 保険⾦または給付⾦の請求に関し、保険⾦または給付⾦の受取⼈に詐欺⾏為があった場合

⑶ 他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる給付⾦額等の合計額が著しく過⼤であって、保険制度の⽬的に反する状態がもた

らされるおそれがある場合

⑷ この保険契約に付加されている特約が重⼤事由によって解除された場合

⑸ その他この保険契約を継続することを期待しえない第１号から前号までに掲げる事由と同等の事由がある場合

２ 保険⾦および給付⾦の⽀払事由または保険料の払込の免除事由が⽣じた後でも、会社は、前項の規定によって保険契約を解除すること

ができます。この場合には、会社は、保険⾦および給付⾦を⽀払わず、また、保険料の払込を免除しません。もし、すでに保険⾦または

給付⾦を⽀払っていたときは、その返還を請求し、また、保険料の払込を免除していたときは、払込を免除した保険料の払込がなかった

ものとして取り扱います。

３ 本条による解除は、保険契約者に対する通知によって⾏ないます。ただし、正当な事由によって保険契約者に通知できない場合には、

会社は、被保険者または保険⾦もしくは給付⾦の受取⼈に通知します。

４ この保険契約を解除した場合は、会社は、解約返戻⾦があるときはこれを保険契約者に払い戻します。

12．解約および返戻⾦

（解約）

第20条 保険契約者は、将来に向かって保険契約を解約し、解約返戻⾦を請求することができます。

２ 保険契約者が本条の請求をするときは、必要書類（別表10）を会社の本社または会社の指定した場所に提出してください。

（返戻⾦）

第21条 保険契約の解約返戻⾦は、保険料払込期間中の場合には、その保険料を払い込んだ年⽉数および経過年⽉数により、保険料払込済の

場合には、その経過した年⽉数により計算します。ただし、保険⾦額を限度とします。

２ 保険契約の責任準備⾦は、保険料払込期間中の場合には、その保険料を払い込んだ年⽉数および経過年⽉数により、保険料払込済の場

合には、その経過した年⽉数により計算します。

３ 本条の返戻⾦の請求、⽀払時期および⽀払場所については、第６条（保険⾦または給付⾦の請求、⽀払時期および⽀払場所）の規定を

準⽤します。

13．保険契約内容の変更

（保険料払込⽅法〈回数〉の変更）

第22条 保険契約者は、年払、半年払または⽉払の保険料払込⽅法を相互に変更することができます。

２ 保険契約者が、本条の変更を請求するときは、必要書類（別表10）を会社の本社または会社の指定した場所に提出してください。

（保険料払込期間の変更）

第23条 保険契約者は、会社の承諾を得て、保険料払込期間を変更することができます。

２ 保険契約者が本条の変更を請求するときは、必要書類（別表10）を会社の本社または会社の指定した場所に提出してください。

３ 会社が本条の変更を承諾したときは、会社の定めるところにより計算した⾦額を授受し、将来の保険料を改めます。

４ 本条の変更は会社が承諾した時から効⼒を⽣じます。

５ 本条の変更を⾏なったときは、保険証券に表⺬します。

６ 変更後の保険料払込期間が会社の定める範囲外となる場合には、会社は、本条の変更を取り扱いません。
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（⼊院給付⾦⽇額の増額）

第24条 保険契約者は、被保険者の同意および会社の承諾を得て⼊院給付⾦⽇額の増額を請求することができます。

２ 保険契約者が本条の増額を請求するときは、必要書類（別表10）を会社の本社または会社の指定した場所に提出してください。

３ 保険契約者は前項の請求の際に、会社所定の⾦額を会社の本社または会社の指定した場所に払い込んでください。

４ 本条の増額が⾏なわれた場合には、将来の保険料を改めます。

５ 第２条（責任開始期）の規定は、本条の場合に準⽤します。この場合、第２条第２項の「契約⽇」は「増額⽇」と読み替えます。

６ 本条の増額を⾏なったときは、保険証券に表⺬します。

７ つぎの場合には、会社は、本条の増額を取り扱いません。

⑴ 増額後の⼊院給付⾦⽇額が、会社の定める限度をこえるとき

⑵ 契約⽇、最後の復活⽇もしくは増額⽇からその⽇を含めて２年未満のとき

（⼊院給付⾦⽇額の減額）

第25条 保険契約者は、⼊院給付⾦⽇額の減額を請求することができます。ただし、会社は、減額後の⼊院給付⾦⽇額が会社の定める限度を

下まわる減額は取り扱いません。

２ 保険契約者が本条の減額を請求するときは、必要書類（別表10）を会社の本社または会社の指定した場所に提出してください。

３ ⼊院給付⾦⽇額の減額分は解約されたものとして取り扱います。

４ 本条の減額は、会社が承認した時から効⼒を⽣じます。

５ 本条の減額を⾏なったときは、保険証券に表⺬します。

14．保険契約者および保険⾦の受取⼈

（保険⾦の分割割合）

第26条 死亡保険⾦の受取⼈が２⼈以上の場合で、保険⾦の分割割合の指定がないときは、各受取分は、均等の割合とします。ただし、法定

相続⼈が死亡保険⾦受取⼈と指定された場合で、その者が２⼈以上であるときは、会社は、法定相続分の割合により死亡保険⾦を死亡保

険⾦受取⼈に⽀払います。

（受取⼈の変更）

第27条 保険契約者は、被保険者の同意を得て死亡保険⾦受取⼈を変更することができます。

２ 保険⾦受取⼈の死亡時以後、保険⾦受取⼈の変更が⾏なわれていない間に保険⾦の⽀払事由が発⽣したときは、会社は、保険⾦受取⼈

の死亡時の法定相続⼈（法定相続⼈のうち死亡している者があるときは、その者については、その順次の法定相続⼈）で保険⾦の⽀払事

由の発⽣時に⽣存している者を保険⾦受取⼈とします。

３ 前項により保険⾦受取⼈となった者が２⼈以上いる場合、その受取割合は均等とします。

４ 保険契約者が本条の変更を請求するときは、必要書類（別表10）を会社の本社または会社の指定した場所に提出してください。

５ 本条の変更は、保険証券に表⺬を受けてからでなければ会社に対抗することができません。

（保険契約者の変更）

第28条 保険契約者は、被保険者の同意および会社の承諾を得て、その権利および義務のすべてを第三者に承継させることができます。

２ 保険契約者が本条の変更を請求するときは、必要書類（別表10）を会社の本社または会社の指定した場所に提出してください。

３ 本条の変更を⾏なったときは、保険証券に表⺬します。

（保険契約者または保険⾦の受取⼈の代表者）

第29条 保険契約について、保険契約者または死亡保険⾦受取⼈が２⼈以上ある場合には、各代表者１⼈を定めてください。その代表者は、

それぞれ他の保険契約者または死亡保険⾦受取⼈を代理するものとします。

２ 前項の代表者が定まらないかまたはその所在が不明である場合には、会社が保険契約者または死亡保険⾦受取⼈の１⼈に対してした⾏

為は、他の者に対しても効⼒を⽣じます。

３ 保険契約者が２⼈以上あるときは、その責任は連帯とします。

（保険契約者の住所の変更）

第30条 保険契約者が住所（通信先を含みます。以下本条において同じ。）を変更したときは、ただちに会社の本社または会社の指定した場

所に通知してください。

２ 保険契約者が前項の通知をしなかったときは、会社の知った最後の住所あてに発した通知は保険契約者に到達したものとみなします。

15．被保険者の業務、転居および旅⾏

（被保険者の業務、転居および旅⾏）

第31条 被保険者が保険契約の継続中にどのような業務に従事し、またはどこに転居もしくは旅⾏しても、会社は、保険契約を解除せず、ま

たは保険料の変更もしないで保険契約上の責任を負います。
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16．契約年齢の計算および契約年齢または性別の誤りの処理

（契約年齢の計算）

第32条 被保険者の契約年齢は契約⽇における満年で計算し、１年未満の端数は切り捨てます。

（契約年齢または性別の誤りの処理）

第33条 保険契約申込書に記載された被保険者の年齢に誤りがあった場合、契約⽇および誤りの事実が発⾒された⽇における実際の年齢が会

社の定める範囲外であったときは、保険契約は無効とし、すでに払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻し、その他のときは、会社の

定める⽅法で処理します。

２ 保険契約申込書に記載された被保険者の性別に誤りがあった場合には、会社の定める⽅法で処理します。

17．契約者配当

（契約者配当）

第34条 この保険契約に対しては、契約者配当はありません。

18．時効

（時効）

第35条 保険⾦、給付⾦もしくは返戻⾦の⽀払または保険料の払込の免除を請求する権利は、⽀払事由または保険料の払込の免除事由が⽣じ

た⽇の翌⽇からその⽇を含めて３年間請求がない場合には消滅します。

19．契約内容の登録

（契約内容の登録）

第36条 会社は、保険契約者および被保険者の同意を得て、つぎの事項を社団法⼈⽣命保険協会（以下「協会」といいます。）に登録します。

⑴ 保険契約者ならびに被保険者の⽒名、⽣年⽉⽇、性別および住所（市・区・郡までとします。）

⑵ ⼊院給付⾦の種類

⑶ ⼊院給付⾦の⽇額

⑷ 契約⽇（復活または⼊院給付⾦の⽇額の増額が⾏なわれた場合は、最後の復活または⼊院給付⾦の⽇額の増額の⽇とします。以下第

２項において同じとします。）

⑸ 当会社名

２ 前項の登録の期間は、契約⽇から５年以内とします。

３ 協会加盟の各⽣命保険会社および全国共済農業協同組合連合会（以下「各⽣命保険会社等」といいます。）は、第１項の規定により登

録された被保険者について、⼊院給付⾦のある特約（⼊院給付⾦のある保険契約を含みます。以下本条において同じとします。）の申込

（復活、復旧、⼊院給付⾦の⽇額の増額または特約の中途付加の申込を含みます。）を受けた場合、協会に対して第１項の規定により登録

された内容について照会し、協会からその結果の連絡を受けるものとしま

４ 各⽣命保険会社等は、第２項の登録の期間中に⼊院給付⾦のある特約の申込があった場合、前項によって連絡された内容を⼊院給付⾦

のある特約の承諾（復活、復旧、⼊院給付⾦の⽇額の増額または特約の中途付加の承諾を含みます。以下本条において同じとします。）

の判断の参考とすることができるものとします。

５ 各⽣命保険会社等は、契約⽇（復活、復旧、⼊院給付⾦の⽇額の増額または特約の中途付加が⾏なわれた場合は、最後の復活、復旧、

⼊院給付⾦の⽇額の増額または特約の中途付加の⽇とします。）から５年以内に⼊院給付⾦の請求を受けたときは、協会に対して第１項

の規定により登録された内容について照会し、その結果を⼊院給付⾦の⽀払の判断の参考とすることができるものとします。

６ 各⽣命保険会社等は、連絡された内容を承諾の判断または⽀払の判断の参考とする以外に⽤いないものとします。

７ 協会および各⽣命保険会社等は、登録または連絡された内容を他に公開しないものとします。

８ 保険契約者または被保険者は、登録または連絡された内容について、会社または協会に照会することができます。また、その内容が事

実と相違していることを知ったときは、その訂正を請求することができます。

９ 第３項、第４項および第５項中、被保険者、⼊院給付⾦、保険契約とあるのは、農業協同組合法に基づく共済契約においては、それぞ

れ、被共済者、⼊院共済⾦、共済契約と読み替えます。

20．管轄裁判所

（管轄裁判所）

第37条 この保険契約における保険⾦の請求に関する訴訟については、会社の本社の所在地または保険⾦の受取⼈（保険⾦の受取⼈が２⼈以

上いるときは、その代表者とします。）の住所地を管轄する⾼等裁判所（本庁とします。）の所在地を管轄する地⽅裁判所をもって、合意

による管轄裁判所とします。ただし、契約の⽇からその⽇を含めて１年以内に発⽣した事由に基づく保険⾦の請求に関する訴訟について

新
終
⾝
医
療
保
険
�

86



は、会社の本社の所在地を管轄する地⽅裁判所のみをもって、合意による管轄裁判所とします。

２ この保険契約における給付⾦の請求および保険料の払込の免除の請求に関する訴訟については、前項の規定を準⽤します。

21．特別条件をつける場合の特則

（特別条件をつける場合の特則）

第38条 保険契約の締結または復活の際、被保険者の健康状態その他が会社の定める普通の標準に適合しないときは、会社は、その危険の種

類および程度に応じて、つぎの各号のいずれかまたはそれらを併⽤した⽅法により、この保険契約上の責任を負います。

⑴ 特定部位・指定疾病不担保法

この⽅法による場合には、別表６に定める特定部位または指定疾病（これと医学上重要な関係があると会社が認めた疾病を含みま

す。）のうち、会社が指定した特定部位に⽣じた疾病（不慮の事故または別表18に定める感染症（以下「感染症」といいます。）を直接

の原因とするときを除きます。）または指定疾病を直接の原因として、会社が定める不担保期間中に第３条（保険⾦および給付⾦の⽀

払）第１項第２号および第４号に規定する⽀払事由に該当したときでも、疾病⼊院給付⾦および疾病⼿術給付⾦を⽀払いません。ただ

し、被保険者が不担保期間の満了⽇を含んで継続して⼊院したときは、その⼊院については、その満了⽇の翌⽇に⼊院したものとして

第３条の規定を適⽤します。

⑵ 特別保険料領収法

普通保険料に会社の定める特別保険料を加算した⾦額をこの保険契約の払込保険料とし、その払込保険料に対する解約返戻⾦は第２

１条（返戻⾦）第１項の規定により計算します。なお、解約返戻⾦の請求、⽀払時期および⽀払場所については、第６条（保険⾦また

は給付⾦の請求、⽀払時期および⽀払場所）の規定を準⽤します。

22．団体を保険契約者および死亡保険⾦受取⼈とする場合の特則

（団体を保険契約者および死亡保険⾦受取⼈とする場合の特則）

第39条 官公署、会社、⼯場、組合等の団体（団体の代表者を含みます。以下「団体」といいます。）を保険契約者および死亡保険⾦受取⼈

とし、その団体から給与の⽀払を受ける従業員を被保険者とする保険契約の場合、保険契約者である団体が当該保険契約の保険⾦の全部

またはその相当部分を遺族補償規程等に基づく死亡退職⾦または弔慰⾦等（以下「死亡退職⾦等」といいます。）として被保険者または

死亡退職⾦等の受給者に⽀払うときは、死亡保険⾦の請求の際、第１号または第２号のいずれかおよび第３号の書類も必要とします。た

だし、これらの者が２⼈以上であるときは、そのうち１⼈からの提出で⾜りるものとします。

⑴ 被保険者または死亡退職⾦等の受給者の請求内容確認書

⑵ 被保険者または死亡退職⾦等の受給者に死亡退職⾦等を⽀払ったことを証する書類

⑶ 保険契約者である団体が受給者本⼈であることを確認した書類

23．死亡保険⾦不担保特則

（特則の付加）

第40条 保険契約者は、この保険契約締結の際、会社の承諾を得て、この特則を付加することができます。

２ この特則のみの解約はできません。

（被保険者が死亡した場合）

第41条 前条の規定によりこの特則を付加した保険契約については、第３条（保険⾦および給付⾦の⽀払）に規定する死亡保険⾦はありませ

ん。

２ この特則を付加した場合第３条第16項中「保険契約者が法⼈で、かつ、保険契約者が死亡保険⾦受取⼈の場合には、」とあるのを「保

険契約者が法⼈の場合には、」と読み替えます。

３ この特則を付加した場合、第21条（返戻⾦）第１項に規定する解約返戻⾦はありません。

４ 被保険者が死亡した場合には、保険契約者または給付⾦の受取⼈（保険契約者、被保険者および給付⾦の受取⼈が同⼀⼈の場合はその

法定相続⼈）は、ただちに会社に通知してください。

24．⻑期⼊院加算特則

（⻑期⼊院加算特則）

第42条 保険契約者は、この保険契約締結の際、会社の承諾を得て、この特則を付加することができます。

２ この特則を付加した場合、第３条（保険⾦および給付⾦の⽀払）第１項第２号および第３号の⽀払額に、⼊院⽇数に応じてつぎの額を

加算して⽀払います。
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３ この特則のみの解約はできません。

25．がん不担保特則

（特則の付加）

第43条 保険契約者は、この保険契約締結の際、会社の承諾を得て、この特則を付加することができます。

２ この特則のみの解約はできません。

（がんを原因とした給付⾦を⽀払わない場合）

第44条 前条の規定によりこの特則を付加した保険契約については、別表９に定める悪性新⽣物（以下「がん」といいます。）を直接の原因

として第３条（保険⾦および給付⾦の⽀払）第１項第２号および第４号に規定する疾病⼊院給付⾦または疾病⼿術給付⾦の⽀払事由に該

当した場合でも、疾病⼊院給付⾦または疾病⼿術給付⾦の⽀払事由に該当したとはみなさず、疾病⼊院給付⾦および疾病⼿術給付⾦は⽀

払いません。

２ 前項の規定にかかわらず、がんを直接の原因とした⼊院中にがん以外の他の疾病（以下「他の疾病」といいます。）を併発した場合は、

他の疾病を併発した⽇に他の疾病の治療を⽬的とする⼊院を開始したとみなして、第３条第１項第２号の規定を適⽤します。

３ 第３条第６項の規定にかかわらず、他の疾病の治療を⽬的とする⼊院中にがんと診断され、その⼊院が継続した場合は、がんの治療の

みを直接の⽬的としたと判断される⼊院⽇数については、第３条第１項第２号における⼊院⽇数には算⼊しません。

26．保険料の払込の免除不担保特則

（特則の付加）

第45条 保険契約者は、この保険契約締結の際、会社の承諾を得て、この特則を付加することができます。

２ この特則を付加した場合には第７条（保険料の払込の免除）の規定による保険料の払込の免除は取り扱いません。

３ この特則のみの解約はできません。

27．他の同種類の保険からの加⼊に関する特則

（他の同種類の保険からの加⼊に関する特則）

第46条 会社の定めるこの保険契約と同種類の保険契約（以下本条において「旧契約」といいます。）の被保険者は、会社の定めるところに

よりこの保険契約に加⼊することができます。ただし、旧契約において保険料の払込が免除されている場合については、本条の取扱はで

きません。また、この保険契約の⼊院給付⾦⽇額は旧契約の⼊院給付⾦⽇額以下とします。

２ 前項の規定によりこの保険契約に加⼊した被保険者については、第５条（疾病⼊院給付⾦および災害⼊院給付⾦の⽀払限度の型）で定

める疾病⼊院給付⾦および災害⼊院給付⾦の⽀払限度の計算にあたっては、旧契約で⽀払われた⼊院⽇数を含めるものとします。

３ 本条の取扱を⾏なう場合、第２条（責任開始期）および第17条（告知義務違反による解除）についてはつぎの各号のとおりとします。

⑴ 第２条の責任開始期は、旧契約の責任開始期とします。ただし、同条に定める契約⽇はこの保険契約の第１回保険料を受け取った⽇

とします。

⑵ 第17条の「前条の告知」は「旧契約の告知」と読み替えます。

28．初期⼊院給付特則

（特則の付加）

第47条 保険契約者は、この保険契約締結の際、会社の承諾を得て、この特則を付加することができます。

２ この特則の型は、第１条（保険契約の型）で選択された保険契約の型に応じるものとし、それぞれの型の給付⾦の種類はつぎのとおり

とします。この場合、この特則部分については、死亡保険⾦、疾病⼿術給付⾦および災害⼿術給付⾦はありません。

３ 疾病初期⼊院給付⾦および災害初期⼊院給付⾦の⽀払限度は、初期⼊院給付限度の型に応じつぎのとおりとし、保険契約者は保険契約
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締結の際、疾病初期⼊院給付⾦および災害初期⼊院給付⾦のそれぞれについて、つぎのいずれかの型を選択するものとします。

４ 前２項で選択した特則の型および初期⼊院給付限度の型は、以後変更できません。

（特則を付加した場合の取扱）

第48条 疾病初期⼊院給付⾦および災害初期⼊院給付⾦の⽀払については、第３条（保険⾦および給付⾦の⽀払）の疾病⼊院給付⾦および災

害⼊院給付⾦の⽀払に関する規定をそれぞれ準⽤します。この場合、第３条第１項中「⼊院給付⾦⽇額」とあるのは「初期⼊院給付⾦⽇

額」と読み替え（以下本条において同じ。）、第３条第２項第１号および第２号に定める⼊院⽇数条件の型は、（２−０）型を選択したも

のとします。

２ 保険契約者は、将来に向かって、この特則のみの解約を請求することができます。この場合、第20条（解約）の規定を準⽤します。

３ 前項の規定によりこの特則を解約するときは、第21条（返戻⾦）の規定にかかわらず、この特則部分の解約返戻⾦はありません。

４ 第24条（⼊院給付⾦⽇額の増額）の規定にかかわらず、初期⼊院給付⾦⽇額の増額は取扱いません。

５ この特則を付加した保険契約につぎの特則または特約が付加された場合、この特則部分に対してはその特則または特約は適⽤されませ

ん。

⑴ ⻑期⼊院加算特則

⑵ 新無事故割引特約

⑶ 無事故増額特約

６ その他本条において別段の定めがない場合には、前々条までの規定を準⽤します。

29．⽣活習慣病追加給付特則

（特則の付加）

第49条 保険契約者は、この保険契約締結の際、会社の承諾を得て、第５条（疾病⼊院給付⾦および災害⼊院給付⾦の⽀払限度の型）の規定

により選択された⽀払限度の型が40⽇型、60⽇型および90⽇型である場合に、この特則を付加することができます。

（⽣活習慣病追加⼊院給付⾦の⽀払）

第50条 この特則を付加した場合の、給付⾦の⽀払はつぎのとおりです。

２ ⽣活習慣病追加⼊院給付⾦の１回の⼊院についての⽀払⽇数は、（120−１⼊院⽀払限度⽇数）⽇を限度とします。

３ この特則を付加した場合、第５条（疾病⼊院給付⾦および災害⼊院給付⾦の⽀払限度の型）の疾病⼊院給付⾦の通算⽀払限度に、⽣活

習慣病追加⼊院給付⾦の⽀払⽇数を含むものとします。

４ 被保険者が⽣活習慣病以外の原因により⼊院を開始した場合においても、その⼊院中に⽣活習慣病の治療を開始し、疾病⼊院給付⾦の

⽀払事由に該当する⼊院の⼊院⽇数が１⼊院⽀払限度⽇数をこえることとなった⽇に⽣活習慣病の治療を受けているときは、その⽣活習

慣病の治療を終了した⽇までの⼊院については、⽣活習慣病を直接の原因とする⼊院とみなして本条の規定を適⽤します。

５ ⽣活習慣病による⼊院中に併発した⽣活習慣病以外の疾病によって⼊院⽇数が延⻑されたときは、会社がその⽣活習慣病と医学上重要

な関係があると認めた疾病によって延⻑された⽇数について、その⼊院に限って、⽣活習慣病による⼊院とみなして本条の規定を適⽤し

ます。

６ 被保険者が疾病⼊院給付⾦の⽀払事由に該当する１⼊院⽀払限度⽇数以上の⼊院をし、その退院⽇（本項により１回の⼊院とみなされ

る⼊院の退院⽇を含みます。）の翌⽇以後に新たな⼊院を開始した場合、それぞれの⼊院が⽣活習慣病を直接の原因とする⼊院で、かつ、

その⽣活習慣病（病名を異にする場合でも、別表11中、同⼀の⽣活習慣病の種類に属する疾病および⽣活習慣病の種類を異にしても医学

上重要な関係があると会社が認めた疾病は、同⼀の⽣活習慣病として取り扱います。）が同⼀かまたは医学上重要な関係があると会社が
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認めたときは、１回の⼊院とみなして本条の規定を適⽤します。ただし、⽣活習慣病追加⼊院給付⾦が⽀払われることとなった最終の⼊

院の退院⽇の翌⽇からその⽇を含めて180⽇経過後に開始した⼊院については、新たな⼊院とみなします。

７ 第３条（保険⾦および給付⾦の⽀払）第７項の規定により疾病⼊院給付⾦の⽀払に関し新たな⼊院とみなされるときは、前項の規定に

関わらず、第３条の規定により疾病⼊院給付⾦を⽀払います。

（特則を付加した場合の取扱）

第51条 保険契約者は、将来に向かって、この特則のみの解約を請求することができます。この場合、第20条（解約）の規定を準⽤します。

２ 前項の規定によりこの特則を解約した場合でも、第５条（疾病⼊院給付⾦および災害⼊院給付⾦の⽀払限度の型）の疾病⼊院給付⾦の

通算⽀払限度に、すでに⽀払われた⽣活習慣病追加⼊院給付⾦の⽀払⽇数を含むものとします。

３ 第１項の規定によりこの特則を解約するときは、第21条（返戻⾦）の規定にかかわらず、この特則部分の解約返戻⾦はありません。

４ この特則を付加した保険契約につぎの特約が付加された場合、この特則部分に対してはその特約は適⽤されません。

⑴ 新無事故割引特約

⑵ 無事故増額特約

５ その他この特則に別段の定めがない場合には、⽣活習慣病追加⼊院給付⾦について、疾病⼊院給付⾦に関する規定を準⽤します。
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医療⽤⼿術⾒舞⾦特約

この特約の趣旨

この特約は、被保険者が疾病または不慮の事故による傷害により⼊院をして⼿術を受けた場合に、所定の給付を⾏なうものです。

（特約の締結および責任開始期）

第１条 この特約は、主たる保険契約（以下「主契約」といいます。）締結の際、保険契約者の申し出によって、医療�⽤災害⼿術特約とあ

わせて主契約に付加して締結します。

２ この特約の責任開始期は、主契約と同⼀とします。

３ 前２項の規定にかかわらず、主契約の責任開始期以後、保険契約者から申し出があった場合、会社が承諾したときは、この特約を主契

約に付加することができます。この場合、この特約の責任開始期はつぎのとおりとし、この責任開始の⽇をこの特約の中途付加⽇としま

す。

⑴ 会社がこの特約の付加を承諾した後に、この特約の第１回保険料を受け取った場合

第１回保険料を受け取った時

⑵ この特約の第１回保険料相当額を受け取った後に、会社がこの特約の付加を承諾した場合

この特約の第１回保険料相当額を受け取った時。ただし、被保険者に関する告知の前に受け取った場合には告知の時

４ 前項の場合、この特約の保険料は、中途付加⽇直前の主契約の年単位の契約応当⽇（中途付加⽇と年単位の契約応当⽇が⼀致する場合

はその応当⽇）における被保険者の満年齢により計算します。

５ 前項の規定にかかわらず、この特約の第１回保険料（第１回保険料相当額を含みます。）については、会社の定めた⽅法で計算した⾦

額を払い込むことを要します。

６ 第３項の規定によってこの特約を主契約に付加したときは、保険証券に表⺬します。

（⼿術⾒舞⾦の⽀払）

第２条 この特約の給付⾦の⽀払はつぎのとおりです。

２ 被保険者が時期を同じくして⼿術⾒舞⾦の⽀払事由に該当する２種類以上の⼿術を受けた場合には、第１項の規定にかかわらず、いず

れか１種類の⼿術についてのみ⼿術⾒舞⾦を⽀払います。
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３ 被保険者が⼿術給付⾦の⽀払事由に該当する⼿術と時期を同じくして第１項に定める⼿術を受けた場合には、⼿術⾒舞⾦を⽀払いませ

ん。

４ 被保険者がこの特約の責任開始期前に⽣じた疾病、不慮の事故または不慮の事故以外の外因を原因として⼿術を受けた場合でも、責任

開始期の属する⽇から起算して２年を経過した後に⼿術を受けたときは、その⼿術は、責任開始期以後の原因によるものとみなして第１

項の規定を適⽤して⼿術⾒舞⾦を⽀払います。

５ 保険契約者が法⼈で、かつ、保険契約者が主契約の死亡保険⾦受取⼈の場合には、第１項の規定にかかわらず、保険契約者を⼿術⾒舞

⾦の受取⼈とします。ただし、保険契約者から申し出があり、会社がその旨を保険証券に記載したときは、被保険者を⼿術⾒舞⾦の受取

⼈とします。

（⼿術⾒舞⾦の削減⽀払）

第３条 つぎのいずれかにより⼿術⾒舞⾦の⽀払事由に該当した被保険者の数の増加が、この特約の計算の基礎に影響を及ぼすと会社が認め

たときは、前条の規定にかかわらず、会社は、⼿術⾒舞⾦を削減して⽀払うか、またはこの給付⾦を⽀払わないことがあります。

⑴ 地震、噴⽕または津波

⑵ 戦争その他の変乱

（⼿術⾒舞⾦の請求、⽀払時期および⽀払場所）

第４条 ⼿術⾒舞⾦の⽀払事由が⽣じたときは、保険契約者または被保険者はただちに会社に通知してください。

２ ⽀払事由が⽣じた⼿術⾒舞⾦の受取⼈は、すみやかに必要書類（別表17）を会社に提出して⼿術⾒舞⾦を請求してください。

３ 前項の場合に、⼿術⾒舞⾦の受取⼈が⼿術⾒舞⾦を請求できない特別な事情があると会社が認めたときに、つぎのいずれかの条件を満

たしている代理⼈は、特別な事情の存在を証明する書類を提出して、代理請求をすることができます。

⑴ 請求時において、被保険者と同居し、または被保険者と⽣計を⼀にしている被保険者の⼾籍上の配偶者

⑵ 請求時において、被保険者と同居し、または被保険者と⽣計を⼀にしている被保険者の３親等内の親族

４ 前３項のほか、この特約による⼿術⾒舞⾦の請求、⽀払時期および⽀払場所については、主契約の普通保険約款（以下「主約款」とい

います。）の保険⾦または給付⾦の請求、⽀払時期および⽀払場所に関する規定を準⽤します。

（特約保険料の払込の免除）

第５条 主約款の規定により、主契約の保険料の払込が免除された場合には、会社は、同時にこの特約の保険料の払込を免除します。

２ 前項のほか、この特約の保険料の払込の免除については、主約款の保険料の払込の免除に関する規定を準⽤します。

３ 保険料払込⽅法が⼀時払の場合には、本条の規定は適⽤しません。

（特約の保険期間、保険料払込期間および保険料の払込）

第６条 この特約の保険期間および保険料払込期間は、主契約の保険期間および保険料払込期間と同⼀とします。

２ この特約の保険料は、前項の保険料払込期間中、主契約の保険料とともに払い込むことを要します。保険料の前納または⼀括払の場合

も同様とします。この場合、主約款の保険料の払込に関する規定を準⽤します。

３ 主契約の保険料が払い込まれ、この特約の保険料が払い込まれない場合には、この特約は、猶予期間満了⽇の翌⽇に解約されたものと

します。

（特約の失効）

第７条 主契約が効⼒を失ったときは、この特約も同時に効⼒を失います。

（猶予期間中に保険事故が⽣じた場合）

第８条 猶予期間中に、⼿術⾒舞⾦の⽀払事由が⽣じた場合には、会社は、未払込保険料を⼿術⾒舞⾦から差し引きます。

２ ⼿術⾒舞⾦が前項の未払込保険料に不⾜する場合には、保険契約者は、その猶予期間の満了する⽇までに未払込保険料を払い込んでく

ださい。この未払込保険料が払い込まれない場合には、この特約は猶予期間満了⽇の翌⽇から効⼒を失い、会社は⼿術⾒舞⾦を⽀払いま

せん。

（特約の復活）

第９条 主契約の復活請求の際に、保険契約者から別段の申し出がないときは、この特約も同時に復活の請求があったものとします。

２ 前項のほか、この特約の復活については、主約款の復活に関する規定を準⽤します。

（告知義務および告知義務違反による解除）

第10条 この特約の締結、復活または⼊院給付⾦⽇額の増額に際しての告知義務および告知義務違反による解除については、主約款の告知義

務および告知義務違反による解除に関する規定を準⽤します。

（重⼤事由による解除）

第11条 会社は、つぎの各号のいずれかに定める事由が⽣じた場合には、この特約を将来に向かって解除することができます。

⑴ 保険契約者、被保険者または給付⾦の受取⼈が給付⾦（保険料払込免除を含みます。また、他の保険契約の給付⾦を含み、保険種類

および給付⾦の名称の如何を問いません。以下本項において同じ。）を詐取する⽬的もしくは他⼈に給付⾦を詐取させる⽬的で事故招

致（未遂を含みます。）をした場合

⑵ 給付⾦の請求に関し、給付⾦の受取⼈に詐欺⾏為があった場合

⑶ 他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる給付⾦額等の合計額が著しく過⼤であって、保険制度の⽬的に反する状態がもた

らされるおそれがある場合
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⑷ その他この特約を継続することを期待しえない第１号から前号までに掲げる事由と同等の事由がある場合

２ ⼿術⾒舞⾦の⽀払事由または保険料の払込の免除事由が⽣じた後でも、会社は、前項の規定によってこの特約を解除することができま

す。この場合には、会社は、⼿術⾒舞⾦を⽀払わず、また、保険料の払込を免除しません。もし、すでに⼿術⾒舞⾦を⽀払っていたとき

は、その返還を請求し、また、保険料の払込を免除していたときは、払込を免除した保険料の払込がなかったものとして取り扱います。

３ 本条による解除は、保険契約者に対する通知によって⾏ないます。ただし、正当な事由によって保険契約者に通知できない場合には、

会社は、被保険者または給付⾦の受取⼈に通知します。

４ この特約を解除した場合は、会社は、解約返戻⾦があるときはこれを保険契約者に払い戻します。

（特約の更新）

第12条 主契約が更新された際に、保険契約者から別段の申し出がないときは、この特約も同時に更新されたものとします。

２ この特約の更新および更新後の特約の取扱については、主約款の更新に関する規定を準⽤します。

（特約の解約）

第13条 保険契約者は、将来に向かって、この特約を解約することができます。

２ 保険契約者が本条の請求をするときは、必要書類（別表17）を会社の本社または会社の指定した場所に提出してください。

３ 本条の規定によりこの特約が解約されたときは、保険証券に表⺬します。

（特約の返戻⾦）

第14条 この特約の保険料払込期間と保険期間とが同⼀の場合には、この特約に対する解約返戻⾦および責任準備⾦はありません。

２ この特約の保険料払込期間と保険期間とが異なる場合、この特約の解約返戻⾦および責任準備⾦は、保険料払込期間中の場合には、こ

の特約の保険料を払い込んだ年⽉数および経過年⽉数により、保険料払込済の場合には、その経過した年⽉数により計算します。

３ 本条の返戻⾦の請求、⽀払時期および⽀払場所については、主約款の返戻⾦の請求、⽀払時期および⽀払場所の規定を準⽤します。

（特約の消滅）

第15条 つぎのいずれかに該当したときは、この特約は消滅します。

⑴ 主契約が保険⾦の⽀払事由の発⽣により消滅したとき

⑵ 主契約が解約その他の事由により消滅したとき

⑶ この特約と同時に付加されている医療�⽤災害⼿術特約が消滅したとき

⑷ 医療�⽤災害⼊院特約の災害⼊院給付⾦⽇額が減額され、会社の定める限度を下まわったとき

２ 前項第１号の場合、主契約の保険⾦を⽀払うときを除き、会社は、この特約の責任準備⾦を保険契約者に⽀払います。ただし、被保険

者の死亡が保険契約者の故意によるときは、この特約の解約返戻⾦を保険契約者に⽀払います。

３ 第１項第２号、第３号および第４号の場合、会社は、この特約の解約返戻⾦を保険契約者に⽀払います。

（特約の保険期間または保険料払込期間の変更）

第16条 この特約のみの保険期間または保険料払込期間の変更は取り扱いません。

２ 主契約の保険期間または保険料払込期間が変更された場合には、この特約の保険期間または保険料払込期間も同時に同じ期間に変更さ

れるものとします。

３ 前項の規定によって、この特約の保険期間または保険料払込期間が変更された場合には、保険証券に表⺬します。

（契約者配当）

第17条 この特約に対しては、契約者配当はありません。

（法令等の改正に伴う契約内容の変更）

第18条 会社は、診療報酬点数表の改正により⼿術料の算定される⼿術の種類が変更される場合等、この特約の給付にかかわる公的医療保険

制度の変更が将来⾏なわれたときには、主務官庁の認可を得て、将来に向かって⼿術⾒舞⾦の⽀払事由を変更することがあります。

２ 前項の場合、認可にあたって会社の定める⽇の直後に到来する年単位の契約応当⽇の２か⽉前までに書⾯にて保険契約者に郵送により

通知します。

（管轄裁判所）

第19条 この特約における給付⾦または保険料の払込の免除の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所の規定を準⽤します。

（主約款の規定の準⽤）

第20条 この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準⽤します。

（主契約が特別条件付契約の場合の特則）

第21条 主契約が特別条件付契約の場合は、主契約の特定部位・指定疾病不担保法により定められた特定部位に⽣じた疾病（不慮の事故また

は別表18に定める感染症を直接の原因とするときを除きます。）または指定疾病（これと医学上重要な関係があると会社が認めた疾病を

含みます。）を直接の原因として、主契約で定められた不担保期間中に第２条（⼿術⾒舞⾦の⽀払）第１項に規定する⼿術を受けたとき

でも、⼿術⾒舞⾦を⽀払いません。

（無解約返戻⾦特則）

第22条 保険契約者は、この特約の締結の際、会社の承諾を得て、この特則を付加することができます。
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２ この特則を付加した場合、第14条（特約の返戻⾦）の規定にかかわらず、この特約に対する解約返戻⾦および責任準備⾦はありません。

３ この特則のみの解約はできません。

（主契約の保険期間が終⾝に変換された場合の取扱）

第23条 主契約の保険期間が終⾝に変換された場合は、この特約も同時に変換することができるものとします。この場合、主約款に定める保

険期間が終⾝の保険契約への変換の規定を準⽤します。

（主契約に⾼度障害保険⾦⽀払特則が付加された場合の取扱）

第24条 第５条（特約保険料の払込の免除）第２項中「主約款の保険料の払込の免除に関する規定を準⽤します。」とあるのは「主約款の保

険料の払込の免除に関する規定（⾼度障害保険⾦⽀払特則を含みます。）を準⽤します。」と読み替えます。

（新終⾝医療保険�に付加する場合の特則）

第25条 この特約を新終⾝医療保険�に付加する場合には、つぎのとおりとします。

⑴ 第１条（特約の締結および責任開始期）第１項中「医療�⽤災害⼿術特約とあわせて主契約に付加して締結します。」とあるのを

「主契約に付加して締結します。」と読み替えます。

⑵ 第２条（⼿術⾒舞⾦の⽀払）第１項中「主契約の疾病⼿術給付⾦または医療�⽤災害⼿術特約の災害⼿術給付⾦」とあるのを「主契

約の疾病⼿術給付⾦または災害⼿術給付⾦」と、「主契約の疾病⼊院給付⾦⽇額」とあるのを「主契約の⼊院給付⾦⽇額」と読み替え

ます。

２ この特約を付加した保険契約に新無事故割引特約が付加された場合、この特約に対しては新無事故割引特約は適⽤されません。

（新終⾝医療保険に付加する場合の特則）

第26条 この特約を新終⾝医療保険に付加する場合には、つぎのとおりとします。

⑴ 第１条（特約の締結および責任開始期）第１項中「医療�⽤災害⼿術特約とあわせて主契約に付加して締結します。」とあるのを

「主契約に付加して締結します。」と読み替えます。

⑵ 第２条（⼿術⾒舞⾦の⽀払）第１項中「主契約の疾病⼿術給付⾦または医療�⽤災害⼿術特約の災害⼿術給付⾦」とあるのを「主契

約の疾病⼿術給付⾦または災害⼿術給付⾦」と、「主契約の疾病⼊院給付⾦⽇額」とあるのを「主契約の⼊院給付⾦⽇額」と読み替え

ます。

（医療保険に付加する場合の特則）

第27条 この特約を医療保険に付加する場合には、つぎのとおりとします。

⑴ 第１条（特約の締結および責任開始期）第１項および第15条（特約の消滅）第１項第３号中「医療�⽤災害⼿術特約」とあるのを

「⼿術特約」と読み替えます。

⑵ 第２条（⼿術⾒舞⾦の⽀払）第１項中「主契約の疾病⼿術給付⾦または医療�⽤災害⼿術特約の災害⼿術給付⾦」とあるのを「⼿術

特約の⼿術給付⾦」と、「主契約の疾病⼊院給付⾦⽇額」とあるのを「主契約の⼊院給付⾦⽇額」と読み替えます。
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新終⾝医療�⽤通院特約

この特約の趣旨

この特約は、被保険者が退院後の⼀定期間中に通院した場合に、所定の給付を⾏なうものです。

（特約の締結および責任開始期）

第１条 この特約は、新終⾝医療保険�契約（以下「主契約」といいます。）締結の際、保険契約者の申し出によって、主契約に付加して締

結します。

２ この特約の責任開始期は、主契約と同⼀とします。

３ 前２項の規定にかかわらず、主契約の責任開始期以後、保険契約者から申し出があった場合、会社が承諾したときは、この特約を主契

約に付加することができます。この場合、この特約の責任開始期はつぎのとおりとし、この責任開始の⽇をこの特約の中途付加⽇としま

す。

⑴ 会社がこの特約の付加を承諾した後に、この特約の第１回保険料を受け取った場合

第１回保険料を受け取った時

⑵ この特約の第１回保険料相当額を受け取った後に、会社がこの特約の付加を承諾した場合

この特約の第１回保険料相当額を受け取った時。ただし、被保険者に関する告知の前に受け取った場合には告知の時

４ 前項の場合、この特約の保険料は、中途付加⽇直前の主契約の年単位の契約応当⽇（中途付加⽇と年単位の契約応当⽇が⼀致する場合

はその応当⽇）における被保険者の満年齢により計算します。

５ 前項の規定にかかわらず、この特約の第１回保険料（第１回保険料相当額を含みます。）については、会社の定めた⽅法で計算した⾦

額を払い込むことを要します。

６ 第３項の規定によってこの特約を主契約に付加したときは、保険証券に表⺬します。

（特約の型）

第２条 この特約には特約の型としてⅠ型とⅡ型があり、それぞれつぎの給付を⾏ないます。

⑴ Ⅰ型

① 疾病通院給付⾦

② 災害通院給付⾦

⑵ Ⅱ型

疾病通院給付⾦

２ この特約の型は主契約で選択された保険契約の型と同⼀とします。

（疾病通院給付⾦および災害通院給付⾦の⽀払）

第３条 この特約の通院給付⾦の⽀払はつぎのとおりです。
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２ つぎの各号のいずれかに該当した場合には、疾病通院給付⾦または災害通院給付⾦をそれぞれ重複しては⽀払いません。

⑴ 被保険者が同⼀の⽇に、疾病通院給付⾦の⽀払事由に該当する通院を２回以上したときまたは災害通院給付⾦の⽀払事由に該当する

通院を２回以上したとき。

⑵ 被保険者が疾病通院給付⾦の⽀払事由に該当する２以上の事由の治療を⽬的とした１回の通院をしたときまたは災害通院給付⾦の⽀

払事由に該当する２以上の事由の治療を⽬的とした１回の通院をしたとき。

３ 被保険者が疾病⼊院給付⾦または災害⼊院給付⾦の⽀払対象となる⽇に通院をしたときは、通院の原因がその⼊院の原因と同⼀である

と否とにかかわらず、疾病通院給付⾦または災害通院給付⾦は⽀払いません。

４ 被保険者が同⼀の事由により２回以上⼊院した場合、主契約の普通保険約款（以下「主約款」といいます。）の規定により１回の⼊院

とみなされる⼊院についてはつぎのとおり取り扱います。

⑴ 最終の⼊院（主契約の⽀払限度の型が40⽇型の場合で１回の⼊院の⽀払⽇数が40⽇をこえる場合は、その⽀払⽇数が40⽇となる⽇を

含んだ⼊院、60⽇型の場合で１回の⼊院の⽀払⽇数が60⽇をこえる場合は、その⽀払⽇数が60⽇となる⽇を含んだ⼊院、90⽇型の場合

で１回の⼊院の⽀払⽇数が90⽇をこえる場合は、その⽀払⽇数が90⽇となる⽇を含んだ⼊院、120⽇型の場合で１回の⼊院の⽀払⽇数

が120⽇をこえる場合は、その⽀払⽇数が120⽇となる⽇を含んだ⼊院、180⽇型の場合で１回の⼊院の⽀払⽇数が180⽇をこえる場合は、

その⽀払⽇数が180⽇となる⽇を含んだ⼊院、360⽇型の場合で１回の⼊院の⽀払⽇数が360⽇をこえる場合は、その⽀払⽇数が360⽇と

なる⽇を含んだ⼊院、1000⽇型の場合で１回の⼊院の⽀払⽇数が1000⽇をこえる場合は、その⽀払⽇数が1000⽇となる⽇を含んだ⼊院

をいいます。以下本項において同じ）の退院⽇を第１項に定める退院⽇とします。

⑵ 最初の⼊院の退院⽇後、最終の⼊院の⼊院⽇までの間の通院については第１項の通院とみなします。

５ 被保険者が不慮の事故による傷害または疾病を直接の原因として開始した⼊院中に、異なる不慮の事故による傷害または疾病を併発し

たとき（併発したそれぞれの事由について⼊院の必要があると会社が認めた場合に限ります。）は、その⼊院の退院⽇の翌⽇を通院期間
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の起算⽇とします。

６ 被保険者が⼊院を開始した時に異なる不慮の事故による傷害または疾病を併発していた場合またはその⼊院中に異なる不慮の事故によ

る傷害または疾病を併発した場合で、それぞれの事由について⼊院の必要があると会社が認めたときは、その併発事由の治療を⽬的とす

る通院を第１項第１号の②または第１項第２号の②の通院に含めます。

７ 被保険者の⼊院期間中に第16条（特約の消滅）第１項第３号の規定によりこの特約が消滅したときは、消滅時を含んで継続している⼊

院の退院後の通院期間内の通院は、この特約の保険期間中の通院とみなして取り扱います。

８ 被保険者の通院中にこの特約の通院給付⾦⽇額が変更された場合には、疾病通院給付⾦または災害通院給付⾦の⽀払額は、各⽇現在の

通院給付⾦⽇額に応じて計算します。

９ 被保険者がこの特約の責任開始期前に発病した疾病または発⽣した不慮の事故もしくは不慮の事故以外の外因による傷害の治療を⽬的

として⼊院した場合でも、この特約の責任開始期の属する⽇から起算して２年を経過した後に開始した⼊院は、この特約の責任開始期以

後の原因によるものとみなして第１項の規定を適⽤します。

10 保険契約者が法⼈で、かつ、保険契約者が主契約の死亡保険⾦受取⼈の場合には、第１項の規定にかかわらず、保険契約者を疾病通院

給付⾦または災害通院給付⾦の受取⼈とします。ただし、保険契約者から申し出があり、会社がその旨を保険証券に記載したときは、被

保険者を疾病通院給付⾦または災害通院給付⾦の受取⼈とします。

（疾病通院給付⾦または災害通院給付⾦の削減⽀払）

第４条 つぎのいずれかにより疾病通院給付⾦または災害通院給付⾦の⽀払事由に該当した被保険者の数の増加が、この特約の計算の基礎に

影響を及ぼすと会社が認めたときは、前条の規定にかかわらず、会社は、疾病通院給付⾦または災害通院給付⾦を削減して⽀払うか、ま

たはこれらの給付⾦を⽀払わないことがあります。

⑴ 地震、噴⽕または津波

⑵ 戦争その他の変乱

（疾病通院給付⾦および災害通院給付⾦の⽀払限度）

第５条 この特約の疾病通院給付⾦および災害通院給付⾦の⽀払限度はそれぞれつぎのとおりです。

⑴ 疾病通院給付⾦………１回の⼊院（主約款の規定により１回の⼊院とみなされる場合を含みます。以下同じ。）のその通院について

は、⽀払⽇数30⽇とし、通算⽀払限度は、⽀払⽇数1000⽇とします。

⑵ 災害通院給付⾦………１回の⼊院のその通院については、⽀払⽇数30⽇とし、通算⽀払限度は、⽀払⽇数1000⽇とします。

（疾病通院給付⾦および災害通院給付⾦の請求、⽀払時期および⽀払場所）

第６条 疾病通院給付⾦または災害通院給付⾦の⽀払事由が⽣じたときは、保険契約者または被保険者はただちに会社に通知してください。

２ ⽀払事由が⽣じた疾病通院給付⾦または災害通院給付⾦の受取⼈は、すみやかに必要書類（別表10）を会社に提出して疾病通院給付⾦

または災害通院給付⾦を請求してください。

３ 前２項のほか、この特約による疾病通院給付⾦または災害通院給付⾦の請求、⽀払時期および⽀払場所については、主約款の保険⾦ま

たは給付⾦の請求、⽀払時期および⽀払場所に関する規定を準⽤します。

（特約の保険料の払込免除）

第７条 主約款の規定により、主契約の保険料の払込が免除された場合には、会社は、同時にこの特約の保険料の払込を免除します。

２ 前項のほか、この特約の保険料の払込の免除については、主約款の保険料の払込の免除に関する規定を準⽤します。

３ 保険料払込⽅法が⼀時払の場合には本条の規定は適⽤しません。

（特約の保険料払込期間および保険料の払込）

第８条 この特約の保険料払込期間は、主契約の保険料払込期間と同⼀とします。

２ この特約の保険料は、前項の保険料払込期間中、主契約の保険料とともに払い込むことを要します。保険料の前納または⼀括払の場合

も同様とします。この場合、主約款の保険料の払込に関する規定を準⽤します。

３ 主契約の保険料が払い込まれ、この特約の保険料が払い込まれない場合には、この特約は、猶予期間満了⽇の翌⽇に解約されたものと

します。

（特約の失効）

第９条 主契約が効⼒を失ったときは、この特約も同時に効⼒を失います。

（猶予期間中に保険事故が⽣じた場合）

第10条 猶予期間中に、疾病通院給付⾦または災害通院給付⾦の⽀払事由が⽣じた場合には、会社は、未払込保険料を疾病通院給付⾦または

災害通院給付⾦から差し引きます。

２ 疾病通院給付⾦または災害通院給付⾦が前項の未払込保険料に不⾜する場合には、保険契約者は、その猶予期間の満了する⽇までに未

払込保険料を払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場合には、この特約は猶予期間満了⽇の翌⽇から効⼒を失い、会

社は疾病通院給付⾦または災害通院給付⾦を⽀払いません。

（特約の復活）

第11条 主契約の復活請求の際に、保険契約者から別段の申し出がないときは、この特約も同時に復活の請求があったものとします。

２ 前項のほか、この特約の復活については、主約款の復活に関する規定を準⽤します。
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（告知義務および告知義務違反による解除）

第12条 この特約の締結、復活または通院給付⾦⽇額の増額に際しての告知義務および告知義務違反による解除については、主約款の告知義

務および告知義務違反による解除に関する規定を準⽤します。

（重⼤事由による解除）

第13条 会社は、つぎの各号のいずれかに定める事由が⽣じた場合には、この特約を将来に向かって解除することができます。

⑴ 保険契約者、被保険者または給付⾦の受取⼈が給付⾦（保険料払込免除を含みます。また、他の保険契約の給付⾦を含み、保険種類

および給付⾦の名称の如何を問いません。以下本項において同じ。）を詐取する⽬的もしくは他⼈に給付⾦を詐取させる⽬的で事故招

致（未遂を含みます。）をした場合

⑵ 給付⾦の請求に関し、給付⾦の受取⼈に詐欺⾏為があった場合

⑶ 他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる給付⾦額等の合計額が著しく過⼤であって、保険制度の⽬的に反する状態がもた

らされるおそれがある場合

⑷ その他この特約を継続することを期待しえない第１号から前号までに掲げる事由と同等の事由がある場合

２ 疾病通院給付⾦または災害通院給付⾦の⽀払事由または保険料の払込の免除事由が⽣じた後でも、会社は、前項の規定によってこの特

約を解除することができます。この場合には、会社は、疾病通院給付⾦または災害通院給付⾦を⽀払わず、また、保険料の払込を免除し

ません。もし、すでに疾病通院給付⾦または災害通院給付⾦を⽀払っていたときは、その返還を請求し、また、保険料の払込を免除して

いたときは、払込を免除した保険料の払込がなかったものとして取り扱います。

３ 本条による解除は、保険契約者に対する通知によって⾏ないます。ただし、正当な事由によって保険契約者に通知できない場合には、

会社は、被保険者または給付⾦の受取⼈に通知します。

（特約の解約）

第14条 保険契約者は、将来に向かって、この特約を解約することができます。

２ 保険契約者が本条の請求をするときは、必要書類（別表10）を会社の本社または会社の指定した場所に提出してください。

３ 本条の規定によりこの特約が解約されたときは、保険証券に表⺬します。

（特約の返戻⾦）

第15条 この特約に対する解約返戻⾦はありません。

２ この特約の責任準備⾦は、保険料払込期間中の場合には、この特約の保険料を払い込んだ年⽉数および経過年⽉数により、保険料払込

済の場合には、その経過した年⽉数により計算します。

３ 本条の返戻⾦の請求、⽀払時期および⽀払場所については、主約款の返戻⾦の請求、⽀払時期および⽀払場所に関する規定を準⽤しま

す。

（特約の消滅）

第16条 つぎのいずれかに該当したときは、この特約は消滅します。

⑴ 主契約が保険⾦の⽀払事由の発⽣により消滅したとき

⑵ 主契約が解約その他の事由により消滅したとき

⑶ 疾病⼊院給付⾦および災害⼊院給付⾦のいずれも（特約の型がⅡ型の場合には、疾病⼊院給付⾦）が、通算⽀払限度に達したとき

⑷ 疾病通院給付⾦および災害通院給付⾦のいずれも（特約の型がⅡ型の場合には、疾病通院給付⾦）が、通算⽀払限度に達したとき

２ 前項第１号の場合、主契約の保険⾦を⽀払うときを除き、会社は、この特約の責任準備⾦を保険契約者に⽀払います。ただし、保険契

約者が故意に主契約の被保険者を死亡させたときは、責任準備⾦その他の返戻⾦は⽀払いません。

（特約の保険料払込期間の変更）

第17条 この特約のみの保険料払込期間の変更は取り扱いません。

２ 主契約の保険料払込期間が変更された場合には、この特約の保険料払込期間も同時に同じ期間に変更されるものとします。

３ 前項の規定によって、この特約の保険料払込期間が変更された場合には、保険証券に表⺬します。

（通院給付⾦⽇額の増額）

第18条 保険契約者は、被保険者の同意および会社の承諾を得て、この特約の通院給付⾦⽇額の増額を請求することができます。

２ 保険契約者が本条の増額を請求するときは、必要書類（別表10）を会社の本社または会社の指定した場所に提出してください。

３ 会社が本条の増額を承諾した場合には、会社は会社所定の⾦額を受け取った時（告知前に受け取った場合には、告知の時）から増額分

に対する特約上の責任を開始し、この⽇を特約の増額⽇とします。

４ 本条の増額が⾏なわれた場合には、将来の保険料を改めます。

５ 本条の増額を⾏なったときは、保険証券に表⺬します。

６ つぎの場合には、会社は、本条の増額を取り扱いません。

⑴ 増額後の通院給付⾦⽇額が、会社の定める限度をこえるとき

⑵ この特約を付加した⽇、最後の復活⽇もしくは増額⽇からその⽇を含めて２年未満のとき

（通院給付⾦⽇額の減額）

第19条 保険契約者は、この特約の通院給付⾦⽇額の減額を請求することができます。ただし、会社は、減額後の通院給付⾦⽇額が会社の定

める限度を下まわる減額は取り扱いません。

２ 主契約の⼊院給付⾦⽇額が減額され、この特約の通院給付⾦⽇額が会社所定の限度をこえるときは、その限度までこの特約の通院給付

⾦⽇額を減額します。
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３ 保険契約者が本条の減額を請求するときは、必要書類（別表10）を会社の本社または会社の指定した場所に提出してください。

４ 通院給付⾦⽇額の減額分は、解約されたものとみなします。

５ 本条の減額は、会社が承認した時から効⼒を⽣じます。

６ 本条の減額を⾏なったときは、保険証券に表⺬します。

（契約者配当）

第20条 この特約に対しては、契約者配当はありません。

（管轄裁判所）

第21条 この特約における給付⾦または保険料の払込の免除の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所の規定を準⽤します。

（主約款の規定の準⽤）

第22条 この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準⽤します。

（主契約が特別条件付契約の場合の特則）

第23条 主契約が特別条件付契約の場合は、主契約の特定部位・指定疾病不担保法により定められた特定部位に⽣じた疾病（不慮の事故また

は別表18に定める感染症を直接の原因とするときを除きます。）または指定疾病（これと医学上重要な関係があると会社が認めた疾病を

含みます。）を直接の原因として、主契約で定められた不担保期間中に第３条（疾病通院給付⾦および災害通院給付⾦の⽀払）第１項第

１号に規定する⽀払事由に該当したときでも、疾病通院給付⾦を⽀払いません。ただし、被保険者が不担保期間の満了⽇を含む通院期間

中に、会社が指定したその特定部位または指定疾病により通院していたときは、その不担保期間の満了⽇の翌⽇以降の通院については、

第３条の規定を適⽤します。

（主契約に死亡保険⾦不担保特則を付加した場合の特則）

第24条 主契約に死亡保険⾦不担保特則を付加した場合、第３条（疾病通院給付⾦および災害通院給付⾦の⽀払）第10項中「保険契約者が法

⼈で、かつ、保険契約者が主契約の死亡保険⾦受取⼈の場合には、」とあるのを「保険契約者が法⼈の場合には、」と読み替えます。
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新終⾝医療�⽤がん⼊院特約

この特約の趣旨

この特約は、被保険者ががんの治療を⽬的として⼊院した場合に、所定の給付を⾏なうものです。

（特約の締結および責任開始期）

第１条 この特約は、新終⾝医療保険�契約（以下「主契約」といいます。）締結の際、保険契約者の申し出によって、主契約に付加して締

結します。

２ この特約の責任開始期は、主契約と同⼀とします。

３ 前２項の規定にかかわらず、主契約の責任開始期以後、保険契約者から申し出があった場合、会社が承諾したときは、この特約を主契

約に付加することができます。この場合、この特約の責任開始期はつぎのとおりとし、この責任開始の⽇をこの特約の中途付加⽇としま

す。

⑴ 会社がこの特約の付加を承諾した後に、この特約の第１回保険料を受け取った場合

第１回保険料を受け取った時

⑵ この特約の第１回保険料相当額を受け取った後に、会社がこの特約の付加を承諾した場合

この特約の第１回保険料相当額を受け取った時。ただし、被保険者に関する告知の前に受け取った場合には告知の時

４ 前項の場合、この特約の保険料は、中途付加⽇直前の主契約の年単位の契約応当⽇（中途付加⽇と年単位の契約応当⽇が⼀致する場合

はその応当⽇）における被保険者の満年齢により計算します。

５ 前項の規定にかかわらず、この特約の第１回保険料（第１回保険料相当額を含みます。）については、会社の定めた⽅法で計算した⾦

額を払い込むことを要します。

６ 第３項の規定によってこの特約を主契約に付加したときは、保険証券に表⺬します。

（がんの定義）

第２条 この特約において「がん」とは、別表９に定める悪性新⽣物をいいます。

（がん⼊院給付⾦の⽀払）

第３条 この特約の給付⾦の⽀払はつぎのとおりです。

２ がん⼊院給付⾦の⼊院⽇数条件の型および⼊院⽇数条件はつぎのとおりとし、主契約で選択された疾病⼊院給付⾦の⼊院⽇数条件の型

と同⼀とします。また、その型は以後変更できません。

３ 被保険者ががん⼊院給付⾦の⽀払事由に該当する⼊院を開始した時に異なるがんを併発していた場合、またはその⼊院中に異なるがん

を併発した場合は、その⼊院開始の直接の原因となったがんにより、継続して⼊院したものとみなして取り扱います。

４ 被保険者ががん以外の原因により⼊院を開始した場合においても、その⼊院中にがんの治療を開始したときは、その治療を開始した⽇

からその治療を終了した⽇までの⼊院については、本条の規定を適⽤します。

５ がんによる⼊院中に併発したがん以外の疾病によって⼊院⽇数が延⻑されたときは、会社がそのがんと医学上重要な関係があると認め

た疾病によって延⻑された⽇数について、その⼊院に限って、がんによる⼊院とみなして本条の規定を適⽤します。
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６ 被保険者ががん⼊院給付⾦の⽀払事由に該当する⼊院を２回以上し、かつ、それぞれの⼊院の直接の原因となったがんが同⼀かまたは

医学上重要な関係があると会社が認めたときは、１回の⼊院とみなして本条および第４条（がん⼊院給付⾦の⽀払限度の型）の規定を適

⽤します。ただし、がん⼊院給付⾦が⽀払われることとなった最終の⼊院の退院⽇の翌⽇からその⽇を含めて180⽇経過後に開始した⼊

院については、新たな⼊院とみなします。

７ 被保険者が転⼊院または再⼊院をした場合、転⼊院または再⼊院を証する書類があり、かつ、会社がこれを認めたときは、継続した１

回の⼊院とみなして第１項の⽀払事由に関する規定を適⽤します。

８ 被保険者の⼊院中にこの特約のがん⼊院給付⾦⽇額が変更された場合には、がん⼊院給付⾦の⽀払額は、各⽇現在のがん⼊院給付⾦⽇

額に応じて計算します。

９ 被保険者が責任開始期前に⽣じたがんを原因として⼊院した場合でも、責任開始期の属する⽇から起算して２年を経過した後に⼊院を

開始したときは、その⼊院は責任開始期以後の原因によるものとみなして第１項の規定を適⽤します。

（がん⼊院給付⾦の⽀払限度の型）

第４条 この特約のがん⼊院給付⾦の⽀払限度は、型に応じつぎのとおりとし、主契約で選択された⼊院給付⾦の⽀払限度の型と同⼀としま

す。

⑴ 40⽇型

１回の⼊院についての⽀払限度は、⽀払⽇数40⽇とし、通算⽀払限度は、⽀払⽇数1000⽇とします。

⑵ 60⽇型

１回の⼊院についての⽀払限度は、⽀払⽇数60⽇とし、通算⽀払限度は、⽀払⽇数1000⽇とします。

⑶ 90⽇型

１回の⼊院についての⽀払限度は、⽀払⽇数90⽇とし、通算⽀払限度は、⽀払⽇数1000⽇とします。

⑷ 120⽇型

１回の⼊院についての⽀払限度は、⽀払⽇数120⽇とし、通算⽀払限度は、⽀払⽇数1000⽇とします。

⑸ 180⽇型

１回の⼊院についての⽀払限度は、⽀払⽇数180⽇とし、通算⽀払限度は、⽀払⽇数1000⽇とします。

⑹ 360⽇型

１回の⼊院についての⽀払限度は、⽀払⽇数360⽇とし、通算⽀払限度は、⽀払⽇数1000⽇とします。

⑺ 1000⽇型

１回の⼊院についての⽀払限度および通算⽀払限度とも、⽀払⽇数1000⽇とします。

２ 前項により選択された⽀払限度の型は、変更することができません。

（がん⼊院給付⾦の請求、⽀払時期および⽀払場所）

第５条 がん⼊院給付⾦の⽀払事由が⽣じたときは、保険契約者またはがん⼊院給付⾦の受取⼈は、ただちに会社に通知してください。

２ ⽀払事由が⽣じたがん⼊院給付⾦の受取⼈は、すみやかに必要書類（別表10）を会社に提出して、がん⼊院給付⾦を請求してください。

３ 前項の場合に、がん⼊院給付⾦の受取⼈が被保険者と同⼀であり、がん⼊院給付⾦を請求できない特別な事情があると会社が認めたと

きに、つぎのいずれかの条件を満たしている代理⼈は、特別な事情の存在を証明する書類を提出して、代理請求をすることができます。

⑴ 請求時において、被保険者と同居し、または被保険者と⽣計を⼀にしている被保険者の⼾籍上の配偶者

⑵ 請求時において、被保険者と同居し、または被保険者と⽣計を⼀にしている被保険者の３親等内の親族

４ 前３項のほか、この特約によるがん⼊院給付⾦の請求、⽀払時期および⽀払場所については、主契約の普通保険約款（以下「主約款」

といいます。）の保険⾦または給付⾦の請求、⽀払時期および⽀払場所の規定を準⽤します。

（特約保険料の払込の免除）

第６条 主約款の規定により、主契約の保険料の払込が免除された場合には、会社は、同時にこの特約の保険料の払込を免除します。

２ 前項のほか、この特約の保険料の払込の免除については、主約款の保険料の払込の免除に関する規定を準⽤します。

３ 保険料払込⽅法が⼀時払の場合には本条の規定は適⽤しません。

（特約の保険料払込期間および保険料の払込）

第７条 この特約の保険料払込期間は、主契約の保険料払込期間と同⼀とします。

２ この特約の保険料は、前項の保険料払込期間中、主契約の保険料とともに払い込むことを要します。保険料の前納または⼀括払の場合

も同様とします。この場合、主約款の保険料の払込に関する規定を準⽤します。

３ 主契約の保険料が払い込まれ、この特約の保険料が払い込まれない場合には、この特約は、猶予期間満了⽇の翌⽇に解約されたものと

します。

（特約の失効）

第８条 主契約が効⼒を失ったときは、この特約も同時に効⼒を失います。

（猶予期間中に保険事故が⽣じた場合）

第９条 猶予期間中に、がん⼊院給付⾦の⽀払事由が⽣じた場合には、会社は、未払込保険料をがん⼊院給付⾦から差し引きます。

２ がん⼊院給付⾦が前項の未払込保険料に不⾜する場合には、保険契約者は、その猶予期間の満了する⽇までに未払込保険料を払い込ん

でください。この未払込保険料が払い込まれない場合には、この特約は猶予期間満了⽇の翌⽇から効⼒を失い、会社はがん⼊院給付⾦を

⽀払いません。
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（特約の復活）

第10条 主契約の復活請求の際に、保険契約者から別段の申し出がないときは、この特約も同時に復活の請求があったものとします。

２ 前項のほか、この特約の復活については、主約款の復活に関する規定を準⽤します。

（告知義務および告知義務違反による解除）

第11条 この特約の締結、復活またはがん⼊院給付⾦⽇額の増額に際しての告知義務および告知義務違反による解除については、主約款の告

知義務および告知義務違反による解除に関する規定を準⽤します。

（重⼤事由による解除）

第12条 会社は、つぎの各号のいずれかに定める事由が⽣じた場合には、この特約を将来に向かって解除することができます。

⑴ 保険契約者、被保険者または給付⾦の受取⼈が給付⾦（保険料払込免除を含みます。また、他の保険契約の給付⾦を含み、保険種類

および給付⾦の名称の如何を問いません。以下本項において同じ。）を詐取する⽬的もしくは他⼈に給付⾦を詐取させる⽬的で事故招

致（未遂を含みます。）をした場合

⑵ 給付⾦の請求に関し、給付⾦の受取⼈に詐欺⾏為があった場合

⑶ 他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる給付⾦額等の合計額が著しく過⼤であって、保険制度の⽬的に反する状態がもた

らされるおそれがある場合

⑷ その他この特約を継続することを期待しえない第１号から前号までに掲げる事由と同等の事由がある場合

２ がん⼊院給付⾦の⽀払事由または保険料の払込の免除事由が⽣じた後でも、会社は、前項の規定によってこの特約を解除することがで

きます。この場合には、会社は、がん⼊院給付⾦を⽀払わず、また、保険料の払込を免除しません。もし、すでにがん⼊院給付⾦を⽀払

っていたときは、その返還を請求し、また、保険料の払込を免除していたときは、払込を免除した保険料の払込がなかったものとして取

り扱います。

３ 本条による解除は、保険契約者に対する通知によって⾏ないます。ただし、正当な事由によって保険契約者に通知できない場合には、

会社は、被保険者または給付⾦の受取⼈に通知します。

（特約の解約）

第13条 保険契約者は、将来に向かって、この特約を解約することができます。

２ 保険契約者が本条の請求をするときは、必要書類（別表10）を会社の本社または会社の指定した場所に提出してください。

３ 本条の規定によりこの特約が解約されたときは、保険証券に表⺬します。

（特約の返戻⾦）

第14条 この特約に対する解約返戻⾦はありません。

２ この特約の責任準備⾦は、保険料払込期間中の場合には、この特約の保険料を払い込んだ年⽉数および経過年⽉数により、保険料払込

済の場合には、その経過した年⽉数により計算します。

３ 本条の返戻⾦の請求、⽀払時期および⽀払場所については、主約款の返戻⾦の請求、⽀払時期および⽀払場所に関する規定を準⽤しま

す。

（特約の消滅）

第15条 つぎのいずれかに該当したときは、この特約は消滅します。

⑴ 主契約が保険⾦の⽀払事由の発⽣により消滅したとき

⑵ 主契約が解約その他の事由により消滅したとき

⑶ この特約のがん⼊院給付⾦の⽀払⽇数が、第４条（がん⼊院給付⾦の⽀払限度の型）の通算⽀払限度に達したとき

２ 前項第１号の場合、主契約の保険⾦を⽀払うときを除き、会社は、この特約の責任準備⾦を保険契約者に⽀払います。ただし、被保険

者の死亡が保険契約者の故意によるときは、責任準備⾦その他の返戻⾦は⽀払いません。

（特約の保険料払込期間の変更）

第16条 この特約のみの保険料払込期間の変更は取り扱いません。

２ 主契約の保険料払込期間が変更された場合には、この特約の保険料払込期間も同時に同じ期間に変更されるものとします。

３ 前項の規定によって、この特約の保険料払込期間が変更された場合には、保険証券に表⺬します。

（がん⼊院給付⾦⽇額の増額）

第17条 保険契約者は、被保険者の同意および会社の承諾を得て、この特約のがん⼊院給付⾦⽇額の増額を請求することができます。

２ 保険契約者が本条の増額を請求するときは、必要書類（別表10）を会社の本社または会社の指定した場所に提出してください。

３ 会社が本条の増額を承諾した場合には、会社は会社所定の⾦額を受け取った時（告知前に受け取った場合には、告知の時）から増額分

に対する特約上の責任を開始し、この⽇を特約の増額⽇とします。

４ 本条の増額が⾏なわれた場合には、将来の保険料を改めます。

５ 本条の増額を⾏なったときは、保険証券に表⺬します。

６ つぎの場合には、会社は、本条の増額を取り扱いません。

⑴ 増額後のがん⼊院給付⾦⽇額が、会社の定める限度をこえるとき

⑵ この特約を付加した⽇、最後の復活⽇もしくは増額⽇からその⽇を含めて２年未満のとき

（がん⼊院給付⾦⽇額の減額）

第18条 保険契約者は、この特約のがん⼊院給付⾦⽇額の減額を請求することができます。ただし、会社は、減額後のがん⼊院給付⾦⽇額が
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会社の定める限度を下まわる減額は取り扱いません。

２ 保険契約者が本条の減額を請求するときは、必要書類（別表10）を会社の本社または会社の指定した場所に提出してください。

３ がん⼊院給付⾦⽇額の減額分は、解約されたものとみなします。

４ 本条の減額は、会社が承認した時から効⼒を⽣じます。

５ 本条の減額を⾏なったときは、保険証券に表⺬します。

（契約者配当）

第19条 この特約に対しては、契約者配当はありません。

（管轄裁判所）

第20条 この特約における給付⾦または保険料の払込の免除の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所の規定を準⽤します。

（主約款の規定の準⽤）

第21条 この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準⽤します。

（主契約が特別条件付契約の場合の特則）

第22条 主契約が特別条件付契約の場合は、主契約の特定部位不担保法により定められた特定部位に⽣じた疾病（別表18に定める感染症を直

接の原因とするときを除きます。）を直接の原因として、主契約で定められた不担保期間中に第３条（がん⼊院給付⾦の⽀払）第１項に

規定するがん⼊院給付⾦の⽀払事由に該当したときでも、がん⼊院給付⾦を⽀払いません。ただし、被保険者が不担保期間の満了⽇を含

んで継続して⼊院したときは、その⼊院については、その満了⽇の翌⽇に⼊院したものとして第３条の規定を適⽤します。
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新無事故割引特約

この特約の趣旨

この特約は、主契約に付加することにより、主契約の契約⽇から５年ごとの期間に所定の条件を満たした場合に、以後の保険料を割引くし

くみのものです。

（特約の締結）

第１条 この特約は、新終⾝医療保険�（Ⅰ型）契約（以下「主契約」といいます。）締結の際、保険契約者の申し出によって、主契約に付

加して締結します。

（無事故の定義）

第２条 この特約において「無事故」とは、つぎの各号のいずれにも該当する場合をいいます。

⑴ 主契約の疾病⼊院給付⾦（以下「疾病⼊院給付⾦」といいます。）の⽀払がないか、または疾病⼊院給付⾦の⽀払⽇数が通算して５

⽇未満の場合

⑵ 主契約の災害⼊院給付⾦（以下「災害⼊院給付⾦」といいます。）の⽀払がないか、または災害⼊院給付⾦の⽀払⽇数が通算して５

⽇未満の場合

２ 前項の場合、実際の⼊院⽇数が５⽇以上（主契約の⼊院⽇数条件の型が（５−４）型の場合は９⽇以上）であるにもかかわらず、保険

契約者、被保険者または⼊院給付⾦の受取⼈からの請求に基づく疾病⼊院給付⾦または災害⼊院給付⾦の⽀払⽇数が５⽇未満の場合を除

きます。

（保険料更改⽇および保険料確定期間）

第３条 主契約の契約⽇から起算して５年ごとの契約応当⽇を保険料更改⽇とし、契約⽇または保険料更改⽇から起算して５年間を保険料確

定期間といいます。

２ 前項の規定にかかわらず、保険料払込期間の満了⽇が直前の保険料更改⽇から５年未満の場合は、その期間を保険料確定期間とします。

（保険料の割引）

第４条 会社は、被保険者が、各保険料確定期間の満了時に⽣存し、かつ、その保険料確定期間において無事故に該当するときは、各保険料

確定期間のつぎに到来する保険料確定期間の保険料（新終⾝医療�⽤通院特約（Ⅰ型）が付加されている場合はその保険料を含みます。

以下同じ。）を会社の定める⽅法で計算し、割引きます。

２ 前項の規定にかかわらず、直前の保険料確定期間に⽀払事由が発⽣した疾病⼊院給付⾦または災害⼊院給付⾦（以下「⼊院給付⾦」と

いいます。）の請求を受け、無事故に該当しない⼊院給付⾦が⽀払われることとなったときは、この⼊院給付⾦の⽀払は、直前の保険料

確定期間における⽀払とみなし、⼊院給付⾦の請求⽇が属する保険料確定期間の保険料を割引きません。この場合、すでに保険料が割引

かれていた場合は、保険料の割引が⾏なわれなかったものとして差額を精算し、以後この保険料確定期間の保険料を割引がなかったもの

とした保険料に改めます。

３ 被保険者が同⼀の事由により２回以上⼊院し、それらの⼊院が主契約の普通保険約款（以下「主約款」といいます。）第３条（保険⾦

および給付⾦の⽀払）第７項または第９項の規定により１回の⼊院とみなされる場合で、それらの⼊院の最初の⼊院⽇と最後の退院⽇と

の期間中に保険料更改⽇があるときは、それらの⼊院は、最初の⼊院が⼊院給付⾦の⽀払事由に定める⼊院⽇数条件の型の⼊院⽇数条件

を満たした⽇の属する保険料確定期間における⼊院給付⾦の⽀払とみなします。

４ 前項に該当する場合を除き、保険料更改⽇を含んで継続している⼊院（主約款第３条第11項の規定により、継続した１回の⼊院とみな

される⼊院を含みます。）は、その⼊院が、⼊院給付⾦の⽀払事由に定める⼊院⽇数条件の型の⼊院⽇数条件を満たした⽇の属する保険

料確定期間における⼊院給付⾦の⽀払とみなします。

（保険料が割引かれる場合の計算）

第５条 第４条（保険料の割引）の規定に該当した場合の当該保険料確定期間の保険料は、つぎの算式により計算した⾦額とします。

第１回保険料−（第１回保険料×10％）×割引回数

２ 前項の割引回数は契約⽇から通算した回数とし、最⾼５回を限度とします。

（特約の失効）

第６条 主契約が効⼒を失ったときは、この特約も同時に効⼒を失います。

（特約の復活）

第７条 主契約の復活請求があった場合には、この特約についても同時に復活の請求があったものとします。

２ 前項のほか、この特約の復活については、主約款の復活に関する規定を準⽤します。

（特約の解約）

第８条 この特約のみの解約は取り扱いません。

（特約の消滅）

第９条 この特約は、主契約が消滅したときに消滅します。
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（この特約が適⽤された場合の主契約の取り扱い）

第10条 この特約適⽤後の主契約については、つぎの各号のとおり取り扱います。

⑴ 主約款第10条（保険料払込⽅法〈経路〉）第２項または第３項の規定により保険料払込⽅法〈経路〉（以下「払込経路」といいます。）

が変更された場合の変更後の払込経路における保険料は、この特約締結時から変更後の払込経路を選択したものとみなして第５条（保

険料が割引かれる場合の計算）の規定により計算します。

⑵ 主約款第11条（保険料の前納および⼀括払）第１号中「将来の保険料」とあるのを「その保険料確定期間中の保険料」に、第２号中

「当⽉分以後の保険料」とあるのを「その保険料確定期間中の当⽉分以後の保険料」に読み替えます。

⑶ 主約款第22条（保険料払込⽅法〈回数〉の変更）により、保険料払込⽅法〈回数〉（以下「払込回数」といいます。）が変更された場

合の変更後の払込回数における保険料は、この特約締結時から変更後の払込回数を選択したものとみなして第５条（保険料が割引かれ

る場合の計算）の規定により計算します。

⑷ 主約款第23条（保険料払込期間の変更）の規定は、取り扱いません。

⑸ 主約款第24条（⼊院給付⾦⽇額の増額）の規定は、取り扱いません。

⑹ 主約款第25条（⼊院給付⾦⽇額の減額）の規定により、⼊院給付⾦⽇額が減額された場合、第５条（保険料が割引かれる場合の計

算）第１項中「第１回保険料」とあるのを「減額後の⼊院給付⾦⽇額に対する第１回保険料」と読み替え、割引回数は契約⽇から通算

した回数とし、最⾼５回を限度とします。

（主約款の規定の準⽤）

第11条 この特約条項に別段の定めのない事項については、主約款の規定を準⽤します。
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新終⾝医療�⽤家族医療特約

この特約の趣旨

この特約は、主契約の被保険者の妻または⼦が疾病あるいは不慮の事故による傷害の治療を⽬的として⼊院した場合に、所定の給付を⾏な

うことを主な内容とします。

（特約の締結および責任開始期）

第１条 この特約は、新終⾝医療保険�契約（以下「主契約」といいます。）締結の際、保険契約者の申し出によって、主契約に付加して締

結します。

２ この特約の責任開始期は、主契約と同⼀とします。

３ 前２項の規定にかかわらず、主契約の責任開始期以後、保険契約者から申し出があった場合、会社が承諾したときは、この特約を主契

約に付加することができます。この場合、この特約の責任開始期はつぎのとおりとし、この責任開始の⽇をこの特約の中途付加⽇としま

す。

⑴ 会社がこの特約の付加を承諾した後に、この特約の第１回保険料を受け取った場合

第１回保険料を受け取った時

⑵ この特約の第１回保険料相当額を受け取った後に、会社がこの特約の付加を承諾した場合

この特約の第１回保険料相当額を受け取った時。ただし、被保険者に関する告知の前に受け取った場合には告知の時

４ 前項の場合、この特約の保険料は、中途付加⽇直前の主契約の年単位の契約応当⽇（中途付加⽇と年単位の契約応当⽇が⼀致する場合

はその応当⽇）における主契約の被保険者の満年齢により計算します。

５ 前項の規定にかかわらず、この特約の第１回保険料（第１回保険料相当額を含みます。）については、会社の定めた⽅法で計算した⾦

額を払い込むことを要します。

６ 第３項の規定によってこの特約を主契約に付加したときは、保険証券に表⺬します。

７ この特約の責任開始期以後にこの特約の被保険者となった者については、被保険者となった時からこの特約の責任を開始します。

（特約の型）

第２条 この特約の型はつぎのとおりとし、主契約で選択された保険契約の型と同⼀とします。

（特約の被保険者の型および範囲）

第３条 保険契約者は、この特約の付加の際、つぎの被保険者の型のいずれかを指定してください。

２ この特約の被保険者は、つぎの各号に定める者とします。

⑴ 妻 この特約の付加の際、主契約の被保険者と同⼀⼾籍にその妻として記載されている者をいい、以下単に「妻」といいます。

⑵ ⼦ 主契約の被保険者と同⼀⼾籍にその⼦として記載されている者のうち満20歳未満の者をいい、以下単に「⼦」といいます。

３ 前項に定める者のうち、会社は、告知書に基づく選択上、引き受けられないと認めた者に対し、保険契約者の同意を得てその者を除い

てこの特約を締結します。

（被保険者の資格の得喪）

第４条 この特約の責任開始期以後にこの特約の被保険者に該当することとなった者がある場合には、保険契約者は、必要書類（別表10）を

会社の本社または会社の指定した場所に提出してください。会社が承諾する場合には、保険証券にその旨を表⺬する⽅法によります。承

諾した場合には、必要書類を提出した時からこの特約の被保険者となります。ただし、⼦型の場合、新たに出⽣した⼦については出⽣し

た時からこの特約の被保険者となります。

２ つぎの各号に該当した場合には、該当した⽇からこの特約の被保険者でなくなります。

⑴ 主契約の被保険者と同⼀⼾籍でなくなった⽇。ただし、主契約の被保険者の死亡による場合を除きます。

⑵ ⼦が満20歳になった⽇

（保険⾦および給付⾦の⽀払）

第５条 この保険契約の保険⾦および給付⾦の⽀払はつぎのとおりです。

新
終
⾝
医
療
�
⽤
家
族
医
療
特
約

106



新
終
⾝
医
療
�
⽤
家
族
医
療
特
約

107



２ この特約の家族疾病⼊院給付⾦および家族災害⼊院給付⾦について、それぞれの⼊院⽇数条件の型および⼊院⽇数条件はつぎの各号の

とおりとし、主契約で選択された⼊院⽇数条件の型と同⼀とします。また、その型は以後変更できません。

⑴ 家族疾病⼊院給付⾦の⼊院⽇数条件の型

⑵ 家族災害⼊院給付⾦の⼊院⽇数条件の型
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３ この特約が妻型の場合、被保険者の死亡が免責事由に該当したことによって家族死亡保険⾦が⽀払われないときは、会社は、この特約

の責任準備⾦（責任準備⾦が家族死亡保険⾦を超える場合は家族死亡保険⾦相当額）を保険契約者に⽀払います。

４ 前項の規定にかかわらず、保険契約者が故意に被保険者を死亡させたときは、この特約の責任準備⾦その他の返戻⾦は⽀払いません。

５ 同⼀の被保険者が家族疾病⼊院給付⾦の⽀払事由に該当する⼊院を開始した時に異なる疾病を併発していた場合、またはその⼊院中に

異なる疾病を併発した場合は、その⼊院開始の直接の原因となった疾病により継続して⼊院したものとみなして取り扱います。

６ 同⼀の被保険者が家族疾病⼊院給付⾦の⽀払事由に該当する⼊院を２回以上し、かつ、それぞれの⼊院の直接の原因となった疾病、不

慮の事故、不慮の事故以外の外因による傷害または異常分娩が同⼀かまたは医学上重要な関係があると会社が認めたときは、１回の⼊院

とみなして本条および第７条（家族疾病⼊院給付⾦および家族災害⼊院給付⾦の⽀払限度の型）第１項の規定を適⽤します。ただし、家

族疾病⼊院給付⾦が⽀払われることとなった最終の⼊院の退院⽇の翌⽇からその⽇を含めて180⽇経過後に開始した⼊院については、新

たな⼊院とみなします。

７ この特約の型がⅠ型の場合、同⼀の被保険者が２以上の不慮の事故により⼊院した場合は、⼊院開始の直接の原因となった不慮の事故

（以下本項において「主たる不慮の事故」といいます。）に対する家族災害⼊院給付⾦を⽀払い、主たる不慮の事故以外の不慮の事故（以

下本項において「異なる不慮の事故」といいます。）に対する家族災害⼊院給付⾦は⽀払いません。ただし、その⼊院中に主たる不慮の

事故により家族災害⼊院給付⾦が⽀払われる期間が終了したときは、異なる不慮の事故により家族災害⼊院給付⾦を⽀払います。この場

合、異なる不慮の事故に対する家族災害⼊院給付⾦の⽀払額は、主たる不慮の事故により家族災害⼊院給付⾦が⽀払われる期間が終了し

た⽇の翌⽇からその⽇を含めた⼊院⽇数に家族⼊院給付⾦⽇額を乗じた⾦額とします。

８ この特約の型がⅠ型の場合、同⼀の被保険者が、家族災害⼊院給付⾦の⽀払事由に該当する⼊院を２回以上し、かつ、それぞれの⼊院

の直接の原因となった不慮の事故が同⼀であるときは、１回の⼊院とみなして本条の規定を適⽤します。ただし、その事故の⽇からその

⽇を含めて180⽇以内に開始した⼊院に限ります。

９ この特約の型がⅠ型の場合、同⼀の被保険者について、家族疾病⼊院給付⾦と家族災害⼊院給付⾦の⽀払事由が重複する場合には、会

社は、家族疾病⼊院給付⾦と家族災害⼊院給付⾦を重複して⽀払いません。この場合、その⼊院開始の直接の原因に応じて、家族疾病⼊

院給付⾦または家族災害⼊院給付⾦を⽀払います。また、重複して⽀払われない家族疾病⼊院給付⾦または家族災害⼊院給付⾦の⼊院⽇

数については、家族疾病⼊院給付⾦または家族災害⼊院給付⾦の⽀払限度の計算には算⼊しません。

10 同⼀の被保険者が転⼊院または再⼊院をした場合、転⼊院または再⼊院を証する書類があり、かつ、会社がこれを認めたときは、継続

した１回の⼊院とみなして第１項の規定を適⽤します。

11 同⼀の被保険者が第１項に規定する⼊院中に、第４条（被保険者の資格の得喪）第２項の規定により、この特約の被保険者の資格を喪

失したときには、その発⽣時を含んで継続している⼊院は、この特約の保険期間中の⼊院とみなします。

12 被保険者の⼊院中に、この特約の家族⼊院給付⾦⽇額が変更された場合には、家族疾病⼊院給付⾦および家族災害⼊院給付⾦の⽀払額

は、各⽇現在の家族⼊院給付⾦⽇額に基づいて計算します。

13 同⼀の被保険者が責任開始期前に⽣じた疾病、不慮の事故または不慮の事故以外の外因を原因として⼊院した場合でも、責任開始期の

属する⽇から起算して２年を経過した後に⼊院を開始したときは、その⼊院は、責任開始期以後の原因によるものとみなして、第１項の

規定を適⽤して家族疾病⼊院給付⾦を⽀払います。

14 同⼀の被保険者が時期を同じくして家族疾病⼿術給付⾦の⽀払事由に該当する２種類以上の⼿術を受けた場合または家族災害⼿術給付

⾦の⽀払事由に該当する２種類以上の⼿術を受けた場合には、第１項の規定にかかわらず、別表５に定める給付倍率の最も⾼いいずれか

１種類の⼿術についてのみ家族疾病⼿術給付⾦または家族災害⼿術給付⾦を⽀払います。

15 同⼀の被保険者が責任開始期前に⽣じた疾病、不慮の事故または不慮の事故以外の外因を原因として⼿術を受けた場合でも、責任開始

期の属する⽇から起算して２年を経過した後に⼿術を受けたときは、その⼿術は責任開始期以後の原因によるものとみなして第１項の規

定を適⽤して家族疾病⼿術給付⾦を⽀払います。

16 保険契約者が法⼈で、かつ、保険契約者が主契約の死亡保険⾦受取⼈の場合には、第１項の規定にかかわらず、保険契約者を家族死亡

保険⾦、家族疾病⼊院給付⾦、家族災害⼊院給付⾦、家族疾病⼿術給付⾦および家族災害⼿術給付⾦の受取⼈とします。ただし、保険契

約者から申し出があり、会社がその旨を保険証券に記載したときは、主契約の被保険者を家族死亡保険⾦、家族疾病⼊院給付⾦、家族災

害⼊院給付⾦、家族疾病⼿術給付⾦および家族災害⼿術給付⾦の受取⼈とします。

（保険⾦および給付⾦の削減⽀払）

第６条 戦争その他の変乱によって死亡した被保険者の数の増加が、この特約の計算の基礎に影響を及ぼすと会社が認めたときは、前条の規

定にかかわらず、会社は、死亡保険⾦を削減して⽀払います。

２ つぎのいずれかにより給付⾦の⽀払事由に該当した被保険者の数の増加が、この特約の計算の基礎に影響を及ぼすと会社が認めたとき

は、前条の規定にかかわらず、会社は、給付⾦を削減して⽀払うか、または給付⾦を⽀払わないことがあります。

⑴ 地震、噴⽕または津波

⑵ 戦争その他の変乱

（家族疾病⼊院給付⾦および家族災害⼊院給付⾦の⽀払限度の型）

第７条 この特約の同⼀被保険者についての家族疾病⼊院給付⾦および家族災害⼊院給付⾦の⽀払限度は、型に応じつぎのとおりとし、この
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特約の⽀払限度の型は、主契約において選択された⽀払限度の型と同⼀とします。

⑴ 40⽇型

①家族疾病⼊院給付⾦………１回の⼊院についての⽀払限度は、⽀払⽇数40⽇とし、通算⽀払限度は、⽀払⽇数1000⽇とします。

②家族災害⼊院給付⾦………同⼀の不慮の事故による⼊院についての⽀払限度は、⽀払⽇数40⽇とし、通算⽀払限度は、⽀払⽇数

1000⽇とします。

⑵ 60⽇型

①家族疾病⼊院給付⾦………１回の⼊院についての⽀払限度は、⽀払⽇数60⽇とし、通算⽀払限度は、⽀払⽇数1000⽇とします。

②家族災害⼊院給付⾦………同⼀の不慮の事故による⼊院についての⽀払限度は、⽀払⽇数60⽇とし、通算⽀払限度は、⽀払⽇数

1000⽇とします。

⑶ 90⽇型

①家族疾病⼊院給付⾦………１回の⼊院についての⽀払限度は、⽀払⽇数90⽇とし、通算⽀払限度は、⽀払⽇数1000⽇とします。

②家族災害⼊院給付⾦………同⼀の不慮の事故による⼊院についての⽀払限度は、⽀払⽇数90⽇とし、通算⽀払限度は、⽀払⽇数

1000⽇とします。

⑷ 120⽇型

① 家族疾病⼊院給付⾦………１回の⼊院についての⽀払限度は、⽀払⽇数120⽇とし、通算⽀払限度は、⽀払⽇数1000⽇とします。

② 家族災害⼊院給付⾦………同⼀の不慮の事故による⼊院についての⽀払限度は、⽀払⽇数120⽇とし、通算⽀払限度は、⽀払⽇

数1000⽇とします。

⑸ 180⽇型

① 家族疾病⼊院給付⾦………１回の⼊院についての⽀払限度は、⽀払⽇数180⽇とし、通算⽀払限度は、⽀払⽇数1000⽇とします。

② 家族災害⼊院給付⾦………同⼀の不慮の事故による⼊院についての⽀払限度は、⽀払⽇数180⽇とし、通算⽀払限度は、⽀払⽇

数1000⽇とします。

⑹ 360⽇型

① 家族疾病⼊院給付⾦………１回の⼊院についての⽀払限度は、⽀払⽇数360⽇とし、通算⽀払限度は、⽀払⽇数1000⽇とします。

② 家族災害⼊院給付⾦………同⼀の不慮の事故による⼊院についての⽀払限度は、⽀払⽇数360⽇とし、通算⽀払限度は、⽀払⽇

数1000⽇とします。

⑺ 1000⽇型

① 家族疾病⼊院給付⾦………１回の⼊院についての⽀払限度および通算⽀払限度は、⽀払⽇数1000⽇とします。

② 家族災害⼊院給付⾦………同⼀の不慮の事故による⼊院についての⽀払限度および通算⽀払限度は、⽀払⽇数1000⽇とします。

２ 前項により選択された⽀払限度の型は変更することができません。

（保険⾦または給付⾦の請求、⽀払時期および⽀払場所）

第８条 保険⾦または給付⾦の⽀払事由が⽣じたときは、保険契約者または主契約の被保険者はただちに会社に通知してください。

２ ⽀払事由が⽣じた保険⾦または給付⾦の受取⼈は、すみやかに必要書類（別表10）を会社に提出して保険⾦または給付⾦を請求してく

ださい。

３ 前２項のほか、この特約による保険⾦または給付⾦の請求、⽀払時期および⽀払場所については、主契約の普通保険約款（以下「主約

款」といいます。）の保険⾦または給付⾦の請求、⽀払時期および⽀払場所に関する規定を準⽤します。

（特約の保険料の払込の免除）

第９条 つぎのいずれかに該当した場合は、会社は将来に向かってこの特約の次期以降の保険料の払込を免除します。

⑴ 主契約の規定により、主契約の保険料の払込が免除された場合

⑵ 主契約の被保険者が死亡し、主契約の死亡保険⾦が⽀払われた（削減⽀払の場合を含みます。）ことにより、主契約が消滅した場合

２ 前項第１号の規定により保険料の払込が免除された場合には、保険料は以後払込期⽉ごとに払込があったものとして取り扱います。

３ 前２項のほか、この特約の保険料の払込の免除については、主約款の保険料の払込の免除に関する規定を準⽤します。

４ 保険料払込⽅法が⼀時払の場合には、本条の規定は適⽤しません。

（特約の保険料払込期間および保険料の払込）

第10条 この特約の保険料払込期間は、主契約の保険料払込期間と同⼀とします。

２ この特約の保険料は、前項の保険料払込期間中、主契約の保険料とともに払い込むことを要します。保険料の前納または⼀括払の場合

も同様とします。この場合、主約款の保険料の払込に関する規定を準⽤します。

３ 主契約の保険料が払い込まれ、この特約の保険料が払い込まれない場合には、この特約は、猶予期間満了⽇の翌⽇に解約されたものと

します。

（特約の失効）

第11条 主契約が効⼒を失ったときは、この特約も同時に効⼒を失います。

（猶予期間中に保険事故が⽣じた場合）

第12条 猶予期間中に、保険⾦または給付⾦の⽀払事由が⽣じた場合には、会社は、未払込保険料を保険⾦または給付⾦から差し引きます。

２ 保険⾦または給付⾦が前項の未払込保険料に不⾜する場合には、保険契約者は、その猶予期間の満了する⽇までに未払込保険料を払い

込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場合には、この特約は猶予期間満了⽇の翌⽇から効⼒を失い、会社は保険⾦または

給付⾦を⽀払いません。
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（特約の復活）

第13条 主契約の復活請求の際に、保険契約者から別段の申し出がないときは、この特約も同時に復活の請求があったものとします。

２ 前項のほか、この特約の復活については、主約款の復活に関する規定を準⽤します。

（告知義務および告知義務違反による解除）

第14条 この特約の締結、復活または家族⼊院給付⾦⽇額の増額に際しての告知義務および告知義務違反による解除については、主約款の告

知義務および告知義務違反による解除に関する規定を準⽤します。

（重⼤事由による解除）

第15条 会社は、つぎの各号のいずれかに定める事由が⽣じた場合には、この特約を将来に向かって解除することができます。

⑴ 保険契約者、被保険者または保険⾦もしくは給付⾦の受取⼈が保険⾦または給付⾦（保険料払込免除を含みます。また、他の保険契

約の保険⾦等を含み、保険種類および保険⾦等の名称の如何を問いません。以下本項において同じ。）を詐取する⽬的もしくは他⼈に

保険⾦または給付⾦を詐取させる⽬的で事故招致（未遂を含みます。）をした場合

⑵ 保険⾦または給付⾦の請求に関し、保険⾦または給付⾦の受取⼈に詐欺⾏為があった場合

⑶ 他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる給付⾦額等の合計額が著しく過⼤であって、保険制度の⽬的に反する状態がもた

らされるおそれがある場合

⑷ その他この特約を継続することを期待しえない第１号から前号までに掲げる事由と同等の事由がある場合

２ 保険⾦および給付⾦の⽀払事由または保険料の払込の免除事由が⽣じた後でも、会社は、前項の規定によってこの特約を解除すること

ができます。この場合には、会社は、保険⾦および給付⾦を⽀払わず、また、保険料の払込を免除しません。もし、すでに保険⾦または

給付⾦を⽀払っていたときは、その返還を請求し、また、保険料の払込を免除していたときは、払込を免除した保険料の払込がなかった

ものとして取り扱います。

３ 本条による解除は、保険契約者に対する通知によって⾏ないます。ただし、正当な事由によって保険契約者に通知できない場合には、

会社は、被保険者または保険⾦もしくは給付⾦の受取⼈に通知します。

４ この特約を解除した場合は、会社は、解約返戻⾦があるときはこれを保険契約者に払い戻します。

（特約の解約）

第16条 保険契約者は、将来に向かって、この特約を解約することができます。

２ 保険契約者が本条の請求をするときは、必要書類（別表10）を会社の本社または会社の指定した場所に提出してください。

３ 本条の規定によりこの特約が解約されたときは、保険証券に表⺬します。

（特約の返戻⾦）

第17条 この特約の解約返戻⾦は、保険料払込期間中の場合には、この特約の保険料を払い込んだ年⽉数および経過年⽉数により、保険料払

込済の場合には、その経過した年⽉数により計算します。ただし、この特約の保険⾦額を限度とします。

２ この特約の責任準備⾦は、保険料払込期間中の場合には、この特約の保険料を払い込んだ年⽉数および経過年⽉数により、保険料払込

済の場合には、その経過した年⽉数により計算します。

３ 本条の返戻⾦の請求、⽀払時期および⽀払場所については、主約款の返戻⾦の請求、⽀払時期および⽀払場所に関する規定を準⽤しま

す。

（特約の消滅）

第18条 つぎのいずれかに該当したときは、この特約は消滅します。

⑴ 主契約が保険⾦の⽀払事由の発⽣により消滅したとき。ただし、主契約の保険⾦を⽀払ったことにより、主契約が消滅した場合を除

きます。

⑵ 主契約が解約その他の事由により消滅したとき

⑶ この特約の被保険者の型が妻型の場合、被保険者が死亡したとき

⑷ この特約の被保険者の型が妻型の場合、被保険者が第４条（被保険者の資格の得喪）第２項第１号の規定に該当したとき。この場合、

保険契約者はすみやかに会社にその旨を通知してください。

２ 第１項第１号の場合、会社は、この特約の責任準備⾦（責任準備⾦が家族死亡保険⾦をこえる場合は家族死亡保険⾦相当額）を⽀払い

ます。ただし、保険契約者が故意に主契約の被保険者を死亡させたときは、この特約の責任準備⾦その他の返戻⾦は⽀払いません。

３ 第１項第２号および第４号の場合、会社は、この特約の解約返戻⾦を保険契約者に⽀払います。

（特約の保険料払込期間の変更）

第19条 この特約のみの保険料払込期間の変更は取り扱いません。

２ 主契約の保険料払込期間が変更された場合には、この特約の保険料払込期間も同時に同じ期間に変更されるものとします。

３ 前項の規定によって、この特約の保険料払込期間が変更された場合には、保険証券に表⺬します。

（家族⼊院給付⾦⽇額の増額）

第20条 保険契約者は、主契約の被保険者の同意および会社の承諾を得て、家族⼊院給付⾦⽇額の増額を請求することができます。

２ 保険契約者が本条の増額を請求するときは、必要書類（別表10）を会社の本社または会社の指定した場所に提出してください。

３ 会社が本条の増額を承諾した場合には、会社は会社所定の⾦額を受け取った時（告知前に受け取った場合には、告知の時）から増額分

に対する特約上の責任を開始し、この⽇を特約の増額⽇とします。

４ 本条の増額が⾏なわれた場合には、将来の保険料を改めます。

５ 本条の増額を⾏なったときは、保険証券に表⺬します。
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６ つぎの場合には、会社は、本条の増額を取り扱いません。

⑴ 増額後の家族⼊院給付⾦⽇額が、会社の定める限度をこえるとき

⑵ この特約を付加した⽇、最後の復活⽇もしくは増額⽇からその⽇を含めて２年未満のとき

（家族⼊院給付⾦⽇額の減額）

第21条 保険契約者は、家族⼊院給付⾦⽇額の減額を請求することができます。ただし、会社は、減額後の家族⼊院給付⾦⽇額が会社の定め

る限度を下まわる減額は取り扱いません。

２ 主契約の⼊院給付⾦⽇額が減額され、この特約の家族⼊院給付⾦⽇額が会社所定の限度をこえるときは、その限度までこの特約の家族

⼊院給付⾦⽇額を減額します。

３ 保険契約者が本条の減額を請求するときは、必要書類（別表10）を会社の本社または会社の指定した場所に提出してください。

４ 本条の減額が⾏なわれたときは、減額分は解約されたものとみなします。

５ 本条の減額は、会社が承認した時から効⼒を⽣じます。

６ 本条の減額を⾏なったときは、保険証券に表⺬します。

（契約者配当）

第22条 この特約に対しては、契約者配当はありません。

（管轄裁判所）

第23条 この特約における保険⾦、給付⾦または保険料の払込の免除の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所の規定を準⽤しま

す。

（主約款の規定の準⽤）

第24条 この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準⽤します。

（特約に特別条件をつける場合の特則）

第25条 この特約を締結する際、被保険者の健康状態その他が会社の定める普通の標準に適合しないときは、会社は、その危険の種類および

程度に応じて、つぎの各号のいずれかまたはそれらを併⽤した⽅法により、この特約上の責任を負います。

⑴ 特定部位・指定疾病不担保法

この⽅法による場合には、別表６に定める特定部位または指定疾病（これと医学上重要な関係があると会社が認めた疾病を含みま

す。）のうち、会社が指定した特定部位に⽣じた疾病（不慮の事故または別表18に定める感染症を直接の原因とするときを除きます。）

または指定疾病を直接の原因として、会社が定める不担保期間中に第５条（保険⾦および給付⾦の⽀払）第１項第２号または第４号に

規定する⽀払事由に該当したときでも、家族疾病⼊院給付⾦または家族疾病⼿術給付⾦を⽀払いません。ただし、被保険者が不担保期

間の満了⽇を含んで継続して⼊院したときは、その⼊院については、その満了⽇の翌⽇に⼊院したものとして第５条の規定を適⽤しま

す。

⑵ 特別保険料領収法

普通保険料に会社の定める特別保険料を加算した⾦額をこの特約の払込保険料とし、その払込保険料に対する解約返戻⾦は第17条

（返戻⾦）第１項の規定により計算します。なお、解約返戻⾦の請求、⽀払時期および⽀払場所については、第８条（保険⾦または給

付⾦の請求、⽀払時期および⽀払場所）の規定を準⽤します。

［家族死亡保険⾦不担保特則］

（特則の付加）

第26条 主契約に死亡保険⾦不担保特則が付加された場合には、この特則を同時に付加します。

２ この特則のみの解約はできません。

（この特約の被保険者が死亡した場合等）

第27条 前条の規定によりこの特則を付加した特約については、第５条（保険⾦および給付⾦の⽀払）に規定する家族死亡保険⾦はありませ

ん。

２ この特則を付加した場合、第５条第16項中「保険契約者が法⼈で、かつ、保険契約者が主契約の死亡保険⾦受取⼈の場合には、」とあ

るのを「保険契約者が法⼈の場合には、」と読み替えます。

３ この特則を付加した場合、第９条（特約の保険料の払込の免除）第１項第２号中「死亡し、主契約の死亡保険⾦が⽀払われた（削減⽀

払の場合を含みます。）ことにより、」とあるのを「死亡したことにより、」と読み替えます。

４ この特則を付加した場合、第17条（特約の返戻⾦）第１項に規定する解約返戻⾦はありません。

５ この特則を付加した場合、第18条（特約の消滅）第１項第１号の規定は適⽤しません。

６ この特約の被保険者が死亡した場合には、保険契約者または給付⾦の受取⼈は、ただちに会社に通知してください。

［がん不担保特則］

（特則の付加）

第28条 保険契約者は、この特約締結の際、会社の承諾を得て、この特則を付加することができます。
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２ この特則のみの解約はできません。

（がんを原因とした給付⾦を⽀払わない場合）

第29条 前条の規定によりこの特則を付加した特約については、別表９に定める悪性新⽣物（以下「がん」といいます。）を直接の原因とし

て第５条（保険⾦および給付⾦の⽀払）第１項第２号および第４号に規定する家族疾病⼊院給付⾦または家族疾病⼿術給付⾦の⽀払事由

に該当した場合でも、家族疾病⼊院給付⾦または家族疾病⼿術給付⾦の⽀払事由に該当したとはみなさず、家族疾病⼊院給付⾦および家

族疾病⼿術給付⾦は⽀払いません。

２ 前項の規定にかかわらず、がんを直接の原因とした⼊院中にがん以外の他の疾病（以下「他の疾病」といいます。）を併発した場合は、

他の疾病を併発した⽇に他の疾病の治療を⽬的とする⼊院を開始したとみなして、第５条第１項第２号の規定を適⽤します。

３ 第５条第５項の規定にかかわらず、他の疾病の治療を⽬的とする⼊院中にがんと診断され、その⼊院が継続した場合は、がんの治療の

みを直接の⽬的としたと判断される⼊院⽇数については、第５条第１項第２号における⼊院⽇数には算⼊しません。
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医療⽤家族⼿術⾒舞⾦特約

この特約の趣旨

この特約は、主契約の被保険者の妻または⼦が疾病または不慮の事故による傷害により⼊院をして⼿術を受けた場合に、所定の給付を⾏な

うものです。

（特約の締結および責任開始期）

第１条 この特約は、主たる保険契約（以下「主契約」といいます。）締結の際、保険契約者の申し出により医療�⽤家族災害⼿術特約とあ

わせて主契約に付加して締結します。

２ この特約の責任開始期は、主契約と同⼀とします。

３ 前２項の規定にかかわらず、主契約の責任開始期以後、保険契約者から申し出があった場合、会社が承諾したときは、この特約を主契

約に付加することができます。この場合、この特約の責任開始期はつぎのとおりとし、この責任開始の⽇をこの特約の中途付加⽇としま

す。

⑴ 会社がこの特約の付加を承諾した後に、この特約の第１回保険料を受け取った場合

第１回保険料を受け取った時

⑵ この特約の第１回保険料相当額を受け取った後に、会社がこの特約の付加を承諾した場合

この特約の第１回保険料相当額を受け取った時。ただし、被保険者に関する告知の前に受け取った場合には告知の時

４ 前項の場合、この特約の保険料は、中途付加⽇直前の主契約の年単位の契約応当⽇（中途付加⽇と年単位の契約応当⽇が⼀致する場合

はその応当⽇）における主契約の被保険者の満年齢により計算します。

５ 前項の規定にかかわらず、この特約の第１回保険料（第１回保険料相当額を含みます。）については、会社の定めた⽅法で計算した⾦

額を払い込むことを要します。

６ 第３項の規定によってこの特約を主契約に付加したときは、保険証券に表⺬します。

７ この特約の責任開始期以後にこの特約の被保険者となった者については、被保険者となった時からこの特約の責任を開始します。

（特約の被保険者の型および範囲）

第２条 この特約の被保険者の型は、医療�⽤家族医療特約において指定された被保険者の型と同⼀とします。

２ この特約の被保険者は、つぎの各号に定める者とします。

⑴ 妻 この特約の付加の際、主契約の被保険者と同⼀⼾籍にその妻として記載されている者をいい、以下単に「妻」といいます。

⑵ ⼦ 主契約の被保険者と同⼀⼾籍にその⼦として記載されている者のうち満20歳未満の者をいい、以下単に「⼦」といいます。

３ 前項に定める者のうち、会社は、告知書に基づく選択上、引き受けられないと認めた者に対し、保険契約者の同意を得てその者を除い

てこの特約を締結します。

（被保険者の資格の得喪）

第３条 この特約の責任開始期以後にこの特約の被保険者に該当することとなった者がある場合には、保険契約者は、必要書類（別表17）を

会社の本社または会社の指定した場所に提出してください。会社が承諾する場合には、保険証券にその旨を表⺬する⽅法によります。承

諾した場合には、必要書類を提出した時からこの特約の被保険者となります。ただし、⼦型の場合、新たに出⽣した⼦については出⽣し

た時からこの特約の被保険者となります。

２ つぎの各号に該当した場合には、該当した⽇からこの特約の被保険者でなくなります。

⑴ 主契約の被保険者と同⼀⼾籍でなくなった⽇。ただし、主契約の被保険者の死亡による場合を除きます。

⑵ ⼦が満20歳になった⽇

（家族⼿術⾒舞⾦の⽀払）

第４条 この特約の給付⾦の⽀払はつぎのとおりです。
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２ 同⼀の被保険者が時期を同じくして、家族⼿術⾒舞⾦の⽀払事由に該当する２種類以上の⼿術を受けた場合には、第１項の規定にかか

わらず、いずれか１種類の⼿術についてのみ家族⼿術⾒舞⾦を⽀払います。

３ 同⼀の被保険者が家族⼿術給付⾦の⽀払事由に該当する⼿術と時期を同じくして第１項に定める⼿術を受けた場合には、家族⼿術⾒舞

⾦を⽀払いません。

４ 同⼀の被保険者がその責任開始期前に⽣じた疾病、不慮の事故または不慮の事故以外の外因を原因として⼿術を受けた場合でも、責任

開始期の属する⽇から起算して２年を経過した後に⼿術を受けたときは、その⼿術は、責任開始期以後の原因によるものとみなして第１

項の規定を適⽤して家族⼿術⾒舞⾦を⽀払います。

５ 保険契約者が法⼈で、かつ、保険契約者が主契約の死亡保険⾦受取⼈の場合には、第１項の規定にかかわらず、保険契約者を家族⼿術

⾒舞⾦の受取⼈とします。ただし、保険契約者から申し出があり、会社がその旨を保険証券に記載したときは、主契約の被保険者を家族

⼿術⾒舞⾦の受取⼈とします。

（家族⼿術⾒舞⾦の削減⽀払）

第５条 つぎのいずれかにより家族⼿術⾒舞⾦の⽀払事由に該当した被保険者の数の増加が、この特約の計算の基礎に影響を及ぼすと会社が

認めたときは、前条の規定にかかわらず、会社は、家族⼿術⾒舞⾦を削減して⽀払うか、またはこの給付⾦を⽀払わないことがあります。

⑴ 地震、噴⽕または津波

⑵ 戦争その他の変乱

（家族⼿術⾒舞⾦の請求、⽀払時期および⽀払場所）

第６条 家族⼿術⾒舞⾦の⽀払事由が⽣じたときは、保険契約者または家族⼿術⾒舞⾦の受取⼈はただちに会社に通知してください。

２ ⽀払事由が⽣じた家族⼿術⾒舞⾦の受取⼈は、すみやかに必要書類（別表17）を会社に提出して家族⼿術⾒舞⾦を請求してください。

３ 前２項のほか、この特約による家族⼿術⾒舞⾦の請求、⽀払時期および⽀払場所については、主契約の普通保険約款（以下「主約款」

といいます。）の保険⾦または給付⾦の請求、⽀払時期および⽀払場所に関する規定を準⽤します。

（特約保険料の払込の免除）

第７条 この特約と同時に付加されている医療�⽤家族医療特約の規定によりその特約の保険料の払込が免除された場合には、同時にこの特

約の保険料の払込を免除します。
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２ 前項の規定により保険料の払込が免除された場合には、医療�⽤家族医療特約の保険料の払込の免除に関する規定を準⽤します。

３ 保険料払込⽅法が⼀時払の場合には、医療�⽤家族医療特約の規定を準⽤します。

（特約の保険期間、保険料払込期間および保険料の払込）

第８条 この特約の保険期間および保険料払込期間は、主契約の保険期間および保険料払込期間と同⼀とします。

２ この特約の保険料は、前項の保険料払込期間中、主契約の保険料とともに払い込むことを要します。保険料の前納または⼀括払の場合

も同様とします。この場合、主約款の保険料の払込に関する規定を準⽤します。

３ 主契約の保険料が払い込まれ、この特約の保険料が払い込まれない場合には、この特約は、猶予期間満了⽇の翌⽇に解約されたものと

します。

（特約の失効）

第９条 主契約が効⼒を失ったときは、この特約も同時に効⼒を失います。

（猶予期間中に保険事故が⽣じた場合）

第10条 猶予期間中に、家族⼿術⾒舞⾦の⽀払事由が⽣じた場合には、会社は、未払込保険料を家族⼿術⾒舞⾦から差し引きます。

２ 家族⼿術⾒舞⾦が前項の未払込保険料に不⾜する場合には、保険契約者は、その猶予期間の満了する⽇までに未払込保険料を払い込ん

でください。この未払込保険料が払い込まれない場合には、この特約は猶予期間満了⽇の翌⽇から効⼒を失い、会社は家族⼿術⾒舞⾦を

⽀払いません。

（特約の復活）

第11条 主契約の復活請求の際に、保険契約者から別段の申し出がないときは、この特約も同時に復活の請求があったものとします。

２ 前項のほか、この特約の復活については、主約款の復活に関する規定を準⽤します。

（告知義務および告知義務違反による解除）

第12条 この特約の締結、復活または家族⼊院給付⾦⽇額の増額に際しての告知義務および告知義務違反による解除については、主約款の告

知義務および告知義務違反による解除に関する規定を準⽤します。

（重⼤事由による解除）

第13条 会社は、つぎの各号のいずれかに定める事由が⽣じた場合には、この特約を将来に向かって解除することができます。

⑴ 保険契約者、被保険者または給付⾦の受取⼈が給付⾦（保険料払込免除を含みます。また、他の保険契約の給付⾦を含み、保険種類

および給付⾦の名称の如何を問いません。以下本項において同じ。）を詐取する⽬的もしくは他⼈に給付⾦を詐取させる⽬的で事故招

致（未遂を含みます。）をした場合

⑵ 給付⾦の請求に関し、給付⾦の受取⼈に詐欺⾏為があった場合

⑶ 他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる給付⾦額等の合計額が著しく過⼤であって、保険制度の⽬的に反する状態がもた

らされるおそれがある場合

⑷ その他この特約を継続することを期待しえない第１号から前号までに掲げる事由と同等の事由がある場合

２ 家族⼿術⾒舞⾦の⽀払事由または保険料の払込の免除事由が⽣じた後でも、会社は、前項の規定によってこの特約を解除することがで

きます。この場合には、会社は、家族⼿術⾒舞⾦を⽀払わず、また、保険料の払込を免除しません。もし、すでに家族⼿術⾒舞⾦を⽀払

っていたときは、その返還を請求し、また、保険料の払込を免除していたときは、払込を免除した保険料の払込がなかったものとして取

り扱います。

３ 本条による解除は、保険契約者に対する通知によって⾏ないます。ただし、正当な事由によって保険契約者に通知できない場合には、

会社は、被保険者または給付⾦の受取⼈に通知します。

４ この特約を解除した場合は、会社は、解約返戻⾦があるときはこれを保険契約者に払い戻します。

（特約の更新）

第14条 主契約が更新された際に、保険契約者から別段の申出がないときは、この特約も同時に更新されたものとします。

２ この特約の更新および更新後の特約の取扱については、主約款の更新に関する規定を準⽤します。

（特約の解約）

第15条 保険契約者は、将来に向かって、この特約を解約することができます。

２ 保険契約者が本条の請求をするときは、必要書類（別表17）を会社の本社または会社の指定した場所に提出してください。

３ 本条の規定によりこの特約が解約されたときは、保険証券に表⺬します。

（特約の返戻⾦）

第16条 この特約の解約返戻⾦は、保険料払込期間中の場合には、この特約の保険料を払い込んだ年⽉数および経過年⽉数により、保険料払

込済の場合には、その経過した年⽉数により計算します。

２ この特約の責任準備⾦は、保険料払込期間中の場合には、この特約の保険料を払い込んだ年⽉数および経過年⽉数により、保険料払込

済の場合には、その経過した年⽉数により計算します。

３ 本条の返戻⾦の請求、⽀払時期および⽀払場所については、主約款の返戻⾦の請求、⽀払時期および⽀払場所の規定を準⽤します。

（特約の消滅）

第17条 つぎのいずれかに該当したときは、この特約は消滅します。
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⑴ 主契約が保険⾦の⽀払事由の発⽣により消滅したとき。ただし、主契約の保険⾦を⽀払ったことにより、主契約が消滅した場合を除

きます。

⑵ 主契約が解約その他の事由により消滅したとき

⑶ この特約の被保険者の型が妻型の場合、被保険者が死亡したとき

⑷ この特約の被保険者の型が妻型の場合、被保険者が第３条（被保険者の資格の得喪）第２項第１号の規定に該当したとき。この場合、

保険契約者はすみやかに会社にその旨を通知してください。

⑸ この特約と同時に付加されている医療�⽤家族災害⼿術特約が解約その他の事由により消滅したとき

⑹ 医療�⽤家族災害⼊院特約の家族災害⼊院給付⾦⽇額が減額され、会社の定める限度を下まわったとき

２ 第１項第１号の場合、会社は、この特約の責任準備⾦を⽀払います。ただし、保険契約者が故意に主契約の被保険者を死亡させたとき

は、この特約の解約返戻⾦を⽀払います。

３ 第１項第２号、第４号、第５号および第６号の場合、会社は、この特約の解約返戻⾦を保険契約者に⽀払います。

（特約の保険期間または保険料払込期間の変更）

第18条 この特約のみの保険期間または保険料払込期間の変更は取り扱いません。

２ 主契約の保険期間または保険料払込期間が変更された場合には、この特約の保険期間または保険料払込期間も同時に同じ期間に変更さ

れるものとします。

３ 前項の規定によって、この特約の保険期間または保険料払込期間が変更された場合には、保険証券に表⺬します。

（契約者配当）

第19条 この特約に対しては、契約者配当はありません。

（法令等の改正に伴う契約内容の変更）

第20条 会社は、診療報酬点数表の改正により⼿術料の算定される⼿術の種類が変更される場合等、この特約の給付にかかわる公的医療保険

制度の変更が将来⾏なわれたときには、主務官庁の認可を得て、将来に向かって家族⼿術⾒舞⾦の⽀払事由を変更することがあります。

２ 前項の場合、認可にあたって会社の定める⽇の直後に到来する年単位の契約応当⽇の２か⽉前までに書⾯にて保険契約者に郵送により

通知します。

（管轄裁判所）

第21条 この特約における給付⾦または保険料の払込の免除の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所の規定を準⽤します。

（主約款の規定の準⽤）

第22条 この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準⽤します。

（医療�⽤家族医療特約が特別条件付契約の場合の特則）

第23条 医療�⽤家族医療特約が特別条件付契約の場合は、医療�⽤家族医療特約の特定部位・指定疾病不担保法により定められた特定部位

に⽣じた疾病（不慮の事故または別表18に定める感染症を直接の原因とするときを除きます。）または指定疾病（これと医学上重要な関

係があると会社が認めた疾病を含みます。）を直接の原因として、医療�⽤家族医療特約で定められた不担保期間中に第４条（家族⼿術

⾒舞⾦の⽀払）第１項に規定する⼿術を受けたときでも、家族⼿術⾒舞⾦を⽀払いません。

（無解約返戻⾦特則）

第24条 保険契約者は、この特約の締結の際、会社の承諾を得て、この特則を付加することができます。

２ この特則を付加した場合、第16条（特約の返戻⾦）の規定にかかわらず、この特約に対する解約返戻⾦および責任準備⾦はありません。

３ この特則のみの解約はできません。

（主契約の保険期間が終⾝に変換された場合の取扱）

第25条 主契約の保険期間が終⾝に変換された場合は、この特約も同時に変換することができるものとします。この場合、主約款に定める保

険期間が終⾝の保険契約への変換の規定を準⽤します。

（医療�⽤家族医療特約に家族⾼度障害保険⾦⽀払特則が付加された場合の取扱）

第26条 医療�⽤家族医療特約の家族⾼度障害保険⾦が⽀払われた場合には、その被保険者については⾼度障害状態に該当した時からこの特

約の被保険者でなくなります。

２ 第７条（特約保険料の払込の免除）第２項中「医療�⽤家族医療特約の保険料の払込の免除に関する規定を準⽤します。」とあるのは

「医療�⽤家族医療特約の保険料の払込の免除に関する規定（家族⾼度障害保険⾦⽀払特則を含みます。）を準⽤します。」と読み替えま

す。

（新終⾝医療保険�に付加する場合の特則）

第27条 この特約を新終⾝医療保険�に付加する場合には、つぎのとおりとします。

⑴ 第１条（特約の締結および責任開始期）第１項および第17条（特約の消滅）第１項第５号中、「医療�⽤家族災害⼿術特約」とある

のは「新終⾝医療�⽤家族医療特約」と読み替えます。

⑵ 第２条（特約の被保険者の型および範囲）第１項、第７条（特約保険料の払込の免除）および第23条（医療�⽤家族医療特約が特別

条件付契約の場合の特則）中、「医療�⽤家族医療特約」とあるのは「新終⾝医療�⽤家族医療特約」と読み替えます。

⑶ 第４条（家族⼿術⾒舞⾦の⽀払）第１項中、「医療�⽤家族医療特約の家族疾病⼿術給付⾦または医療�⽤家族災害⼿術特約の家族
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災害⼿術給付⾦」とあるのは「新終⾝医療�⽤家族医療特約の家族疾病⼿術給付⾦または家族災害⼿術給付⾦」と、「医療�⽤家族医

療特約の家族疾病⼊院給付⾦⽇額」とあるのは「新終⾝医療�⽤家族医療特約の家族⼊院給付⾦⽇額」と読み替えます。

（新終⾝医療保険に付加する場合の特則）

第28条 この特約を新終⾝医療保険に付加する場合には、つぎのとおりとします。

⑴ 第１条（特約の締結および責任開始期）第１項および第17条（特約の消滅）第１項第５号中、「医療�⽤家族災害⼿術特約」とある

のは「新家族終⾝医療特約」と読み替えます。」

⑵ 第２条（特約の被保険者の型および範囲）第１項、第７条（特約保険料の払込の免除）および第23条（医療�⽤家族医療特約が特別

条件付契約の場合の特則）中、「医療�⽤家族医療特約」とあるのは「新家族終⾝医療特約」と読み替えます。

⑶ 第４条（家族⼿術⾒舞⾦の⽀払）第１項中、「医療�⽤家族医療特約の家族疾病⼿術給付⾦または医療�⽤家族災害⼿術特約の家族

災害⼿術給付⾦」とあるのは「新家族終⾝医療特約の家族疾病⼿術給付⾦または家族災害⼿術給付⾦」と、「医療�⽤家族医療特約の

家族疾病⼊院給付⾦⽇額」とあるのは「新家族終⾝医療特約の家族⼊院給付⾦⽇額」と読み替えます。

（医療保険に付加する場合の特則）

第29条 この特約を医療保険に付加する場合には、つぎのとおりとします。

⑴ 第１条（特約の締結および責任開始期）第１項および第17条（特約の消滅）第１項第５号中、「医療�⽤家族災害⼿術特約」とある

のは「家族⼿術特約」と読み替えます。

⑵ 第２条（特約の被保険者の型および範囲）第１項、第７条（特約保険料の払込の免除）および第23条（医療�⽤家族医療特約が特別

条件付契約の場合の特則）中、「医療�⽤家族医療特約」とあるのは「家族医療特約」と読み替えます。

⑶ 第４条（家族⼿術⾒舞⾦の⽀払）第１項中、「医療�⽤家族医療特約の家族疾病⼿術給付⾦または医療�⽤家族災害⼿術特約の家族

災害⼿術給付⾦」とあるのは「家族⼿術特約の家族⼿術給付⾦」と、「医療�⽤家族医療特約の家族疾病⼊院給付⾦⽇額」とあるのは

「家族医療特約の家族⼊院給付⾦⽇額」と読み替えます。
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新終⾝医療�⽤家族通院特約

この特約の趣旨

この特約は、主契約の被保険者の妻または⼦が退院後の⼀定期間中に通院した場合に、所定の給付を⾏なうものです。

（特約の締結および責任開始期）

第１条 この特約は、新終⾝医療保険�契約（以下「主契約」といいます。）締結の際、保険契約者の申し出により、新終⾝医療�⽤家族医

療特約（以下「家族医療特約」といいます。）とあわせて主契約に付加して締結します。

２ この特約の責任開始期は、主契約と同⼀とします。

３ 前２項の規定にかかわらず、主契約の責任開始期以後、保険契約者から申し出があった場合、会社が承諾したときは、この特約を主契

約に付加することができます。この場合、この特約の責任開始期はつぎのとおりとし、この責任開始の⽇をこの特約の中途付加⽇としま

す。

⑴ 会社がこの特約の付加を承諾した後に、この特約の第１回保険料を受け取った場合

第１回保険料を受け取った時

⑵ この特約の第１回保険料相当額を受け取った後に、会社がこの特約の付加を承諾した場合

この特約の第１回保険料相当額を受け取った時。ただし、被保険者に関する告知の前に受け取った場合には告知の時

４ 前項の場合、この特約の保険料は、中途付加⽇直前の主契約の年単位の契約応当⽇（中途付加⽇と年単位の契約応当⽇が⼀致する場合

はその応当⽇）における主契約の被保険者の満年齢により計算します。

５ 前項の規定にかかわらず、この特約の第１回保険料（第１回保険料相当額を含みます。）については、会社の定めた⽅法で計算した⾦

額を払い込むことを要します。

６ 第３項の規定によってこの特約を主契約に付加したときは、保険証券に表⺬します。

７ この特約の責任開始期以後にこの特約の被保険者となった者については、被保険者となった時からこの特約の責任を開始します。

（特約の型）

第２条 この特約には、特約の型としてⅠ型とⅡ型があり、それぞれつぎの給付を⾏ないます。

⑴ Ⅰ型

① 家族疾病通院給付⾦

② 家族災害通院給付⾦

⑵ Ⅱ型

家族疾病通院給付⾦

２ この特約の型は、主契約で指定された契約の型と同⼀とします。

（特約の被保険者の型および範囲）

第３条 この特約の被保険者の型は、家族医療特約において指定された被保険者の型と同⼀とします。

２ この特約の被保険者は、つぎの各号に定める者とします。

⑴ 妻 この特約の付加の際、主契約の被保険者と同⼀⼾籍にその妻として記載されている者をいい、以下単に「妻」といいます。

⑵ ⼦ 主契約の被保険者と同⼀⼾籍にその⼦として記載されている者のうち満20歳未満の者をいい、以下単に「⼦」といいます。

３ 前項に定める者のうち、会社は、告知書に基づく選択上、引き受けられないと認めた者に対し、保険契約者の同意を得てその者を除い

てこの特約を締結します。

（被保険者の資格の得喪）

第４条 この特約の責任開始期以後にこの特約の被保険者に該当することとなった者がある場合には、保険契約者は、必要書類（別表10）を

会社の本社または会社の指定した場所に提出してください。会社が承諾する場合には、保険証券にその旨を表⺬する⽅法によります。承

諾した場合には、必要書類を提出した時からこの特約の被保険者となります。ただし、⼦型の場合、新たに出⽣した⼦については出⽣し

た時からこの特約の被保険者となります。

２ つぎの各号に該当した場合には、該当した⽇からこの特約の被保険者でなくなります。

⑴ 主契約の被保険者と同⼀⼾籍でなくなった⽇。ただし、主契約の被保険者の死亡による場合を除きます。

⑵ ⼦が満20歳になった⽇

（家族疾病通院給付⾦および家族災害通院給付⾦の⽀払）

第５条 この特約の給付⾦の⽀払はつぎのとおりです。
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２ つぎの各号のいずれかに該当した場合には、家族疾病通院給付⾦または家族災害通院給付⾦をそれぞれ重複しては⽀払いません。

⑴ 同⼀の被保険者が、同⼀の⽇に、家族疾病通院給付⾦の⽀払事由に該当する通院を２回以上したとき、または家族災害通院給付⾦の

⽀払事由に該当する通院を２回以上したとき

⑵ 同⼀の被保険者が家族疾病通院給付⾦の⽀払事由に該当する２以上の事由の治療を⽬的とした１回の通院をしたとき、または家族災

害通院給付⾦の⽀払事由に該当する２以上の事由の治療を⽬的とした１回の通院をしたとき

３ 同⼀の被保険者が家族医療特約の家族疾病⼊院給付⾦または家族災害⼊院給付⾦の⽀払対象となる⽇に通院したときは、通院の原因が

その⼊院の原因と同⼀であると否とにかかわらず、家族疾病通院給付⾦または家族災害通院給付⾦は⽀払いません。

４ 同⼀の被保険者が同⼀の事由により２回以上⼊院した場合、家族医療特約の規定により１回の⼊院とみなされる⼊院についてはつぎの

とおり取り扱います。

⑴ 最終の⼊院（家族医療特約の⽀払限度の型が40⽇型の場合で１回の⼊院の⽀払⽇数が40⽇をこえる場合は、その⽀払⽇数が40⽇とな

る⽇を含んだ⼊院、60⽇型の場合で１回の⼊院の⽀払⽇数が60⽇をこえる場合は、その⽀払⽇数が60⽇となる⽇を含んだ⼊院、90⽇型

の場合で１回の⼊院の⽀払⽇数が90⽇をこえる場合は、その⽀払⽇数が90⽇となる⽇を含んだ⼊院、120⽇型の場合で１回の⼊院の⽀

払⽇数が120⽇をこえる場合は、その⽀払⽇数が120⽇となる⽇を含んだ⼊院、180⽇型の場合で１回の⼊院の⽀払⽇数が180⽇をこえる

場合は、その⽀払⽇数が180⽇となる⽇を含んだ⼊院、360⽇型の場合で１回の⼊院の⽀払⽇数が360⽇をこえる場合は、その⽀払⽇数

が360⽇となる⽇を含んだ⼊院、1000⽇型の場合で１回の⼊院の⽀払⽇数が1000⽇をこえる場合は、その⽀払⽇数が1000⽇となる⽇を

含んだ⼊院をいいます。以下本項において同じ）の退院⽇を第１項に定める退院⽇とします。

⑵ 最初の⼊院の退院⽇後、最終の⼊院の⼊院⽇までの間の通院については、第１項の通院とみなします。

５ 同⼀の被保険者が不慮の事故による傷害または疾病を直接の原因として開始した⼊院中に、異なる不慮の事故による傷害または疾病を

併発したとき（併発したそれぞれの事由について⼊院の必要があると会社が認めた場合に限ります。）は、その⼊院の退院⽇の翌⽇を通
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院期間の起算⽇とします。

６ 同⼀の被保険者が⼊院を開始した時に異なる不慮の事故による傷害または疾病を併発していた場合またはその⼊院中に異なる不慮の事

故による傷害または疾病を併発した場合で、それぞれの事由について⼊院の必要があると会社が認めたときは、その併発事由の治療を⽬

的とする通院を第１項第１号の②または第２号の②の通院に含めます。

７ 同⼀の被保険者の通院期間中に第４条（被保険者の資格の得喪）第２項の規定によりこの特約の被保険者の資格を喪失した時には、そ

の発⽣時を含んで継続しているその通院期間内の通院は、この特約の保険期間中の通院とみなして取り扱います。

８ 同⼀の被保険者の⼊院期間中に第18条（特約の消滅）第１項第５号の規定によりこの特約が消滅したときは、消滅時を含んで継続して

いる⼊院の退院後の通院期間内の通院は、この特約の保険期間中の通院とみなして取り扱います。

９ 被保険者の通院中にこの特約の家族通院給付⾦⽇額が変更された場合には、家族疾病通院給付⾦または家族災害通院給付⾦の⽀払額は、

各⽇現在の家族通院給付⾦⽇額に応じて計算します。

10 同⼀の被保険者がこの特約の責任開始期前に発病した疾病または発⽣した不慮の事故もしくは不慮の事故以外の外因による傷害の治療

を⽬的として⼊院した場合でも、この特約の責任開始期の属する⽇から起算して２年を経過した後に開始した⼊院は、この特約の責任開

始期以後の原因によるものとみなして、第１項の規定を適⽤します。

11 保険契約者が法⼈で、かつ、保険契約者が主契約の死亡保険⾦受取⼈の場合には、第１項の規定にかかわらず、保険契約者を家族疾病

通院給付⾦または家族災害通院給付⾦の受取⼈とします。ただし、保険契約者から申し出があり、会社がその旨を保険証券に記載したと

きは、主契約の被保険者を家族疾病通院給付⾦または家族災害通院給付⾦の受取⼈とします。

（家族疾病通院給付⾦または家族災害通院給付⾦の削減⽀払）

第６条 つぎのいずれかにより家族疾病通院給付⾦または家族災害通院給付⾦の⽀払事由に該当した被保険者の数の増加が、この特約の計算

の基礎に影響を及ぼすと会社が認めたときは、前条の規定にかかわらず、会社は、家族疾病通院給付⾦または家族災害通院給付⾦を削減

して⽀払うか、またはこれらの給付⾦を⽀払わないことがあります。

⑴ 地震、噴⽕または津波

⑵ 戦争その他の変乱

（家族疾病通院給付⾦および家族災害通院給付⾦の⽀払限度）

第７条 この特約の同⼀被保険者についての家族疾病通院給付⾦および家族災害通院給付⾦の⽀払限度はそれぞれつぎのとおりです。

⑴ 家族疾病通院給付⾦………１回の⼊院（家族医療特約の規定により１回の⼊院とみなされる場合を含みます。以下同じ。）のその通

院については、⽀払⽇数30⽇とし、通算⽀払限度は、⽀払⽇数1000⽇とします。

⑵ 家族災害通院給付⾦………１回の⼊院のその通院については、⽀払⽇数30⽇とし、通算⽀払限度は、⽀払⽇数1000⽇とします。

（家族疾病通院給付⾦および家族災害通院給付⾦の請求、⽀払時期および⽀払場所）

第８条 家族疾病通院給付⾦または家族災害通院給付⾦の⽀払事由が⽣じたときは、保険契約者または家族疾病通院給付⾦もしくは家族災害

通院給付⾦の受取⼈はただちに会社に通知してください。

２ ⽀払事由が⽣じた家族疾病通院給付⾦または家族災害通院給付⾦の受取⼈は、すみやかに必要書類（別表10）を会社に提出して家族疾

病通院給付⾦または家族災害通院給付⾦を請求してください。

３ 前２項のほか、この特約による家族疾病通院給付⾦または家族災害通院給付⾦の請求、⽀払時期および⽀払場所については、主契約の

普通保険約款（以下「主約款」といいます。）の保険⾦または給付⾦の請求、⽀払時期および⽀払場所に関する規定を準⽤します。

（特約保険料の払込の免除）

第９条 この特約と同時に付加されている家族医療特約の規定によりその特約の保険料の払込が免除された場合には、同時にこの特約の保険

料の払込を免除します。

２ 前項の規定により保険料の払込が免除された場合には、家族医療特約の保険料の払込の免除に関する規定を準⽤します。

３ 保険料払込⽅法が⼀時払の場合には、家族医療特約の規定を準⽤します。

（特約の保険期間、保険料払込期間および保険料の払込）

第10条 この特約の保険期間および保険料払込期間は、主契約の保険期間および保険料払込期間と同⼀とします。

２ この特約の保険料は、前項の保険料払込期間中、主契約の保険料とともに払い込むことを要します。保険料の前納または⼀括払の場合

も同様とします。この場合、主約款の保険料の払込に関する規定を準⽤します。

３ 主契約の保険料が払い込まれ、この特約の保険料が払い込まれない場合には、この特約は、猶予期間満了⽇の翌⽇に解約されたものと

します。

（特約の失効）

第11条 主契約が効⼒を失ったときは、この特約も同時に効⼒を失います。

（猶予期間中に保険事故が⽣じた場合）

第12条 猶予期間中に、家族疾病通院給付⾦または家族災害通院給付⾦の⽀払事由が⽣じた場合には、会社は、未払込保険料を家族疾病通院

給付⾦または家族災害通院給付⾦から差し引きます。

２ 家族疾病通院給付⾦または家族災害通院給付⾦が前項の未払込保険料に不⾜する場合には、保険契約者は、その猶予期間の満了する⽇

までに未払込保険料を払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場合には、この特約は猶予期間満了⽇の翌⽇から効⼒を

失い、会社は家族疾病通院給付⾦または家族災害通院給付⾦を⽀払いません。
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（特約の復活）

第13条 主契約の復活請求の際に、保険契約者から別段の申し出がないときは、この特約も同時に復活の請求があったものとします。

２ 前項のほか、この特約の復活については、主約款の復活に関する規定を準⽤します。

（告知義務および告知義務違反による解除）

第14条 この特約の締結、復活または家族通院給付⾦⽇額の増額に際しての告知義務および告知義務違反による解除については、主約款の告

知義務および告知義務違反による解除に関する規定を準⽤します。

（重⼤事由による解除）

第15条 会社は、つぎの各号のいずれかに定める事由が⽣じた場合には、この特約を将来に向かって解除することができます。

⑴ 保険契約者、被保険者または給付⾦の受取⼈が給付⾦（保険料払込免除を含みます。また、他の保険契約の給付⾦を含み、保険種類

および給付⾦の名称の如何を問いません。以下本項において同じ。）を詐取する⽬的もしくは他⼈に給付⾦を詐取させる⽬的で事故招

致（未遂を含みます。）をした場合

⑵ 給付⾦の請求に関し、給付⾦の受取⼈に詐欺⾏為があった場合

⑶ 他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる給付⾦額等の合計額が著しく過⼤であって、保険制度の⽬的に反する状態がもた

らされるおそれがある場合

⑷ その他この特約を継続することを期待しえない第１号から前号までに掲げる事由と同等の事由がある場合

２ 家族疾病通院給付⾦または家族災害通院給付⾦の⽀払事由または保険料の払込の免除事由が⽣じた後でも、会社は、前項の規定によっ

てこの特約を解除することができます。この場合には、会社は、家族疾病通院給付⾦または家族災害通院給付⾦を⽀払わず、また、保険

料の払込を免除しません。もし、すでに家族疾病通院給付⾦または家族災害通院給付⾦を⽀払っていたときは、その返還を請求し、また、

保険料の払込を免除していたときは、払込を免除した保険料の払込がなかったものとして取り扱います。

３ 本条による解除は、保険契約者に対する通知によって⾏ないます。ただし、正当な事由によって保険契約者に通知できない場合には、

会社は、被保険者または給付⾦の受取⼈に通知します。

（特約の解約）

第16条 保険契約者は、将来に向かって、この特約を解約することができます。

２ 保険契約者が本条の請求をするときは、必要書類（別表10）を会社の本社または会社の指定した場所に提出してください。

３ 本条の規定によりこの特約が解約されたときは、保険証券に表⺬します。

（特約の返戻⾦）

第17条 この特約に対する解約返戻⾦はありません。

２ この特約の責任準備⾦は、保険料払込期間中の場合には、この特約の保険料を払い込んだ年⽉数および経過年⽉数により、保険料払込

済の場合には、その経過した年⽉数により計算します。

３ 本条の返戻⾦の請求、⽀払時期および⽀払場所については、主約款の返戻⾦の請求、⽀払時期および⽀払場所に関する規定を準⽤しま

す。

（特約の消滅）

第18条 つぎのいずれかに該当したときは、この特約は消滅します。

⑴ 主契約が保険⾦の⽀払事由の発⽣により消滅したとき。ただし、主契約の保険⾦を⽀払ったことにより、主契約が消滅した場合を除

きます。

⑵ 主契約が解約その他の事由により消滅したとき

⑶ この特約の被保険者の型が妻型の場合、被保険者が死亡したとき

⑷ 被保険者の型が同⼀の家族医療特約が、解約その他の事由により消滅したとき

⑸ この特約の被保険者の型が妻型の場合、家族医療特約（妻型）の家族疾病⼊院給付⾦および家族災害⼊院給付⾦のいずれも（特約の

型がⅡ型の場合には家族疾病⼊院給付⾦）が、通算⽀払限度に達したとき

⑹ この特約の被保険者の型が妻型の場合、家族疾病通院給付⾦および家族災害通院給付⾦のいずれも（特約の型がⅡ型の場合には、家

族疾病通院給付⾦）が、通算⽀払限度に達したとき

２ 前項第１号の場合、会社は、この特約の責任準備⾦を保険契約者に⽀払います。ただし、保険契約者が故意に主契約の被保険者を死亡

させたときは、責任準備⾦その他の返戻⾦は⽀払いません。

（特約の保険料払込期間の変更）

第19条 この特約のみの保険料払込期間の変更は取り扱いません。

２ 主契約の保険料払込期間が変更された場合には、この特約の保険料払込期間も同時に同じ期間に変更されるものとします。

３ 前項の規定によって、この特約の保険料払込期間が変更された場合には、保険証券に表⺬します。

（家族通院給付⾦⽇額の増額）

第20条 保険契約者は、被保険者の同意および会社の承諾を得て、この特約の家族通院給付⾦⽇額の増額を請求することができます。

２ 保険契約者が本条の増額を請求するときは、必要書類（別表10）を会社の本社または会社の指定した場所に提出してください。

３ 会社が本条の増額を承諾した場合には、会社は会社所定の⾦額を受け取った時（告知前に受け取った場合には、告知の時）から増額分

に対する特約上の責任を開始し、この⽇を特約の増額⽇とします。

４ 本条の増額が⾏なわれた場合には、将来の保険料を改めます。

５ 本条の増額を⾏なったときは、保険証券に表⺬します。
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６ つぎの場合には、会社は、本条の増額を取り扱いません。

⑴ 増額後の家族通院給付⾦⽇額が、会社の定める限度をこえるとき

⑵ この特約を付加した⽇、最後の復活⽇もしくは増額⽇からその⽇を含めて２年未満のとき

（家族通院給付⾦⽇額の減額）

第21条 保険契約者は、この特約の家族通院給付⾦⽇額の減額を請求することができます。ただし、会社は、減額後の家族通院給付⾦⽇額が

会社の定める限度を下まわる減額は取り扱いません。

２ 家族医療特約の家族⼊院給付⾦⽇額が減額され、この特約の家族通院給付⾦⽇額が会社所定の限度をこえるときは、その限度までこの

特約の家族通院給付⾦⽇額を減額します。

３ 保険契約者が本条の減額を請求するときは、必要書類（別表10）を会社の本社または会社の指定した場所に提出してください。

４ 家族通院給付⾦⽇額の減額分は、解約されたものとみなします。

５ 本条の減額は、会社が承認した時から効⼒を⽣じます。

６ 本条の減額を⾏なったときは、保険証券に表⺬します。

（契約者配当）

第22条 この特約に対しては、契約者配当はありません。

（管轄裁判所）

第23条 この特約における給付⾦または保険料の払込の免除の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所の規定を準⽤します。

（主約款の規定の準⽤）

第24条 この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準⽤します。

（家族医療特約が特別条件付契約の場合の特則）

第25条 家族医療特約が特別条件付契約の場合は、家族医療特約の特定部位・指定疾病不担保法により定められた特定部位に⽣じた疾病（不

慮の事故または別表18に定める感染症を直接の原因とするときを除きます。）または指定疾病（これと医学上重要な関係があると会社が

認めた疾病を含みます。）を直接の原因として、家族医療特約で定められた不担保期間中に第５条（家族疾病通院給付⾦および家族災害

通院給付⾦の⽀払）第１項第１号に規定する⽀払事由に該当したときでも、家族疾病通院給付⾦を⽀払いません。ただし、被保険者が不

担保期間の満了⽇を含む通院期間中に、会社が指定したその特定部位または指定疾病により通院していたときは、その不担保期間の満了

⽇の翌⽇以降の通院については、第５条の規定を適⽤します。

（家族医療特約に家族死亡保険⾦不担保特則を付加した場合の特則）

第26条 家族医療特約に家族死亡保険⾦不担保特則を付加した場合、第５条（家族疾病通院給付⾦および家族災害通院給付⾦の⽀払）第11項

中「保険契約者が法⼈で、かつ、保険契約者が主契約の死亡保険⾦受取⼈の場合には、」とあるのを「保険契約者が法⼈の場合には、」と

読み替えます。
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別表１ 対象となる不慮の事故

別

表
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別表２―（Ⅰ） 病院または診療所

別表２―（Ⅱ） 病院または診療所

別表３ ⼊院

別表４ 通院

別

表
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別表５ 対象となる⼿術および給付倍率表
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別

表
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別表６ 特定部位・指定疾病不担保法により不担保とする特定部位および指定疾病
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表
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別表７ 対象となる⾼度障害状態
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別表８ 対象となる⾝体障害の状態
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別表９ 悪性新⽣物
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別表10 請求書類
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別表11 対象となる⽣活習慣病
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別表14 対象となる⼿術

別表15 公的医療保険制度

別表16 診療報酬点数表
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別表17 請求書類（医療⽤⼿術⾒舞⾦特約・医療⽤家族⼿術⾒舞⾦特約⽤）

別

表
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別表18 対象となる感染症
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団体扱特約

（特約の適⽤範囲）

第１条 この特約は、会社と団体取扱契約を締結した官公署、会社、⼯場等（以下「団体」といいます。）に所属し、団体から給与（役員報

酬を含む。）の⽀払を受ける者を保険契約者とする保険契約で、保険契約者、被保険者のいずれかの数が10⼈以上であり、その団体を通

じてこの特約の適⽤を申し出たものに適⽤します。

２ つぎの場合にも、前項に準じ、それぞれの保険契約にこの特約を適⽤します。

⑴ 団体の代表者を保険契約者とし、その団体の所属員を被保険者とする保険契約の場合

⑵ 前項の保険契約者と前号の被保険者の数を合算（同⼀⼈の場合には１⼈として計算します。以下同じ。）して10⼈以上いる場合

（契約⽇の特則）

第２条 この特約が適⽤される保険契約の契約⽇は、主契約の普通保険約款（以下「主約款」といいます。）の規定にかかわらず、会社の責

任開始の⽇（がん保険�に付加した場合は保険期間の始期。以下同じ。）の属する⽉の翌⽉１⽇とし、契約年齢および保険期間は、その

⽇を基準とします。

（契約⽇前の事故）

第３条 会社の責任開始の⽇から契約⽇の前⽇までの間に、主約款および特約の規定に基づいて保険⾦等の⽀払事由または保険料の払込の免

除事由が発⽣したときは、前条の規定にかかわらず、契約年齢および保険期間は、会社の責任開始の⽇を基準として再計算し、保険料に

超過分があれば払い戻し、不⾜分があれば領収します。ただし、保険⾦等の⽀払があるときは、過不⾜分を⽀払⾦額と清算します。

（保険料率）

第４条 この保険契約の保険料率は、第１条（特約の適⽤範囲）第１項の保険契約者の⼈数および第１条第２項第１号の被保険者の⼈数を合

算した⼈数により、つぎのとおりとします。

⑴ ⼈数が20⼈以上の場合 団体保険料率Ａ

⑵ ⼈数が20⼈未満の場合 団体保険料率Ｂ

２ 前項の団体保険料率Ａの適⽤を受けた場合でも、前項に規定する⼈数がいずれも20⼈未満となり、６ヵ⽉を経過してもなお補充できな

いときは、会社は、適⽤する保険料率を団体保険料率Ｂに変更します。

（保険料の払込）

第５条 第２回以後の保険料は、団体を経由して払い込んでください。この場合には、会社は、団体から払い込まれた時に、その保険料の払

込があったものとします。

２ この特約が付加されている保険契約では、前納または⼀括払の取扱はしません。

３ 前項にかかわらず、主契約の保険料払込期間経過後に払い込むべき特約の保険料があるときは、その保険料の前納の取扱をします。

（保険料領収証）

第６条 団体から保険料が払い込まれた場合には、会社は、払込⾦額に対する領収証を団体に交付し、個々の領収証は発⾏しません。

（特約の消滅）

第７条 つぎの場合には、この特約は消滅します。

⑴ 保険契約者が死亡し、または団体を脱退したとき

⑵ 団体取扱契約が解約されたとき

⑶ 第１条（特約の適⽤範囲）に規定する⼈数がいずれも10⼈未満となり、６か⽉（⽉払保険契約のときは３か⽉）を経過してなお補充

できないとき

（特約が消滅した保険契約の取扱）

第８条 この特約が消滅した保険契約は、個別扱の年払、半年払または⽉払の保険契約となります。

（主約款の規定の準⽤）

第９条 この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準⽤します。

（がん保険に付加した場合の特則）

第10条 この特約をがん保険に付加した場合には、第２条（契約⽇の特則）および第３条（契約⽇前の事故）の規定を適⽤せずにつぎの取扱

をします。

⑴ この特約が適⽤される保険契約の契約⽇は、主約款の規定にかかわらず、主約款の契約⽇の属する⽉の翌⽉１⽇とし、保険期間およ

び契約年齢はその⽇を基準として計算します。ただし、会社の責任開始⽇の計算にあたっては、主約款の契約⽇を基準に計算するもの

とします。

⑵ 主約款の契約⽇から前号の契約⽇の前⽇までの間に、主約款の規定に基づいて死亡給付⾦の⽀払事由が発⽣したときは、すでに払い

込まれた保険料を保険契約者に払いもどします。
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（医療保障保険（個⼈型）に付加した場合の特則）

第11条 第４条第１項の規定にかかわらず、この特約を付加した医療保障保険（個⼈型）契約の保険料率は普通保険料率とします。

（変額保険（終⾝型）または変額保険（有期型）に付加する場合の特則）

第12条 この特約を変額保険（終⾝型）または変額保険（有期型）に付加する場合には、第２条（契約⽇の特則）および第３条（契約⽇前の

事故）の規定は適⽤しません。

（団体との取りきめによる取扱）

第13条 第２条（契約⽇の特則）、第３条（契約⽇前の事故）、第５条（保険料の払込）またはその他の事項について、会社と団体とが特に別

の取りきめを⾏なった場合には、その取りきめによるものとします。

（年齢群団別がん保険に付加した場合の特則）

第14条 この特約を年齢群団別がん保険に付加した場合には、第２条（契約⽇の特則）および第３条（契約⽇前の事故）の規定を適⽤せずつ

ぎの取扱をします。この特約が適⽤される保険契約の契約⽇は、主約款の規定にかかわらず、主約款の保険期間の始期の属する⽉の翌⽉

１⽇とし、保険期間および契約年齢は、その⽇を基準に計算します。

（退職者に関する特則）

第15条 保険契約者または被保険者が、団体を退職したとき、会社の定める条件を満たしている場合は、第１条（特約の適⽤範囲）の規定に

かかわらず、退職後も、この特約を適⽤することができます。
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特別団体扱特約

（特約の適⽤範囲）

第１条 この特約は、会社と特別団体取扱契約を締結した組合、連合会、同業団体等その団体において保険料の⼀括集⾦ができる団体（以下

「団体」といいます。）の所属員または構成員を保険契約者とする保険契約で、保険契約者、被保険者のいずれかの数が10⼈以上であり、

その団体を通じてこの特約の適⽤を申し出たものに適⽤します。

２ つぎの場合にも、前項に準じ、それぞれの保険契約にこの特約を適⽤します。

⑴ 団体の代表者を保険契約者とし、その団体の所属員または構成員を被保険者とする保険契約の場合

⑵ 前項の保険契約者と前号の被保険者の数を合算（同⼀⼈の場合には、１⼈として計算します。以下同じ。）して10⼈以上いる場合

（契約⽇の特則）

第２条 この特約が適⽤される保険契約の契約⽇は、主契約の普通保険約款（以下「主約款」といいます。）の規定にかかわらず、会社の責

任開始の⽇（がん保険�に付加した場合は保険期間の始期。以下同じ。）の属する⽉の翌⽉１⽇とし、契約年齢および保険期間は、その

⽇を基準として計算します。

（契約⽇前の事故）

第３条 会社の責任開始の⽇から契約⽇の前⽇までの間に、主約款および特約の規定に基づいて保険⾦等の⽀払事由または保険料の払込の免

除事由が発⽣したときは、前条の規定にかかわらず、契約年齢および保険期間は、会社の責任開始の⽇を基準として再計算し、保険料に

超過分があれば払い戻し、不⾜分があれば領収します。ただし、保険⾦等の⽀払があるときは、過不⾜分を⽀払⾦額と清算します。

（保険料率）

第４条 この特約を適⽤する半年払保険契約および⽉払保険契約の保険料率は、団体保険料率Ｂとします。

（保険料の払込）

第５条 第２回以後の保険料は、団体を経由して払い込んでください。この場合には、会社は、団体から払い込まれた時に、その保険料の払

込があったものとします。

２ この特約が付加されている保険契約では、前納または⼀括払の取扱はしません。

３ 前項にかかわらず、主契約の保険料払込期間経過後に払い込むべき特約の保険料があるときは、その保険料の前納の取扱をします。

（保険料領収証）

第６条 団体から保険料が払い込まれた場合には、会社は、払込⾦額に対する領収証を団体に交付し、個々の領収証は発⾏しません。

（特約の消滅）

第７条 つぎの場合には、この特約は消滅します。

⑴ 保険契約者が死亡し、または団体を脱退したとき

⑵ 特別団体取扱契約が解約されたとき

⑶ 第１条（特約の適⽤範囲）に規定する⼈数がいずれも10⼈未満となり、６か⽉（⽉払保険契約のときは３か⽉）を経過してなお補充

できないとき

（特約が消滅した保険契約の取扱）

第８条 この特約が消滅した保険契約は、個別扱の年払、半年払または⽉払の保険契約となります。

（主約款の規定の準⽤）

第９条 この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準⽤します。

（がん保険に付加した場合の特則）

第10条 この特約をがん保険に付加した場合には、第２条（契約⽇の特則）および第３条（契約⽇前の事故）の規定を適⽤せずにつぎの取扱

をします。

⑴ この特約が適⽤される保険契約の契約⽇は、主約款の規定にかかわらず、主約款の契約⽇の属する⽉の翌⽉１⽇とし、保険期間およ

び契約年齢はその⽇を基準として計算します。ただし、会社の責任開始⽇の計算にあたっては、主約款の契約⽇を基準に計算するもの

とします。

⑵ 主約款の契約⽇から前号の契約⽇の前⽇までの間に、主約款の規定に基づいて死亡給付⾦の⽀払事由が発⽣したときは、すでに払い

込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。

（医療保障保険（個⼈型）に付加した場合の特則）

第11条 第４条の規定にかかわらず、この特約を付加した医療保障保険（個⼈型）契約の保険料率は普通保険料率とします。

（変額保険（終⾝型）または変額保険（有期型）に付加する場合の特則）

第12条 この特約を変額保険（終⾝型）または変額保険（有期型）に付加する場合には、第２条（契約⽇の特則）および第３条（契約⽇前の

事故）の規定は適⽤しません。
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（団体との取りきめによる取扱）

第13条 第２条（契約⽇の特則）、第３条（契約⽇前の事故）、第５条（保険料の払込）またはその他の事項について、会社と団体とが特に別

の取りきめを⾏なった場合には、その取りきめによるものとします。

（年齢群団別がん保険に付加した場合の特則）

第14条 この特約を年齢群団別がん保険に付加した場合には、第２条（契約⽇の特則）および第３条（契約⽇前の事故）の規定を適⽤せずつ

ぎの取扱をします。この特約が適⽤される保険契約の契約⽇は、主約款の規定にかかわらず、主約款の保険期間の始期の属する⽉の翌⽉

１⽇とし、保険期間および契約年齢は、その⽇を基準に計算します。
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集団扱特約

（特約の適⽤範囲）

第１条 この特約は、会社と集団取扱契約を締結した官公署、会社、⼯場、組合、連合会、同業団体等であって保険料の⼀括集⾦ができる集

団（以下「集団」といいます。）に所属する社員、組合員、会員等（以下「所属員」といいます。所属員が会社、商店等である場合には、

当該所属員の役職員を含むものとします。）またはその所属員と⽣計を⼀にする親族を被保険者とし、集団またはその代表者もしくは所

属員を保険契約者とする保険契約で、保険契約者、被保険者のいずれかの数が10⼈以上であり、その集団を通じてこの特約の適⽤を申し

出たものに適⽤します。

（契約⽇の特則）

第２条 この特約が適⽤される保険契約（以下「この保険契約」といいます。）の契約⽇は、主契約の普通保険約款（以下「主約款」といい

ます。）の規定にかかわらず、会社の責任開始の⽇（がん保険�に付加した場合は保険期間の始期。以下同じ。）の属する⽉の翌⽉１⽇と

し、契約年齢および保険期間は、その⽇を基準として計算します。

（契約⽇前の事故）

第３条 会社の責任開始の⽇から契約⽇の前⽇までの間に、主約款または特約の規定に基づいて保険⾦等の⽀払事由または保険料の払込の免

除事由が発⽣したときは、前条の規定にかかわらず、契約年齢および保険期間は、会社の責任開始の⽇を基準として再計算し、保険料に

超過分があれば払いもどし、不⾜分があれば領収します。ただし、保険⾦等の⽀払があるときは、過不⾜分を⽀払⾦額と清算します。

（保険料率）

第４条 この保険契約の保険料率は、つぎのとおりとします。

⑴ ⼈数が20⼈以上の場合 集団保険料率Ａ

⑵ ⼈数が20⼈未満の場合 集団保険料率Ｂ

２ 前項の保険料率は、被保険者数の増減に応じて、会社の定めるところにより、つぎの払込期⽉から変更します。

（保険料の払込⽅法）

第５条 この保険契約の保険料払込⽅法は、集団を通じて同⼀であることを要します。

２ 第２回以後の保険料は、集団で⼀括して払い込んでください。この場合には、会社は、集団から払い込まれた時に、その保険料の払込

があったものとします。

３ この特約が適⽤される保険契約においては、保険料の前納および⼀括払の取扱は集団の保険契約全部についてのみ取り扱います。この

場合、前条の規定によって集団保険料率Ａの適⽤されている⽉払保険契約については会社所定の利率で割り引き、集団保険料率Ｂの適⽤

されている⽉払保険契約については前条の規定にかかわらず普通保険料率を基準とし、主約款に規定する率で割り引きます。

（保険料領収証）

第６条 集団から保険料が払い込まれた場合には、会社は、払込⾦額に対する領収証を集団に交付し、個々の領収証は発⾏しません。

（特約の消滅）

第７条 つぎの場合には、この特約は消滅します。

⑴ 保険契約者または被保険者が集団を脱退したとき

⑵ 集団取扱契約が解約されたとき

⑶ 第１条（特約の適⽤範囲）に規定する⼈数がいずれも10⼈未満となり、６か⽉（⽉払保険契約のときは３か⽉）を経過してなお補充で

きないとき

（特約が消滅した保険契約の取扱）

第８条 この特約が消滅した保険契約は、個別扱の年払・半年払または⽉払の保険契約となります。

（主約款の規定の準⽤）

第９条 この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準⽤します。

（集団との取りきめによる取扱）

第10条 第２条（契約⽇の特則）、第３条（契約⽇前の事故）、第５条（保険料の払込⽅法）またはその他の事項について、会社と集団とが特

に別の取りきめを⾏なった場合には、その取りきめによるものとします。

（がん保険に付加した場合の特則）

第11条 この特約をがん保険に付加した場合には、第２条（契約⽇の特則）および第３条（契約⽇前の事故）の規定を適⽤せずつぎの取扱を

します。

⑴ この特約が適⽤される保険契約の契約⽇は、主約款の規定にかかわらず、主約款の契約⽇の属する⽉の翌⽉１⽇とし、保険期間およ

び契約年齢は、その⽇を基準に計算します。ただし、会社の責任開始⽇の計算にあたっては、主約款の契約⽇を基準に計算するものと

します。

⑵ 主約款の契約⽇から前号の契約⽇の前⽇までの間に、主約款の規定に基づいて死亡給付⾦の⽀払事由が発⽣したときは、すでに払い
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込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。

（年齢群団別がん保険に付加した場合の特則）

第12条 この特約を年齢群団別がん保険に付加した場合には、第２条（契約⽇の特則）および第３条（契約⽇前の事故）の規定を適⽤せずつ

ぎの取扱をします。この特約が適⽤される保険契約の契約⽇は、主約款の規定にかかわらず、主約款の保険期間の始期の属する⽉の翌⽉

１⽇とし、保険期間および契約年齢は、その⽇を基準に計算します。
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預⾦⼝座振替特約

（特約の適⽤範囲）

第１条 この特約は、つぎの条件を満たす保険契約で保険契約締結の際、保険契約者からこの特約の適⽤を申し出た者に適⽤します。

⑴ 保険契約者の指定する⼝座（以下「指定⼝座」といいます。）が、会社と保険料⼝座振替の取扱を提携している⾦融機関等（以下

「提携⾦融機関」といいます。この場合、会社が保険料の収納業務を委託している機関の指定する⾦融機関を含みます。）に設置してあ

ること

⑵ 保険契約者が提携⾦融機関等に対し、指定⼝座から会社の⼝座（会社が保険料の収納業務を委託している機関の取扱⾦融機関等の場

合には、当該委託機関の⼝座）へ保険料の⼝座振替を委託すること

２ 前項の規定にかかわらず、保険契約の契約⽇以後、保険契約者からこの特約の適⽤の申し出があった場合には、保険契約が前項の条件

を満たすときは、この特約を適⽤します。

（責任開始⽇および契約⽇の特則）

第２条 この特約が適⽤され、第１回保険料（第１回保険料相当額の場合を含みます。）から⼝座振替を⾏なう場合には、主契約の普通保険

約款（以下「主約款」といいます。）の規定にかかわらず、第１回保険料の振替⽇を会社の責任開始の⽇（がん保険�に付加した場合は

保険期間の始期。以下同じ。）とし、この⽇を契約⽇とします。ただし、⽉払契約の場合は、責任開始の⽇の翌⽉１⽇を契約⽇とします。

２ 第２回以後の保険料から⼝座振替を⾏なう場合には、⽉払契約においては、この特約の適⽤される保険契約の契約⽇は、主約款の規定

にかかわらず、主約款に定める会社の責任開始の⽇の属する⽉の翌⽉１⽇とします。

３ 前２項の場合、契約年齢および保険期間は契約⽇を基準として計算します。ただし、契約⽇を基準とした場合、契約年齢が１歳上がる

契約の契約⽇は、会社の責任開始の⽇とします。

（契約⽇前の事故）

第３条 会社の責任開始の⽇から契約⽇の前⽇までの間に、主約款および特約の規定に基づいて保険⾦等の⽀払事由または保険料の払込の免

除事由が発⽣したときは、前条の規定にかかわらず、契約年齢および保険期間は、会社の責任開始の⽇を基準として再計算し、保険料に

超過分があれば払い戻し、不⾜分があれば領収します。ただし、保険⾦等の⽀払があるときは、過不⾜分を⽀払⾦額と清算します。

（保険料率）

第４条 この特約を適⽤する⽉払保険契約の保険料率は、⼝座振替保険料率とします。

２ 前項にかかわらず、主約款の規定によって、保険料の⼀括払を⾏なう場合は普通保険料率を基準として、会社所定の割り引きを⾏いま

す。

（保険料の払込）

第５条 保険料は、会社の定めた⽇（ただし、第２回以後の保険料は、主約款の規定にかかわらず、払込期⽉中の会社の定めた⽇。以下「保

険料振替⽇」といいます。）に指定⼝座から保険料相当額を会社の⼝座に振り替えることによって払い込まれるものとします。ただし、

保険料振替⽇が取扱⾦融機関等の休⽇に該当する場合は、翌営業⽇とします。

２ 前項の場合、保険料振替⽇に保険料の払込があったものとします。

３ 同⼀の指定⼝座から２件以上の保険契約の保険料を振り替える場合には、保険契約者は会社に対して、その振替順序を指定できないも

のとします。

４ この特約により払い込まれた保険料については、保険料領収証は発⾏しません。

（保険料の⼝座振替が不能な場合の取扱）

第６条 保険料振替⽇に第１回保険料の⼝座振替が不能となった場合には、保険契約者は第１回保険料を会社の本社または会社の指定した場

所に払い込んでください。この場合、第２条（責任開始⽇および契約⽇の特則）第１項、第13条（がん保険に付加した場合の特則）第１

項第１号、第15条（変額保険（終⾝型）または変額保険（有期型）に付加する場合の特則）第１項第１号および第16条（年齢群団別がん

保険に付加した場合の特則）第１項第１号の規定は適⽤しません。

２ 保険料振替⽇に第２回以後の保険料の⼝座振替が不能な場合には、つぎのとおり取り扱います。

⑴ 年払契約または半年払契約の場合

払込期⽉の翌⽉の保険料振替⽇に再度保険料の⼝座振替を⾏ないます。

⑵ ⽉払契約の場合

翌⽉の保険料振替⽇に翌⽉分の保険料と合わせて２か⽉分の保険料の⼝座振替を⾏ないます。

３ 前項各号の規定による保険料の⼝座振替が不能な場合は、翌⽉以降の⼝座振替はしません。この場合、保険契約者は主約款に定める猶

予期間内に未払込保険料を会社の本社または会社の指定した場所に払い込んでください。

（指定⼝座または取扱⾦融機関等の変更）

第７条 保険契約者は、保険料の⼝座振替のための指定⼝座を同⼀取扱⾦融機関等の他の⼝座または他の取扱⾦融機関等の⼝座に変更するこ

とができます。この場合には、会社を通じて新たに保険料の⼝座振替を取扱⾦融機関等に委託することを要します。

２ 保険契約者が⼝座振替の取扱を停⽌する場合には、あらかじめ会社および当該取扱⾦融機関等に申し出て、他の払込⽅法を選択してく

ださい。

３ 保険契約者から保険料の⼝座振替を委託された取扱⾦融機関等が、⼝座振替の取扱を停⽌した場合には、会社は、保険契約者にその旨

通知します。
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４ 前項の場合には、保険契約者は、会社を通じて、新たに他の取扱⾦融機関等に保険料の⼝座振替を委託してください。

５ 指定⼝座または取扱⾦融機関等の変更に際し、その変更の⼿続が⾏なわれないまま保険料の⼝座振替が不能となった場合には、第６条

（保険料の⼝座振替が不能な場合の取扱）の規定に準じて取り扱います。

（特約の解約）

第８条 保険契約者は、いつでもこの特約を将来に向かって解約することができます。

（特約の解除）

第９条 保険契約が第１条（特約の適⽤範囲）第１項の各号に定める条件を⽋いたときは、会社は、この特約を将来に向かって解除すること

ができます。

（特約が解約または解除された場合の取扱）

第10条 ⽉払保険契約において、この特約が解約または解除された場合には、保険契約者は、年払または半年払の払込⽅法に変更する⼿続を

してください。

２ 前項の場合、つぎの払込期⽉までの保険料に未払込分があれば、その未払込分を⼀時に払い込んでください。

（保険料振替⽇の変更）

第11条 会社は、会社または取扱⾦融機関等の⽌むを得ない事情により保険料振替⽇を変更することがあります。この場合、会社はその旨を

あらかじめ保険契約者に通知します。

（主約款の規定の準⽤）

第12条 この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準⽤します。

（がん保険に付加した場合の特則）

第13条 この特約をがん保険に付加した場合には、第２条（責任開始⽇および契約⽇の特則）および第３条（契約⽇前の事故）の規定を適⽤

せずにつぎの取扱をします。

⑴ この特約が適⽤され、第１回保険料（第１回保険料相当額の場合を含みます。）から⼝座振替を⾏なう場合には、主約款の規定にか

かわらず、第１回保険料の振替⽇をこの保険契約の契約⽇とします。ただし、⽉払契約の場合は、第１回保険料の振替⽇の属する⽉の

翌⽉１⽇を契約⽇とします。

⑵ ⽉払契約においてこの特約が適⽤され、第２回保険料から⼝座振替を⾏なう場合には、主約款の規定にかかわらず、主約款の契約⽇

の属する⽉の翌⽉１⽇をこの保険契約の契約⽇とします。

⑶ 保険期間および契約年齢は前２号に定める契約⽇を基準として計算します。ただし、会社の責任開始⽇の計算にあたっては、主約款

の契約⽇（第１回保険料から⼝座振替を⾏なう場合は、振替⽇）を基準に計算します。また、その⽇を基準として計算した場合、契約

年齢が１歳上がる保険契約の契約⽇は主約款の契約⽇とします。

⑷ 主約款の契約⽇から前各号の契約⽇の前⽇までの間に、主約款の規定に基づいて死亡給付⾦の⽀払事由が⽣じたときは、すでに払い

込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。

（医療保障保険（個⼈型）に付加した場合の特則）

第14条 第４条（保険料率）第１項の規定にかかわらず、この特約を付加した医療保障保険（個⼈型）契約の保険料率は普通保険料率としま

す。

（変額保険（終⾝型）または変額保険（有期型）に付加する場合の特則）

第15条 この特約を変額保険（終⾝型）または変額保険（有期型）に付加する場合には、第２条（責任開始⽇および契約⽇の特則）および第

３条（契約⽇前の事故）の規定は適⽤せず、つぎの取扱を⾏ないます。

⑴ 第１回保険料から⼝座振替を適⽤する場合には、主約款の規定にかかわらず、第１回保険料の振替⽇を責任開始⽇とし、責任開始⽇

の属する⽉の翌⽉１⽇を契約⽇とします。

⑵ 第２回以後の保険料から⼝座振替を⾏なう場合には、主約款の規定によるものとします。

（年齢群団別がん保険に付加した場合の特則）

第16条 この特約を年齢群団別がん保険に付加した場合には、第２条（責任開始⽇および契約⽇の特則）および第３条（契約⽇前の事故）の

規定を適⽤せずつぎの取扱をします。

⑴ この特約が適⽤され、第１回保険料（第１回保険料相当額の場合を含みます。）から⼝座振替を⾏なう場合には、主約款の規定にか

かわらず、第１回保険料の振替⽇始をこの保険契約の保険期間の始期とし、この保険期間の始期の属する⽇を契約⽇とします。ただし、

⽉払契約の場合は、この保険期間の始期の属する⽉の翌⽉１⽇を契約⽇とします。

⑵ ⽉払契約においてこの特約が適⽤され、第２回以後の保険料から⼝座振替を⾏なう場合には、主約款の規定にかかわらず、主約款に

定める保険期間の始期の属する⽉の翌⽉１⽇を契約⽇とします。

⑶ 保険期間および契約年齢は前２号に定める契約⽇を基準として計算します。また、その⽇を基準として計算した場合、契約年齢が１

歳上がる保険契約の契約⽇は前２号に定める保険期間の始期の属する⽇とします。
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預⾦⼝座振替特約（団体・特別団体・集団扱⽤）

（特約の適⽤範囲）

第１条 この特約は、会社と団体扱特約、特別団体扱特約または集団扱特約を締結した団体または集団（以下「団体等」といいます。）に属

する全保険契約者が、団体等の指定する⾦融機関に⼝座をもち、かつその⼝座から団体等が定める⽅法により、団体等の⾦融機関⼝座へ

振替により保険料を払い込むことができる場合に適⽤します。

２ 保険契約者は、前項により保険料の振替を⾏なう⼝座を指定するものとし、その指定された⼝座を、以下「指定⼝座」といいます。

（保険料の払込）

第２条 この特約を付加した保険契約の保険料は、主契約の普通保険約款（以下「主約款」といいます。）および特約の規定にかかわらず、

団体等が定める保険料振替⽇に⼝座振替により払い込むものとします。

２ 前項の規定により振替を⾏なった保険料については、会社は、保険契約者の指定⼝座から引き落とされた⽇に保険料の払い込みがあっ

たものとします。ただし、指定⼝座から引き落とされた保険料が、実際に会社に払い込まれるまでの間に、保険契約者の申し出によりそ

の保険料の引き落としが取り消された場合には、本項の規定による引き落としがなかったものとし、その保険料について、会社は、保険

契約上の責任を負いません。

（特約の失効）

第３条 保険契約者が、団体等の指定する⾦融機関の指定⼝座を解約したときは、その保険契約についてこの特約は効⼒を失います。

２ 団体扱特約、特別団体扱特約または集団扱特約が効⼒を失ったときはこの特約も効⼒を失います。

（主約款および特約の規定の準⽤）

第４条 この特約に別段定めのない場合には、主約款および団体扱特約、特別団体扱特約または集団扱特約の規定を準⽤します。

（退職者に関する特則）

第５条 保険契約者が団体を退職した後も、引き続き団体扱特約が適⽤される保険契約については、つぎの各号のとおり取り扱います。

⑴第１条（特約の適⽤範囲）第１項中、「団体扱特約、特別団体扱特約または集団扱特約を締結した団体または集団（以下「団体等」と

いいます。）に属する全保険契約者」とあるのは「団体扱特約を締結した団体を退職した保険契約者」と読み替えます。

⑵第１条第１項、第２条（保険料の払込）第１項および第３条（特約の失効）第１項中、「団体等」とあるのは「団体」と読み替えます。

⑶第３条第２項、第４条（主約款および特約の規定の準⽤）中、「団体扱特約、特別団体扱特約または集団扱特約」とあるのは、「団体扱

特約」と読み替えます。
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目　　次
ご契約に関する各種お手続きや苦情・相談につきましては、損保ジャパンひまわり生命カスタマ
ーセンターへご連絡ください。
※ 各種お手続き、お問い合わせにつきましては、契約者ご本人様（保険金・給付金のご請求は受取人様）からお

願いいたします。

◦受付時間　月～金 9：00 ～ 17：00

（土曜日、日曜日、祝日および 12/31 ～ 1/3 は営業しておりません）

①転居、町名変更、通信先変更
②名義変更、受取人変更、改姓
③保険証券紛失
④保険料払込口座の変更

⑤保険料のお支払い
⑥ご契約内容の変更、照会
⑦保険金・給付金のご請求
⑧その他お手続き

○代理店・ライフカウンセラーを通じてご加入のお客様

電 0120-563-506
○通信販売・カード会社を通じてご加入のお客様

電 0120-010-020
○個人情報の取り扱いに関するお問い合わせのお客様

電 0120-100-127
○告知に関するお問い合わせのお客様

電 0120-526-805
○保険金・給付金のお支払い結果に関するお問い合わせのお客様

電 0120-526-905
○当社に対するご相談・お問い合わせのお客様

電 0120-273-211

！ 各種お問い合わせの際には保険証券番号、契約者氏名、生年月日、ご登録の住所、電話番号
をお知らせください。

（注）お申し出内容・契約形態により、支社・営業所で対応させていただく場合があります。

！ あらゆるお手続きに保険証券はかかせないものです。保険証券、領収証は大切に保管してく
ださい。

当社のお手続きに関する事項や各種情報につきましては、当社ホームページをご覧ください。

損保ジャパンひまわり生命ホームページ

http://www.himawari-life.com
◦ホームページでは 24 時間 365 日いつでも以下のお手続・ご契約内容照会等ができます。
 （平成 19 年 11 月 1 日現在）

①住所変更、保険料控除証明書再発行
② ご契約内容照会、保険料振替口座の変更、改姓名、受取人の変更（ホームページから事前に登

録申込が必要となります）

このような場合ただちにご連絡ください

ご契約に際しての重要事項（注意喚起情報）

 1 クーリング・オフ制度 …………………………………………… 4

 2 告知義務について ………………………………………………… 4

 3 責任開始期について ……………………………………………… 5

 4 保険金・給付金などが支払われない場合 ……………………… 5

 5 保険料の払込猶予期間、契約の失効、復活等について ……… 5

 6 解約と解約返戻金について ……………………………………… 6

 7 現在のご契約の解約等を前提とするお申し込みについて …… 6

 8 保険金額、年金額、給付金額が削減される場合について …… 7

 9 生命保険契約者保護機構について ……………………………… 7

10 金融機関を募集代理店として本保険にご加入されるお客様へ … 7

11 お問い合わせ・ご相談などについて …………………………… 8

ご契約のしおり

主な保険用語のご説明…………………………………………………15

主な保険用語のご説明…………………………………………………16

お願いとお知らせ………………………………………………………19

申込書・告知書のご記入について……………………………………20

クーリング・オフ制度について………………………………………20

保険契約の締結について………………………………………………21

現在のご契約の解約等を前提とするお申し込みについて…………21

ご契約内容の登録について……………………………………………22

支払査定時照会制度について…………………………………………23

個人情報の取扱について………………………………………………24

保険金額、年金額、給付金額等が削減される場合について………25

「生命保険契約者保護機構」について ………………………………26

業務または事務の委託について………………………………………28

株式会社について………………………………………………………28

当社の勧誘方針について………………………………………………29

特徴としくみについて…………………………………………………31

 1 新終身医療保険（01）の特徴としくみ …………………………32

 2 保険金・給付金などのお支払いについて ………………………33

 3 新無事故割引特約について ………………………………………40

ご契約に際して…………………………………………………………43

 4 健康状態・職業などの告知義務について ………………………44

 5 保険会社の責任開始時期について ………………………………47

保険金などについて……………………………………………………49

 6 保険金・給付金のご請求に際して ………………………………50

 7 保険金・給付金などをお支払いできない場合について ………52

 8 保険金・給付金をお支払いできない場合について（具体的事例） …54

保険料について…………………………………………………………59

 9 保険料の払込について ……………………………………………60

10 保険料払込猶予期間とご契約の失効について …………………61

11 ご契約の復活について ……………………………………………63

ご契約後について………………………………………………………65

12 解約と解約返戻金について ………………………………………66

13 解約返戻金のない場合について …………………………………67

14 保障内容の見直しをご検討の方へ ………………………………68

15 保険金受取人が死亡された場合 …………………………………69

16 保険金・給付金などのご請求に関して訴訟となった場合について …70

17 生命保険と税金について …………………………………………71

18 このような場合ただちにご連絡ください ………………………73

約　　款

◦新終身医療保険（01）普通保険約款 ………………………………76

◦医療用手術見舞金特約 ………………………………………………91

◦新終身医療（01）用通院特約 ………………………………………95

◦新終身医療（01）用がん入院特約 ……………………………… 100

◦新無事故割引特約 ………………………………………………… 104

◦新終身医療（01）用家族医療特約 ……………………………… 106

◦医療用家族手術見舞金特約 ……………………………………… 114

◦新終身医療（01）用家族通院特約 ……………………………… 119

◦別表 ………………………………………………………………… 124

◦団体扱特約 ………………………………………………………… 138

◦特別団体扱特約 …………………………………………………… 140

◦集団扱特約 ………………………………………………………… 142
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9 00 17 00（土曜日、日曜日、祝日および 12/31 ～ 1/3 は営業しておりません）

※くわしくは、このページの裏面をごらんください。

〒 163-0435　東京都新宿区西新宿 2-1-1 新宿三井ビル 35 階　TEL. 03(3348)7011
ホームページアドレス　http://www.himawari-life.com
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